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二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
は
、
二
月
の
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
前
後
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
間
の
口
の
端
に

上
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
北
海
道
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
、
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
な
ど
で
、
私
達
の
生
活
は
一
変

し
た
。
中
で
も
、
外
出
時
や
人
前
で
の
マ
ス
ク
着
用
が
必
須
と
な
り
、
そ
の
せ
い
で
一
時
期
店
頭
か
ら
「
入
荷
未
定
」
の

貼
り
紙
と
と
も
に
マ
ス
ク
が
消
え
る
事
態
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。
道
行
く
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
マ
ス
ク

を
し
て
い
る
と
い
う
異
様
な
光
景
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
。
初
夏
を
迎
え
る
頃
か
ら
少
し
ず
つ
コ
ロ
ナ
禍
も
落
ち
着
き
を

取
り
戻
し
た
か
に
見
え
た
が
、
秋
口
か
ら
再
び
感
染
が
拡
大
し
、
マ
ス
ク
に
加
え
て
、
至
る
所
で
消
毒
液
や
検
温
器
が
設

置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
私
達
に
ク
ラ
ス
タ
ー
（
感
染
者
集
団
）、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
（
都
市
封
鎖
）、

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
的
大
流
行
）
な
ど
の
、
関
連
す
る
多
く
の
カ
タ
カ
ナ
言
葉
を
提
供
し
た
。
必
ず
し
も
新
語
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
二
〇
二
〇
年
に
新
た
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
米
国
の
『
メ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ

　
　
　
　
﹇
巻
頭
言
﹈

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
断
想

上
野
　

誠
治
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新型コロナウイルス断想

ブ
ス
タ
ー
辞
典
』
は
「
今
年
の
言
葉
」
にp

a
n

d
e

m
ic

（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
を
、
英
国
の
『
コ
リ
ン
ズ
英
語
辞
典
』
は

lo
c
k

d
o

w
n

（
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
）
を
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
い
る
。

　
歴
史
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
と
、
十
四
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ペ
ス
ト
（
黒
死
病B

la
c
k

 D
e

a
th

）、
十
九
世
紀
の

コ
レ
ラ
、
一
九
一
八
〜
一
九
年
の
ス
ペ
イ
ン
か
ぜ
の
ほ
か
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
発
生
し

た
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」（
ブ
タ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
が
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
流
行
し
た
新
型
肺
炎S

A
R

S

（
サ
ー
ズ
、

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
）
も
衝
撃
的
だ
っ
た
が
、W

H
O

（
世
界
保
健
機
関
）
が
定
め
る
定
義
で
は
、
感
染
規
模
の
観

点
か
ら
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
は
該
当
し
な
い
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
類
は
数
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら
も
度

重
な
る
感
染
症
の
試
練
を
乗
り
越
え
、
生
き
延
び
て
き
た
。
今
の
我
々
は
、
そ
の
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
幸
運
な
祖

先
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
り
わ
け
十
四
世
紀
に
猛
威
を
振
る
っ
た
ペ
ス
ト

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
口
の
三
分
の
一
に
当
た
る

二
千
万
か
ら
三
千
万
人
が
死
亡
し
た
と
言
わ
れ
る
。

当
時
の
英
国
で
は
、
一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
征
服

（N
o

rm
a

n
 C

o
n

q
u

e
st

）
以
降
、
ノ
ル
マ
ン
人
が
支

配
階
級
・
上
流
階
級
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
り
、
彼

ら
の
故
郷
（
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
の
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
地
方
）
で
話
さ
れ
て
い
た
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ

ン
ス
語
（N

o
rm

a
n

 F
re

n
c
h

）
が
約
三
〇
〇
年
間
に

図１　マスクと防護服を身にまとった異様な
　　　姿のペスト医師
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亘
り
英
語
に
代
わ
っ
て
公
用
語
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
一
方
、
英
語
は
下
層
階
級
の
言
語
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
状
況
下
で
大
流
行
し
た
ペ
ス
ト
に
よ
り
、
下
層
階
級
を
中
心
と
し
た
人
手
や
労
働
力
が
不
足
す
る
事
態
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
が
却
っ
て
彼
ら
の
希
少
価
値
を
生
み
、
結
果
と
し
て
農
民
や
労
働
者
は
高
い
労
賃
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
社
会

的
な
地
位
も
や
が
て
向
上
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
彼
ら
が
話
す
英
語
が
、
英
国
社
会
に
お
い
て
次
第
に

そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
な
が
ら
、
十
四
世
紀
後
半
に
は
公
用
語
の
地
位
を
回
復
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
英
語
と
い
う
言
語

も
ま
た
、
社
会
情
勢
の
幾
多
の
変
遷
を
経
な
が
ら
、
何
と
か
生
き
延
び
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
前
述
の
カ
タ
カ
ナ
言
葉
が
メ
デ
ィ
ア
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
、
耳
慣
れ
な
い
用
語
に
戸
惑
う
人
も

多
く
、
時
の
防
衛
大
臣
が
「
日
本
語
で
言
え
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
カ
タ
カ
ナ
で
言
う
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
持
論
を
展
開

す
る
一
幕
も
あ
っ
た
。
そ
の
話
題
に
関
連
し
て
、
十
六
世
紀
に
始
ま
る
英
国
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
、
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ア

語
の
借
用
語
を
大
量
に
受
容
し
た
人
文
主
義
か
ら
、
そ
れ
ら
を
衒
学
的
な
イ
ン
ク
壺
語
（in

k
h

o
rn

 te
rm

s

）
と
し
て
排

斥
す
る
英
語
純
正
主
義
に
至
る
一
連
の
動
向
が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
難
解
な
語
が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
の
語

釈
を
解
説
す
る
必
要
か
ら
、
そ
の
後
の
辞
書
作
り
へ
と
連
な
っ
て
い
く
が
、
現
代
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば

立
ち
所
に
あ
る
程
度
の
こ
と
は
調
べ
が
つ
く
（
安
易
で
は
あ
る
が
）
便
利
な
時
代
で
あ
る
。

　p
a

n
d

e
m

ic

と
い
う
語
は
、『
メ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
形
容
詞
と
し
て
の
初
出
が
一
六
六
六
年
、

名
詞
と
し
て
の
初
出
は
一
八
三
二
年
（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
で
は
一
八
五
三
年
）
で
あ
る
。「
世
界
的
大
流
行
」

と
い
う
名
詞
的
な
用
法
は
、
形
容
詞
か
ら
の
（
品
詞
）
転
換
（c

o
n

ve
rsio

n

）
と
言
え
よ
う
。
同
じ
綴
り
で
あ
っ
て
も
別

の
品
詞
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
英
語
の
し
な
や
か
さ
を
示
す
好
例
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、lo

c
k

d
o

w
n

も
、
本

来
はlo

c
k

 d
o

w
n

（「
閉
じ
込
め
る
、
封
鎖
す
る
」
の
意
）
と
い
う
句
動
詞
（p

h
ra

sa
l ve

rb

）
が
（
品
詞
）
転
換
に
よ
っ
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新型コロナウイルス断想

て
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
同
辞
典
に
よ
れ
ば
「
囚
人
を
監
房
内
に
監
禁
す
る
こ
と
」
が
一
九
七
三
年
初
出
時
の
意
味
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
囚
人
に
限
ら
ず
一
般
化
さ
れ
て
「
危
険
を
理
由
に
、
建
物
や
地
域
に
入
っ
た
り
、
出
た
り
、
そ
の
中
を
移

動
し
た
り
が
自
由
に
で
き
な
い
緊
急
の
状
況
」（『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
英
語
辞
典
』）
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
が
よ
く
目
に
す
る
「
都
市
封
鎖
」
は
「
建
物
や
地
域
」
が
都
市
の
場
合
に
限
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
ん
意
味

の
一
般
化
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
が
、
再
び
特
殊
化
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

　
ち
な
み
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
学
会
や
研
究
会
が
対
面
で
開
催
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
に
よ
く
見
か

け
る
よ
う
に
な
っ
た
語
の
ひ
と
つ
にw

e
b

in
a

r

（「
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」
の
意
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
はw

e
b

（「
情
報

通
信
網
、ウ
ェ
ブ
」の
意
）とse

m
in

a
r

の
一
部-in

a
r

が
混
成（b

le
n

d
in

g

）に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
ば
ん
語（p

o
rtm

a
n

te
a
u

 

w
o

rd

）
で
あ
る
（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
に
よ
る
初
出
は
一
九
九
七
年
）。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
正
式
名
称
で
あ
るC

O
V

ID
-1

9
と
はcoro

n
a
v
iru

s d
ise

a
se

 2
0
1

9

（
二
〇
一
九
年
に
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）
の
頭
字
語
（a

c
ro

n
y

m
）
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
英
語
史
に
出
て
く
る
黒
死
病
や
イ
ン
ク
壺
語
、
形
態
論
や
意
味
論
に
出
て
く
る
句
動
詞
、（
品
詞
）
転

換
、
混
成
、
頭
字
語
、
意
味
の
一
般
化
と
特
殊
化
な
ど
、
普
段
担
当
し
て
い
る
講
義
と
関
連
す
る
話
題
も
多
く
、
対
面
の

授
業
で
あ
れ
ば
、
現
下
の
コ
ロ
ナ
禍
と
結
び
つ
け
て
時
宜
に
即
し
た
話
を
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
オ
ン
デ
マ
ン

ド
授
業
で
は
な
か
な
か
そ
う
も
い
か
ず
歯
が
ゆ
い
思
い
を
強
い
ら
れ
た
。

　
ま
さ
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
始
ま
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
終
わ
っ
た
二
〇
二
〇
年
で
あ
っ
た
が
、
残
念

な
こ
と
に
未
だ
に
終
息
の
目
処
が
立
た
な
い
ま
ま
新
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
、

昔
テ
レ
ビ
で
見
た
映
画
『
キ
ュ
リ
ー
夫
人
』（
原
題M

a
d
a

m
e C

u
rie

、
一
九
四
三
年
ア
メ
リ
カ
、
主
演
グ
リ
ア
・
ガ
ー
ス
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ン
）
の
一
場
面
で
あ
る
。
キ
ュ
リ
ー
夫
妻
が
雨
漏
り
の
す
る
み
す
ぼ
ら
し
い
掘
っ
立
て
小
屋
の
中
で
日
夜
、
未
知
の
元
素

ラ
ジ
ウ
ム
を
単
離
す
べ
く
実
験
・
作
業
を
し
て
い
る
。
夫
妻
は
、
も
ら
い
受
け
た
何
ト
ン
も
の
ウ
ラ
ン
鉱
石
の
滓
を
大
鍋

で
煮
沸
す
る
な
ど
し
て
得
ら
れ
た
バ
リ
ウ
ム
と
ラ
ジ
ウ
ム
の
混
合
物
か
ら
、
分
別
結
晶
化
さ
せ
る
手
順
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
ラ
ジ
ウ
ム
を
分
離
す
る
と
い
う
作
業
に
疲
労
困
憊
し
て
い
た
が
、
大
晦
日
の
夜
に
、
恩
師
の
ペ
ロ
ー
教
授
が
陣

中
見
舞
い
に
訪
れ
る
。
帰
り
際
に
教
授
はR

in
g

 o
u

t th
e
 o

ld
, rin

g
 in

 th
e
 n

e
w

と
高
ら
か
に
あ
る
詩
の
一
節
を
朗
詠
す

る
。
そ
れ
は
、
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
桂
冠
詩
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ス
ン
（A

lfre
d

 T
e

n
n

y
so

n

）
が
友
人

の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
長
詩
『
イ
ン
・
メ
モ
リ
ア
ム
』（In

 M
em

o
ria

m
 A

. H
. H

.

）
に
あ
る
詩
篇
「
鳴
り
響
け
、
荒
ぶ
る

鐘
よ
」（R

in
g o

u
t, W

ild
 bells

）
の
一
節
（
第
二
ス
タ
ン
ザ
）
で
あ
る
。
詩
人
は
、
教
会
の
除
夜
の
鐘
を
聴
き
な
が
ら
そ

れ
を
作
っ
た
と
い
う
。

　
　R

in
g

 o
u

t th
e
 o

ld
, rin

g
 in

 th
e
 n

e
w

,

　
　
　R

in
g

, h
a
p

p
y

 b
e

lls, a
c
ro

ss th
e

 sn
o

w
:

　
　
　T

h
e
 y

e
a

r is g
o

in
g

, le
t h

im
 g

o
;

　
　R

in
g

 o
u

t th
e
 fa

lse
, rin

g
 in

 th
e
 tru

e
.

　
　
鐘
を
鳴
ら
し
、
古
き
も
の
を
送
り
出
し
、
迎
え
入
れ
よ
、
新
し
き
も
の
を
／
鳴
り
響
け
、
幸
せ
の
鐘
よ
、
雪
面
を
越

　
　
え
て
／
こ
の
一
年
が
過
ぎ
て
行
く
、
去
ら
せ
る
が
い
い
／
鐘
を
鳴
ら
し
、
虚
偽
を
送
り
出
し
、
迎
え
入
れ
よ
、
真
実

　
　
を
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新型コロナウイルス断想

映
画
に
は
登
場
し
な
い
が
、
続
く
第
七
ス
タ
ン
ザ
に
は
、

　
　R

in
g

 o
u

t o
ld

 sh
a
p

e
s o

f fo
u

l d
ise

a
se

,

　
　
　R

in
g

 o
u

t th
e
 n

a
rro

w
in

g
 lu

st o
f g

o
ld

;

　
　
　R

in
g

 o
u

t th
e
 th

o
u

sa
n

d
 w

a
rs o

f o
ld

,

　
　R

in
g

 in
 th

e
 th

o
u

sa
n

d
 y

e
a

rs o
f p

e
a
c
e

. 

　
　
鐘
を
鳴
ら
し
送
り
出
せ
、
古
き
悪
疾
の
幻
影
を
／
心
を

　
　
偏
狭
に
す
る
黄
金
へ
の
強
欲
を
／
古
の
数
多
の
戦
を
／

　
　
鐘
を
鳴
ら
し
、
迎
え
入
れ
よ
、
千
年
の
平
和
を

と
あ
り
、
一
行
目
のfo

u
l d

ise
a
se

（
悪
疾
）
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
引
き
起
こ
し
た
現
下
の
社
会
情
勢

を
連
想
す
る
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
行
く
年
来
る
年
を
教
会
の
鐘
に
託
し
て
テ
ニ
ス
ン
が
詠
っ
た
よ
う
に
、
新
年
が
希
望
に
溢
れ
る
一
年
と
な
る
こ
と
を
祈

る
ば
か
り
で
あ
る
。

（
う
え
の
　
せ
い
じ
・
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
） 図 2 教会の鐘 ©Albrecht Fietz
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文
論

明
治
前
期
鋳
造
活
字
の

平
仮
名
書
体
に
お
け
る

濁
音
表
示
と
仮
名
字
体
意
識
　岡
田
一
祐

女
性
声
優
の
演
技
音
声
に

あ
ら
わ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
現

―

母
音
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
に
着
目
し
て―
　丸
島

　歩



　
　
一
．
は
じ
め
に

　
活
字
印
刷
技
術
は
、
合
理
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
同
時
に
、
合
理
性
は
、
活

字
印
刷
技
術
が
な
に
か
の
変
化
を
齎
す
と
き
の
枕
詞
で
あ
る
。
活
字
印
刷
技
術
が
、
文
字
や
綴
り
字
の
ゆ
れ
を
統
一
し

た
と
き
、
そ
れ
は
合
理
性
の
精
神
が
働
い
た
と
言
わ
れ
る
。
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
は
、
そ
れ
を
合
理
と
い
う
こ
と
ば
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
レ
ド
ゥ
シ
ー
ルred

u
cir

と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
す
る
。
鈴
木

（
二
〇
一
五
、一
〇
）
が
言
う
に
は
、
そ
れ
は
、

明
治
前
期
鋳
造
活
字
の
平
仮
名
書
体
に
お
け
る

濁
音
表
示
と
仮
名
字
体
意
識

岡
田
　

一
祐

﹇
論
文
﹈
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

数
の
多
い
も
の
を
減
ら
し
、
多
様
な
も
の
を
統
一
し
、
混
沌
の
状
態
を
規
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
、
な
ど
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ら
の
意
味
用
法
に
通
底
す
る
の
は
、
複
雑
か
つ
多
様
な
現
実
世
界
を
均
質
化
、
単
純
化
し
、
本
来
的
か
つ
理
想

的
な
あ
り
か
た
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
―
―re

d
u

c
ir

の
語
源
は
ラ
テ
ン
語re

d
u

c
e

re

（
引
き
戻
す
こ
と
、返
す
こ
と
）

で
あ
る
―
―
文
字
通
り
〈
還
元
〉
の
論
理
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
論
理
が
齎
さ
れ
る
の
は
、
活
字
、
と
く
に
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
発
明
と
い
わ
れ
る
も
の
に
連
な
る
近
代
西
洋

活
字
と
い
う
も
の
が
持
つ
存
在
性
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
。
い
わ
く
、
一
回
性
を
有
ち
、
そ
の
つ
ど
ご
と
に
現
れ
の
異

る
手
書
き
の
文
字
と
比
較
し
て
、
複
製
可
能
性
を
有
す
る
活
字
は
、
ど
こ
ま
で
も
同
一
の
も
の
と
括
っ
て
し
ま
え
る
現
れ

し
か
有
た
ず
、
あ
く
ま
で
も
他
の
記
号
的
単
位
と
の
差
異
が
表
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
に
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル

の
概
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

　
活
字
が
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
に
沿
っ
て
文
字
体
系
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
字
研
究
か
ら
の
活
字
研
究

に
お
け
る
課
題
と
し
て
、
活
字
で
示
さ
れ
た
文
字
の
体
系
が
い
か
な
る
も
の
か
考
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で

は
、
活
字
と
い
う
も
の
が
体
系
を
求
め
る
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
明
治
時
代
初
期
の
活
字
に
お
け
る
「
濁
音
」
表
示

の
体
系
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。濁
音
の
表
記
は
、現
代
の
日
本
語
表
記
で
は
も
は
や
悩
む
こ
と
は
な
く
な
っ

た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
濁
音
を
ど
の
よ
う
に
文
字
に
表
す
か
定
ま
っ
た
の
は
日
本
語
の
文
字
・
表

記
の
歴
史
の
な
か
で
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
江
戸
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
起
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
初
期
に
日
本
で
普
及
の
兆
し
を
見
せ
は
じ
め
た
金
属
活
字
で
は
、
濁

音
は
さ
ほ
ど
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
だ
一
九
〇
〇
年
の
平
仮
名
の
公
的
な
字
体
整
理
が
行
わ
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れ
る
ま
え
の
平
仮
名
に
は
、ほ
と
ん
ど
等
価
に
見
え
る
、い
く
つ
も
の
字
の
か
た
ち
が
あ
っ
た
。
い
ま
で
は
変
体
仮
名
（
あ

る
い
は
異
体
仮
名
）
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
は
、
と
う
ぜ
ん
活
字
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、
濁
音

を
表
す
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ら
の
文
字
に
完
全
に
は
等
価
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
ど
の
よ

う
に
濁
音
の
表
現
が
進
展
し
て
い
っ
た
か
を
、
明
治
初
期
の
活
字
に
見
て
ゆ
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
期
の
活
字
に
お
け
る
濁
音
の
書
き
表
し
か
た
に
は
、
ふ
た
つ
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
ま
も
そ
う
す
る
よ

う
に
、
濁
点
を
附
し
て
表
す
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
濁
音
を
表
す
仮
名
文
字
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
濁
音

を
表
す
仮
名
文
字
と
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
じ
じ
つ
、
国
学
徒
の
尚
古
の
風
が
た
ま
た
ま
活
字
製
作
の

場
に
お
い
て
発
露
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
体
系
を
冀
め
る
精
神
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
濁
音
の
表
記
の
歴
史
の
問
題
か
ら
は
い
さ
さ
か
些
事
に
属
し
つ
つ
、
日
本
語
の
文
字
を
ど
の
よ
う

に
活
字
に
よ
っ
て
表
現
し
た
か
考
え
る
う
え
で
は
、
む
し
ろ
恰
好
の
材
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
字
の
体
系
を
め
ぐ
る
検
討
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
、
ど
の
よ
う
な
文
字
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
か
と
い
う
仮
名
字
体
意
識
の
検
討
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
仮
名
字
体
意
識
と
は
、
岡
田
（
二
〇
二
一
）
に
示

さ
れ
る
概
念
で
、
漢
字
の
新
旧
字
体
・
異
体
字
な
ど
に
も
言
い
う
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
な
か
で
、

ど
の
仮
名
字
体
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
反
省
的
意
識
を
謂
う
。
濁
音
の
仮
名
を
め
ぐ
る
様
相
に
、
ど
の
よ

う
な
文
字
を
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
観
念
の
発
展
を
見
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

　
　
二
．
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理

　
鈴
木
（
二
〇
一
五
、二
九
八
）
は
、
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
と
日
本
語
活
字
の
か
か
わ
り
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
観
す
る
：

写
本
や
板
本
で
は
、
複
数
の
異
体
仮
名
を
紙
面
、
版
面
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
遣
い
の
単
調
さ
を
避
け
て

美
的
効
果
を
狙
っ
た
り
、
文
や
句
の
切
れ
続
き
を
明
示
し
た
り
と
い
っ
た
工
夫
を
行
っ
て
き
た
。
非
和
様
系
（
１
）
の

仮
名
が
活
字
書
体
と
し
て
選
択
さ
れ
た
後
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
い
く
つ
か
の
異
体
仮
名
活
字
が
作
ら
れ
、
使
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
使
用
は
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
仮
名
字
体

は
現
行
の
一
音
一
文
字
に
統
一
さ
れ
る
。
だ
が
、
文
字
を
少
数
の
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
活
版
印
刷
術

の
も
と
で
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
字
体
の
収
斂
を
免
れ
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
述
べ
る
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
じ
し
ん
は
、
近
代
の
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
レ

ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
の
差
か
ら
、
む
し
ろ
嵯
峨
版
や
烏
丸
本
徒
然
草
の
よ
う
な
優
美
な
印
刷
面
が
生
み
だ
さ
れ
て

ゆ
く
さ
ま
を
克
明
に
示
す
（
２
）。
規
則
へ
の
還
元
を
意
味
す
る
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
が
こ
こ
で
現
れ
た
の
は
、
活
字
の

し
く
み
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
活
字
の
し
く
み
を
、
日
本
語
に
当
て
は
め
ら
れ
た
近
代
西
洋
活
字
の
ご
と
く
、
正
方
形
の

文
字
の
組
合
せ
の
み
に
限
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
で
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
が
働
く
の
は
文
字
の
ほ
う
に
し
か
あ
り
え
な

い
。
そ
の
よ
う
な
技
術
的
制
約
が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
文
字
を
技
術
に
従
わ
せ
る
機
運
も
生
じ
る
。
嵯
峨
版
の
組
版

が
技
術
的
制
約
か
ら
無
縁
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
印
刷
面
を
等
間
隔
に
切
り
分
け
た
そ
の
枡
目
を
基
準
に
三
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倍
角
の
齣
ま
で
作
り
、
そ
こ
に
彫
り
込
ま
れ
る
べ
き
文
字
の
数
を
自
在
の
も
の
と
し
た
と
き
、
活
字
の
齣
は
合
理
的
に
文

字
の
美
の
要
請
に
従
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
現
象
が
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
か
い
な
か
を
原
理
的
に
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、鈴
木
（
二
〇
一
五
）
が
、こ
の
道
具
立
て
に
よ
っ
て
な
に
か
を
説
明
で
き
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

活
字
印
刷
と
い
う
し
く
み
は
、
あ
ら
か
じ
め
（
あ
る
て
い
ど
ま
で
は
）
用
い
る
べ
き
文
字
の
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

手
書
き
に
も
効
率
が
劣
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
予
期
を
抱
く
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
ど
ん
な
内
容
に
も

耐
え
ら
れ
る
活
字
の
蓄
え
な
し
に
行
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
一
六
〇
〇
年
前
後
に
日
本
に
活
字
印
刷
を
齎
し
（
す
ぐ
に

追
放
さ
れ
）
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
『
落ら
く
よ
う葉
集
』
と
い
う
名
の
漢
字
字
書
を
作
っ
て
表
記
の
手
引
き
と
し
、
上
海
の
美
華
書
館

で
活
字
を
製
作
し
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
聖
書
を
中
心
に
漢
字
の
頻
度
調
査
を
行
っ
て
製
作
す
べ
き
漢

字
を
決
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
最
小
限
の
文
字
に
よ
っ
て
最
大
限
の
差
異
を
取
り
込
も
う
と
す
る
共
通

の
狙
い
が
た
し
か
に
あ
っ
た
（
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
豊
島
、
二
〇
〇
二
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ

ン
ブ
ル
に
つ
い
て
は
鈴
木
、
二
〇
一
五
、
第
四
章
お
よ
び
小
宮
山
、
二
〇
二
〇
）。
現
代
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
る
と
き
、
文
字
コ
ー
ド
と
い
う
取
り
決
め
の
な
か
で
文
字
の
情
報
を
遣
り
取
り
し
て
い
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
依
存
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
収
載
す
べ
き
字
数
は
際
限
な
く
増
え
て
ゆ
く
。
現
在
も
っ
と
も
支
配
的
な
文

字
コ
ー
ド
で
あ
る
ユ
ニ
コ
ー
ド
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
一
三
・
〇
に
お
い
て
、
十
四
万
文

字
を
超
え
、
な
お
そ
の
数
を
増
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
際
限
な
く
増
え
て
ゆ
く
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
だ
け

の
数
を
数
え
て
も
な
お
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
区
別
さ
れ
る
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
は
人
類
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

上
で
遣
り
取
り
す
る
文
字
情
報
を
ひ
と
つ
の
文
字
コ
ー
ド
で
賄
お
う
と
い
う
ユ
ニ
コ
ー
ド
の
あ
る
種
の
合
理
性
の
発
露
で
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あ
る
。

　
そ
の
点
で
、
活
字
を
作
る
、
あ
る
い
は
そ
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
印
刷
を
す
る
と
い
う
表
現
が
、
体
系
を
ど
の
よ
う
に
・

ど
の
て
い
ど
志
し
た
も
の
か
が
そ
れ
ぞ
れ
異
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
濁
音
の
表
現
は
、
明
治
初
期
の
活
字
制
作
者
た

ち
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
三
．
濁
音
を
書
き
表
す
と
い
う
こ
と

　
濁
音
表
記
の
問
題
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
日
本
語
の
文
字
の
体
系
に
と
っ
て
余
剰
で
あ
る
、
あ
る
い
は
余
剰
で
あ
る
か

の
よ
う
に
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
る
。
そ
れ
を
現
在
の
わ
た
し
た
ち
が
ご
く
自
然
の
も
の
と
受
け
入
れ
る
の
は
、
烏
丸

本
徒
然
草
が
句
読
清
濁
を
糺
し
た
よ
う
に
（
注
二
参
照
）、
た
だ
さ
れ
た
本
文
と
係
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
濁
音
お
よ
び
濁
音
（
表
記
）
史
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
あ
り
、
い
ま
こ
こ
で
立
ち
入
っ
た
議
論
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
の
行
論
に
係
わ
る
こ
と
が
ら
で
も
あ
り
、
沼
本
（
一
九
九
七
）、
豊
島
（
二
〇
〇
三
）、

F
re

lle
sv

ig

（
二
〇
一
〇
）、
屋
名
池
（
二
〇
一
一
）、
高
山
（
二
〇
一
二
）、
肥
爪
（
二
〇
一
九
）、
澤
崎
（
二
〇
一
九
）

な
ど
に
導
か
れ
つ
つ
、
か
ん
た
ん
に
概
略
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
日
本
語
に
お
け
る
濁
音
と
は
、
変
音
現
象
に
注
目
し
た
音
韻
の
組
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
清
濁
は
古
典
漢
語
の
等
韻
学

に
お
け
る
用
語
で
、
声せ
いv

o
ice

と
気a

sp
ira

tio
n

の
有
無
か
ら
声
母
を
整
理
し
た
も
の
を
謂
っ
た
の
を
転
じ
た
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
、/

k
/
-/g

/

、/s/
-/z/

、/
t/

-/d
/

、/
h

/
-/

b
/

に
見
ら
れ
る
変
音
関
係
を
敷
衍
し
て
清
濁
の
関

係
と
い
う
（
３
）。
こ
れ
が
上
代
語
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
根
強
い
保
留
も
あ
る
も
の
の
、
近
年
は
、
古
典
漢
語

015



と
異
り
、
鼻
音
性n

a
sa

lity

の
有
無
に
帰
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
声
の
対
立
が
な
か
っ
た
か
わ
り
に
（
母

音
間
、
上
代
語
に
お
い
て
は
す
な
わ
ち
語
頭
以
外
で
は
無
声
音
も
有
声
化
し
て
い
た
と
見
る
）、
前
鼻
音
の
有
無
に
よ
っ

て
清
濁
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ナ
バ
タ
と
い
う
語
は
、
上
代
語
で
は[ta

n
a

m
b

a
d

a]

と

い
う
発
音
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
現
代
の
東
北
方
言
な
ど
に
見
ら
れ
る
音
韻
体
系
に
近
い
も
の
と
捉
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
濁
音
は
、
し
た
が
っ
て
、
清
音
よ
り
も
稀
な
も
の
で
あ
る
。
濁
音
に
は
、
語
頭
に
立
た
な
い
・
語
に
複
数
現
れ
な
い
な

ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
語
彙
的
か
つ
形
態
統
語
的
に
予
測
性
が
高
い
。
濁
音
を
性
質
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、
が
ん
ら
い
濁

音
で
あ
る
本
濁
と
形
態
統
語
的
現
象
に
よ
っ
て
濁
る
新
濁
（
連
濁
）
と
に
大
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
濁
音
の
大
半
は

新
濁
、
す
な
わ
ち
、
連
濁
現
象
に
よ
っ
て
ほ
ん
ら
い
は
清
音
で
あ
っ
た
も
の
が
濁
音
へ
と
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
濁
の

ほ
と
ん
ど
を
漢
字
音
が
占
め
る
か
ら
、
漢
字
音
の
す
く
な
か
っ
た
上
代
に
お
い
て
は
、
新
濁
の
比
率
の
多
さ
は
な
お
の
こ

と
で
あ
っ
た
（
４
）。
こ
の
よ
う
な
濁
音
の
性
質
の
由
来
を
連
濁
に
求
め
る
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
濁
は
助
詞

ノ
の
縮
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
前
後
の
鼻
音
の
同
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要

因
に
よ
っ
て
、
濁
音
が
現
れ
る
語
彙
が
、
語
彙
的
・
形
態
統
語
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
濁
音
を
書
き
表
す
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
試
み
が
歴
史
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
漢
字
を
借
り
て
の
日
本

語
表
記
が
試
み
ら
れ
た
当
初
、
す
な
わ
ち
万
葉
仮
名
で
は
、
渡
来
人
を
中
心
に
清
濁
を
書
き
分
け
る
表
記
が
な
さ
れ
も
し

た
が
（
５
）、
平
安
時
代
に
は
、
濁
音
を
書
き
分
け
な
い
表
記
体
系
が
成
立
す
る
。
現
代
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
濁
点
に

よ
る
表
記
は
、
漢
籍
仏
典
の
読
誦
の
場
面
で
の
濁
音
漢
字
注
記
の
記
号
か
ら
派
生
し
て
、
し
だ
い
に
仮
名
に
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
屋
名
池
（
二
〇
一
一
、五
九
）
は
、
そ
れ
ら
の
歴
史
を
評
し
て
、
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現
在
行
わ
れ
て
い
る
、
濁
点
を
用
い
る
表
記
法
は
、
漢
字
音
の
た
め
の
濁
声
点
を
た
ま
た
ま
転
用
し
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
考
え
ぬ
か
れ
た
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
清
濁
を
書
き
分
け
る
点
で
は
万
葉
仮
名
時
代
に

も
ど
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
実
は
現
代
の
シ
ス
テ
ム
は
、「
連
濁
音
」
の
表
示
を
犠
牲
に
し
清
濁
で
仮
名

字
母
を
異
に
す
る
万
葉
仮
名
の
シ
ス
テ
ム
と
も
、「
語
彙
的
濁
音
」
の
表
示
を
犠
牲
に
し
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
初
期

の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
シ
ス
テ
ム
と
も
異
な
り
、
一
方
で
、
清
濁
の
ち
が
い
を
超
え
て
共
通
の
字
母
を
用
い
る

こ
と
で
、
連
濁
と
い
う
形
態
音
韻
現
象
の
表
示
に
も
役
立
ち
、
他
方
で
、
濁
点
と
い
う
補
助
記
号
の
付
加
・
非
付
加

に
よ
っ
て
濁
音
対
清
音
の
語
彙
的
対
立
も
表
示
で
き
る
と
い
う
、
両
面
性
を
兼
ね
備
え
た
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
シ
ス
テ

ム
な
の
で
あ
る

と
す
る
。
濁
音
が
表
記
上
の
余
剰
物
と
し
て
作
ら
れ
た
と
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
屋
名
池
（
二
〇
一
一
）
の
言
う
、「
よ
り
す
ぐ
れ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
の
は
結
果
論
の
こ
と
で
、屋
名
池
（
二
〇
一
一
）

が
最
初
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
た
ま
た
ま
転
用
」
さ
れ
た
も
の
で
、
た
だ
し
い
本
文
を
示
す
努
力
の
増
加
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
の
表
記
で
も
、
確
実
に
濁
音
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
具
体
的
に
い
つ
か
に

つ
い
て
は
、研
究
が
乏
し
い
が
、雑
誌
『
太
陽
』
に
基
づ
く
経
時
的
研
究
で
は
、一
九
一
七
年
前
後
に
よ
う
や
く
ほ
ぼ
百
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
す
る
と
の
結
果
が
出
て
い
る
し
（
近
藤
、二
〇
〇
五
）、他
方
、時
代
は
下
る
が
、い
わ
ゆ
る
終
戦
の
詔
書
な
ど
、

濁
点
を
附
さ
な
い
も
の
が
確
乎
と
し
て
存
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
問
題
に
す
る
よ
う
な
、
明
治
初
期
の
活
字
に
お
い

て
は
、
そ
れ
は
ま
だ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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四
．「
和
様
」
活
字
の
ば
あ
い

　
こ
れ
か
ら
、
具
体
的
に
、
明
治
期
の
活
字
に
お
け
る
濁
音
表
示
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
活
字
に
お
い
て
は
、
書
体
・

書
風
と
い
う
概
念
が
係
わ
っ
て
い
る
の
で
か
ん
た
ん
に
説
明
し
て
お
く
。
書
体
と
は
、
文
字
史
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
文

字
の
あ
る
発
展
段
階
に
お
け
る
共
通
し
た
様
式
と
字
体
の
統
一
を
謂
い
、
書
の
観
点
か
ら
は
、
筆
画
の
実
現
に
つ
い
て
の

表
現
様
式
を
謂
う
が
、
活
字
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
書
風
で
統
一
さ
れ
た
箇
々
の
活
字
の
販
売
単

位
を
も
謂
う
。
鋳
造
活
字
に
お
い
て
は
、
文
字
の
大
き
さ
の
違
い
（
号
数
と
い
う
。
初
号
を
最
大
の
も
の
と
し
て
、
一
号

か
ら
八
号
へ
と
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
五
号
活
字
が
現
代
の
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
に
相
当
す
る
）
は
、
販
売
単
位
と
し
て

別
で
あ
り
、
ま
た
、
用
途
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
形
状
が
お
お
き
く
異
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
共
通
す
る
書
風

を
有
つ
活
字
書
体
や
、
原
型
の
製
作
者
を
お
な
じ
く
す
る
活
字
書
体
を
も
、
や
は
り
書
体
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
複
数
の

観
点
の
混
在
は
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
は
慣
習
に
従
っ
て
お
く
。
明
朝
体
な
ど
は
、
書
の
観
点
で
あ

り
、
以
下
に
謂
う
「
和
様
」
で
あ
る
と
か
「
平
野
系
書
体
」
な
ど
は
、
活
字
に
お
け
る
書
風
や
原
型
の
製
作
者
に
ま
つ
わ

る
そ
れ
で
あ
る
。
書
風
と
は
、
ほ
ん
ら
い
、
個
人
や
流
派
に
お
い
て
美
的
に
統
一
さ
れ
た
様
式
の
こ
と
を
謂
う
が
、
活
字

に
お
い
て
は
、
書
体
に
お
け
る
統
一
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
の
節
で
は
、「
和
様
」
と
称
さ
れ
る
平
仮
名
活
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
え
に
、「
和
様
」

と
並
行
し
て
存
し
た
平
仮
名
活
字
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
で
も
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
ほ
と
ん
ど
が

鋳
造
で
は
な
く
木
活
字
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
つ
つ
、
活
字
印
刷
じ
た
い
は
安
土
桃
山
時
代
末
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
な
る
と
、
西
洋
に
鋳
造
活
字
に
よ
る
活
版
印
刷
の
あ
る
こ
と
を
承
け
て
幾
多
の
試
み
が
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な
さ
れ
て
い
る
。
国
内
で
の
試
み
は
す
べ
て
上
海
か
ら
の
輸
入
品
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
多
く

を
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
片
仮
名
活
字
の
例
が
少
な
く
な
い
（
片
仮
名
で
は
、
濁
音
仮
名
は
い
ま
の
と
こ
ろ
知
ら
れ

て
い
な
い
）。
こ
こ
で
は
大
鳥
圭
介
（
一
八
三
三
（
天
保
四
）
年

－
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
）
の
活
字
を
見
て
お
く
。

圭
介
は
、
幕
臣
を
経
て
明
治
新
政
府
に
出
仕
し
て
い
る
が
、
幕
臣
時
代
に
陸
軍
所
の
出
版
物
の
た
め
に
活
字
を
製
作
し
て

い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
平
仮
名
活
字
が
あ
る
が
、
全
面
的
に
用
い
て
い
る
の
は
『
歩
兵
制
律
』（
川
本
清
一
訳
、
陸
軍
所
、

一
八
六
五
）
の
み
で
あ
る
。
本
書
に
し
た
し
く
接
す
る
機
会
を
え
な
い
が
、
目
睹
し
え
た
図
版
類
で
は
、「
べ
」
に
の
み
濁

点
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
の
ほ
か
は
濁
点
を
表
示
せ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
６
）。
一
音
あ
た
り
の
仮
名
字
体
の
種
類
は
お

お
く
は
な
く
、
濁
音
表
示
の
機
構
を
た
ん
に
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
。「
和
様
」
前
後
の
活
字
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、「
和
様
」
活
字
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
和
様
」
活
字
と
は
、
池
原
香
稚
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る
書
風
で
、
新
町

活
版
所
が
製
作
し
た
平
仮
名
活
字
書
体
に
対
す
る
近
代
活
字
書
体
史
研
究
に
お
け
る
用
語
で
あ
る
。「
和
様
」
活
字
を
用
い

た
印
刷
物
の
例
を
図
一
に
示
す
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
四
号
活
字
で
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
二
、一
六
八
）

で
は
、「
和
様
」
と
い
う
名
称
が
当
時
に
遡
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
れ
に
代
る
名
称
が
見
当
た
ら
な
い
と
し
て

「
和
様
」
の
名
を
維
持
す
る
（
７
）。
議
論
の
詳
細
は
注
七
に
譲
る
が
、
本
稿
で
は
、
括
弧
付
き
で
こ
の
名
称
を
使
用
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
和
様
」
活
字
は
、
日
本
で
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
活
字
書
体
の
源
流
で
あ
る
、
新
町
活
版
所
の
製
に
か
か
る

書
体
に
付
け
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
が
く
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
府
川
（
二
〇
〇
四
）
が
示
す

よ
う
に
、
こ
の
活
字
が
主
流
の
座
に
い
た
の
は
わ
ず
か
に
数
年
の
こ
と
で
あ
る
。
新
町
活
版
所
は
、
日
本
の
活
字
の
祖
と
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図一　福羽美静「習志野原地名の記」（国立国会図書館蔵宍戸璣関係文書その二・
三四四）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

称
さ
れ
る
本
木
昌
造
の
開
い
た
私
塾
に
お
け
る
印
刷
所
で
あ
る
。
本
木
昌
造
（
一
八
二
四
（
文
政
七
）
年

－

一
八
七
五
（
明

治
八
）
年
）
は
、そ
れ
ま
で
も
西
洋
に
倣
っ
て
鋳
造
活
字
製
造
に
取
り
組
ん
で
は
み
た
が
、大
規
模
化
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
と
こ
ろ
、
一
八
六
九
年
、
上
海
の
美
華
書
館
に
お
い
て
漢
文
の
印
刷
の
た
め
に
整
い
つ
つ
あ
っ
た
活
字
の
一
揃
い
と
印

刷
機
、
そ
し
て
印
刷
術
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
一
八
三
〇
年

－

一
八
八
六
年
）
を
長
崎
鉄
工
所
に
設
け
た
活

版
伝
習
所
に
招
じ
て
手
に
し
た
の
ち
、
昌
造
の
新
街
私
塾
（
崎
陽
新
塾
）
に
、
浪
人
武
士
へ
の
授
産
施
設
と
し
て
の
役
割

を
期
待
し
て
印
刷
所
を
開
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
将
来
し
た
活
字
に
は
、
お
そ
ら
く
仮
名
を
欠
い
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。『
和
英
語
林
集
成
』
の
初
版
を
印
刷
し
た
美
華
書
館
で
あ
り
、
仮
名
活
字
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
も
な

い
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
新
町
活
版
所
に
お
け
る
仮

名
文
字
を
作
成
し
た
の
は
、
同
時
代
の
証
言
を
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
後
世
の
種
々
の
証
言
か
ら
池
原
香
稚
と
み
ら
れ
て

い
る
。
池
原
香
稚
（
一
八
三
〇
（
天
保
元
）
年

－

一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
）
は
、
昌
造
と
も
親
交
の
あ
っ
た
眼
科
医

で
あ
り
、
国
学
者
で
あ
っ
た
。
後
日
談
に
な
る
が
、
長
崎
鉄
工
所
の
活
版
伝
習
所
は
紆
余
曲
折
の
す
え
に
大
蔵
省
印
刷
局

と
な
り
、
新
町
活
版
所
は
、
京
都
・
大
阪
・
横
浜
・
東
京
に
出
張
所
を
設
け
、
と
く
に
最
後
の
も
の
は
、
平
野
活
版
製
造

所
を
経
て
東
京
築
地
活
版
製
造
所
と
な
り
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
活
字
製
造
を
牽
引
す
る
一
大
事
業
者
と
な
る
。

　
資
料
の
制
約
か
ら
、「
和
様
」
活
字
の
文
字
の
全
容
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の
、
板
倉

（
二
〇
〇
二
）
お
よ
び
〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
纏
め
ら
れ
た
も
の

が
現
時
点
で
把
握
さ
れ
た
ほ
ぼ
全
容
と
言
え
よ
う
。
板
倉
（
二
〇
〇
二
）
は
、
後
年
の
印
字
見
本
（
見
本
帖
）
と
印
刷
物

か
ら
摘
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
は
、
板
倉

（
二
〇
〇
二
）
と
一
部
重
な
り
つ
つ
、
見
本
帖
や
印
刷
物
と
、
種
字
（
活
字
複
製
の
も
と
と
す
る
木
齣
）
の
み
あ
っ
て
活
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字
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
作
ら
れ
な
が
ら
も
使
用
例
も
種
字
も
見
つ
か
っ

て
い
な
い
仮
名
も
な
か
に
は
あ
ろ
う
が
、
い
ま
、
そ
れ
ら
の
一
覧
を
眺
め
て
い
て
気
付
く
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
片
仮
名
で

あ
れ
ば
濁
点
の
あ
る
活
字
も
あ
る
の
に
、
平
仮
名
に
は
、
濁
点
を
有
つ
活
字
が
ひ
と
つ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
違
和
感
は
、
濁
音
を
表
す
仮
名
を
刻
し
た
活
字
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。

　
濁
音
仮
名
と
は
、
濁
音
を
表
す
に
仮
名
そ
の
も
の
を
清
音
の
も
の
と
違
え
て
表
し
た
も
の
を
い
う
。
そ
れ
は
、
由
来
と

な
る
漢
字
の
音
読
み
と
し
て
の
清
濁
と
、
仮
名
と
し
て
の
用
い
ざ
ま
と
を
揃
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

清
濁
両
用
に
亙
る
仮
名
が
あ
っ
て
も
、
濁
音
の
み
を
も
っ
ぱ
ら
表
す
仮
名
を
用
い
る
活
字
が
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
は
、清
濁
を
仮
名
で
截
然
と
分
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、散
発
的
に
仮
名
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
濁
音
と
明
示
さ
れ
る
も
の
を
謂
う
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
活
字
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
は
、
記
紀
万

葉
に
見
ら
れ
る
清
濁
に
よ
っ
て
仮
名
を
使
い
分
け
る
が
ご
と
き
現
象
を
尚
古
の
た
め
に
現
代
に
再
現
し
た
の
が
起
り
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
訓
読
み
に
基
づ
く
万
葉
仮
名
（
訓
仮
名
と
謂
う
）
を
不
純
な
も
の
と
し
、
音
読
み
に
基
づ
く
仮
名
を
正
用

と
見
て
、
訓
仮
名
（
あ
る
い
は
訓
仮
名
の
「
疑
い
」
を
懸
け
ら
れ
た
仮
名
、
以
下
訓
仮
名
に
一
括
す
る
）
を
忌
避
す
る
こ

と
の
一
部
で
あ
っ
た
（
内
田
、二
〇
〇
六
、矢
田
、二
〇
一
二
）。
訓
仮
名
忌
避
が
が
い
し
て
徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、

濁
音
仮
名
使
用
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
お
お
く
散
発
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
そ
の
動
機
と
し
て
、
内
田

（
二
〇
〇
六
、一
一
〇
、
注
一
）
は
、「
古
代
の
音
仮
名
表
記
に
則
っ
た
仮
名
字
体
の
使
用
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
が
第
一

に
あ
り
、
濁
音
専
用
仮
名
字
体
は
そ
の
反
映
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
」
て
い
る
。
本
居
宣
長
の
賀
茂
真
淵
入
門

宣
誓
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
学
者
は
、
と
き
と
し
て
万
葉
仮
名
で
表
現
す
る
こ
と
に
価
値
を
置
く
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
実
践
は
あ
る
種
の
実
益
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

　
い
ま
、「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
濁
音
を
表

す
と
目
し
う
る
仮
名
を
、
記
紀
万
葉
に
お
け

る
濁
音
仮
名
に
し
た
が
っ
て
示
す
と
表
一
の

よ
う
で
あ
る
（
８
）。
こ
れ
を
見
る
と
、
濁
音

仮
名
活
字
は
、
五
号
活
字
に
多
く
、
三
号
と

四
号
に
は
ま
ば
ら
に
見
ら
れ
、
二
号
に
は
、

濁
音
仮
名
活
字
と
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
例

が
な
い
こ
と
が
分
る
（「
だ
」
は
、
万
葉
仮

名
と
し
て
濁
音
仮
名
で
あ
る
が
、
当
時
通
用

の
仮
名
と
し
て
濁
音
仮
名
と
い
う
わ
け
で
は

も
ち
ろ
ん
な
い
）。
ま
た
、
依
拠
文
献
の
偏

り
に
つ
い
て
も
、
古
事
記
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
濁
音
仮
名
に
し
た
が
う
も
の
が
多
い
が
、

そ
れ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
布
を

見
る
と
、「
ど
」「
べ
」
を
除
い
て
、
ひ
と
つ
の

音
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
濁
音
仮
名
が
あ
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
９
）。
濁
音
仮
名

を
欠
く
の
は
、「
ご
」「
じ
」「
ず
」「
づ
」「
ぼ
」
の

音類 仮名 記紀万葉 二号 三号 四号 五号
が 我 記紀万 × × × ○
ぎ 藝 記紀万 × ○ × ○

ぎ ? げ ? 宜 万 × × × ○
ぐ 具 記紀万 × ○ × ○
ざ 邪 記万 × ○ × ○
ぜ 是 記万 × × × ○
ぞ 叙 記紀万 × × ○ ○
だ 太 記紀万 ○ ○ ○ ○
ぢ 遅 記紀万 × ○ ○ ○
で 泥 紀万 × × × ○
ど 杼 記万 × ○ × ○
ど 騰 記紀万 × × ○ ○
ど 怒 紀 × × × ○
ば 婆 記紀万 × × × ○
び 備 記紀万 × × ○ ○
べ 辨 記万 × × × ○
べ 倍 記紀万 × × ○ ○

表
一　
「
和
様
」
活
字
に
お
け
る
濁
音
仮
名
の
製
作
状
況
。
音
類
と
は
、
同

音
の
仮
名
の
類
の
意
で
あ
る
。
記
紀
万
葉
は
、
用
い
ら
れ
る
文
献
を

略
記
す
る
。
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五
つ
の
み
と
い
う
こ
と
と
な
る

　
　。

　
こ
れ
ら
の
仮
名
は
か
な
り
特
殊
な
仮
名
で
あ
る
た
め

　
　
、
濁
音
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
和
様
」
活
字
に
含
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
濁
点
を
用
い
な
い
あ
る
種
の
理
想
的
な
状
況
が
整
理
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が

許
さ
れ
よ
う
。
濁
音
仮
名
は
、
国
学
者
の
実
践
と
し
て
も
厳
密
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
欠
け
る
こ
と
が
体
系
と

し
て
不
備
を
齎
す
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、真
淵
や
宣
長
、平
田
篤
胤
な
ど
が
用
い
る
「
受
（
ず
）」

な
ど
の
例
を
欠
く
の
は
、
香
稚
の
正
統
意
識
に
よ
る
も
の
か
い
な
か
は
分
ら
な
い
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
現
存
す
る
資

料
に
漏
れ
落
ち
た
可
能
性
そ
の
も
の
は
否
め
な
い
。
国
学
者
に
お
け
る
濁
音
仮
名
使
用
の
動
機
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も
述

べ
た
が
、
同
じ
と
こ
ろ
に
発
す
る
訓
仮
名
の
忌
避
に
つ
い
て
は
、
徹
底
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
内
田
（
二
〇
〇
一
）
に

よ
れ
ば
、
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
の
版
下
を
作
る
際
、「
訓
仮
名
」
由
来
の
仮
名
字
体
を
避
け
、
音
仮
名
を
用
い
る
よ
う
指

示
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
「
者
（
は
）・
へ
・
と
・
止
（
と
）・
つ
・
徒
（
つ
）・
江
（
え
）・
め
・
三
（
み
）」

を
避
け
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

　
　
。
こ
れ
ら
の
文
字
を
「
和
様
」
活
字
に
欠
く
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
は

い
え
、「
弊
（
へ
）」
や
「
母
（
も
）」
な
ど
の
国
学
者
に
顕
著
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
字
体
が
あ
る
の
は
、
繫
が
り
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
濁
音
仮
名
活
字
の
整
備
状
況
は
、
じ
っ
さ
い
の
活
字
の
使
用
傾
向
か
ら
す
る
と
、
い
さ

さ
か
不
審
な
分
布
で
は
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
第
三
巻
、
一
八
〇

－

八
八
）
や
鈴
木
（
二
〇
一
五
、
第
五
章
）
で
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
町
活
版
所
の
活
字
字
体
と
し
て
も
っ
と
も
用
い
ら
れ
た
の
は
三
号
と
四
号
で
あ
り
、
五
号
活
字
は
、

〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
見
本
帖
か
ら
復
元

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
、
実
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、六
六
）

（
12
）

（
10
）

（
11
）
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は
関
東
に
渡
っ
た
「
和
様
」
活
字
が
二
号
と
四
号
に
限
ら
れ
る
と
推
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
平
野
活
版
製
造
所
に
お
い
て

五
号
「
和
様
」
活
字
の
準
備
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

　
　
、
五
号
「
和
様
」
活
字
が
そ
れ
以
降
の
作
で
あ
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
じ
っ
さ
い
、
現
在
知
ら
れ
る
五
号
「
和
様
」
活
字
印
刷
物
の
例
は
、『
改
正
小
児
養
育
心
得
』（
京
都
：
点
林
堂
、

一
八
七
六
年
）
の
広
告
に
一
部
が
用
い
ら
れ
る
ほ
か
に
、
一
八
八
二
年
の
大
阪
の
見
本
帖
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
平

野
活
版
製
造
所
が
分
離
し
た
の
は
、
そ
の
四
年
前
の
一
八
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
、
ひ

と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
町
活
版
所
に
お
い
て
、
上
海
に
倣
い
、
五
号
活
字
を
本
文
用
活
字
の
主

力
と
し
て
考
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
名
活
字
の
整
備
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
は
不
審
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
じ

に
、
濁
音
仮
名
の
整
え
ら
れ
方
は
、
見
出
し
に
用
い
る
二
号
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
な
お
、
本
文
用
活
字
と
し
て
の
意
の

入
れ
ら
れ
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
和
様
」
活
字
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、濁
音
仮
名
活
字
の
整
わ
な
い
号
数
の
活
字
な
の
だ
か
ら
、じ
っ

さ
い
の
印
刷
物
に
お
い
て
濁
音
仮
名
活
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
期
待
し
が
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
和
様
」
活
字
の
な

か
の
濁
音
仮
名
活
字
を
、
じ
っ
さ
い
に
濁
音
仮
名
活
字
と
し
て
も
、
そ
う
で
な
い
仮
名
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
点
も
問
題
で
あ
る
。
三
号
活
字
に
お
け
る
濁
音
仮
名
の
例
は
、
す
く
な
く
な
い
数
が
種
字
の
み
現
存
し
て
印
字

例
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
号
活
字
に
し
て
も
、
濁
音
仮
名
活
字
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
は
、
見

本
帖
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、『
改
正
小
児
養
育
心
得
』
に
現
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
当
の
香
稚
が
濁
音
仮

名
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
な
い
。
本
木
昌
造
の
『
西
洋
古
史
略
』（
長
崎
：
点
林
堂
、
一
八
七
四
年
）
に
寄
せ
た
香
稚
の
序

が
諏
訪
神
社
に
草
稿
を
蔵
す
る
と
い
う
（
春
田
、
二
〇
一
六
、一
六

－

一
七
）。
草
稿
に
用
い
ら
れ
た
仮
名
字
体
に
は
、「
都

（
つ
）」「
弊
（
へ
）」「
無
（
む
）」「
舞
（
む
）」
な
ど
、
特
徴
的
な
仮
名
字
体
の
使
用
が
見
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
す
べ
て
清

（
13
）
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音
で
あ
り
、「
と
」「
者（
は
）」「
め
」の
ご
と
き「
訓
仮
名
」も
す
く
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る

　
　
。
そ
う
い
え
ば
、「
和
様
」

活
字
に
特
徴
的
な
、
行
草
体
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
残
す
「
惠
（
ゑ
）」
も
、
こ
こ
で
は
よ
く
あ
る
「
ゑ
」
で
あ
る
。
刊
行

さ
れ
た
も
の
を
、
図
二
に
示
す
が
、
こ
こ
で
は
、
字
体
が
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
稀
用
字
体
す

ら
、
そ
も
そ
も
「
舞
」
し
か
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
国
学
者
た
ち
は
、「
和
様
」
活
字
の
世
界
観
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
田
篤
胤
派
（
気い
ぶ
き
の
や

吹
舎
）
の
印
刷
物

か
ら
す
こ
し
見
て
み
よ
う
。
製
版
（
木
版
）
印
刷
で
筆
耕
の
思
う
が
ま
ま
に
文
字
を
彫
っ
て
、
特
異
な
字
体
で
目
を
驚
か

せ
て
い
た
平
田
派
国
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
活
版
印
刷
に
な
る
と
、
と
た
ん
に
鳴
り
を
潜
め
て
し
ま
う
。
図
三
は
、
製

版
印
刷
に
よ
る
出
版
物
で
、
こ
こ
で
は
、「
都
（
つ
）」「
閉
（
へ
）」「
倍
（
べ
）」
の
使
用
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

図
四
と
図
五
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
刊
行
物
で
、
図
四
が
塾
の
経
営
を
引
き
継
い
だ
平
田
胤
雄
に
よ
る
版
、
図
五
が
そ

れ
を
大
阪
で
再
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
気
吹
舎
で
は
、
な
が
ら
く
版
下
を
書
い
て
い
た
、
第
二
代
の
平
田
鉄
胤
在
世
中
は

つ
い
に
活
版
印
刷
は
行
わ
れ
ず
、
よ
う
や
く
死
後
一
八
八
二
年
の
『
祝
詞
略
解
』
に
お
い
て
活
版
印
刷
が
試
み
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る

　
　
。
図
四
は
、
平
野
活
版
製
造
所
の
作
っ
た
四
号
仮
名
書
体
を
用
い
、
図
五
で
は
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
、「
和

様
」
活
字
を
交
え
た
版
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
胤
雄
の
か
か
わ
る
の
ち
の
印
刷
物
で
も
同
様
で
、
平
田
派
で
は
、

明
確
に
「
和
様
」
活
字
を
用
い
た
例
は
な
い
こ
と
に
な
る
（
平
田
派
で
と
く
に
重
要
な
『
古
史
伝
』
は
、
最
後
ま
で
整
版

で
刊
行
さ
れ
た
）。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
整
版
で
あ
れ
ば
期
待
さ
れ
る
仮
名
字
体
へ
の
注
意
も
、
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な

い
。
四
号
「
和
様
」
の
字
体
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
阪
版
で
と
く
べ
つ
字
体
へ
の
注
意
が
現
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
香
稚
の
原
稿
と
『
祝
詞
略
解
』
と
も
に
、
草
稿
で
は
用
い
る
べ
き
仮
名
へ
の
注
意
が
働
い
て
い
た
も
の

が
、
い
ざ
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
反
映
さ
れ
な
い
。
香
稚
の
も
の
は
、
印
刷
で
き
な
い
文
字
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

（
15
）

（
14
）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

図二　本木昌造『西洋古史略』（点林堂、一八七四。国立教育政策研究所
教育図書館所蔵）
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図三　『たまたすき』（気吹舎塾、一八三二初刊。国立公文書館蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

図四　久保季茲『祝詞略解』（平田胤雄、一八八二。国立国会図書館蔵）
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図五　同（大村安兵衛、一八八三。国立国会図書館蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
整
版
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
筆
耕
と
植
字
工
と
に
は
同
列
に
し
え

な
い
な
に
か
が
あ
る
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
学
者
的
な
理
想
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
は
ず
の
「
和
様
」
活
字
に
よ
っ

て
、
国
学
者
た
ち
の
仮
名
字
体
意
識
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　「
和
様
」
活
字
そ
の
も
の
は
、
東
京
の
平
野
活
版
製
造
所
で
は
は
や
く
に
抛
棄
さ
れ
、
大
阪
活
版
製
造
所
や
長
崎
の
印

刷
所
に
か
ら
く
も
残
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
も
、
濁
音
仮
名
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
例
を
見
出
せ
な

い
ば
か
り
か
、
平
野
系
の
書
体
な
ど
か
ら
濁
点
付
き
の
仮
名
を
補
い
さ
え
す
る
。
図
六
の
『
新
々
長
崎
土
産
』
は
そ
の
例

で
あ
り
、
す
べ
て
が
平
野
系
の
書
体
と
は
言
い
が
た
い
が
、
も
と
も
と
は
な
い
濁
点
の
有
る
活
字
が
補
わ
れ
て
い
る
。
か

つ
て
宣
長
は
、「
濁
音
ハ
タ
ヾ
清
音
ノ
変
ニ
シ
テ
。
モ
ト
ヨ
リ
別
ナ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
故
ニ
。
皇
国
ノ
正
音
ニ
ハ
。
是
ヲ
別
ニ

ハ
立
テ
」
な
い
と
述
べ
た
（「
皇
国
ノ
正
音
」『
漢
字
三
音
考
』
一
七
八
五
年
）。「
和
様
」
活
字
が
そ
の
表
現
で
あ
っ
た
か
は
、

い
ま
と
な
っ
て
は
分
ら
な
い
が
、「
和
様
」
活
字
に
濁
点
を
補
う
こ
と
は
、
そ
の
体
系
の
否
定
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
　
五
．「
和
様
」
活
字
後
の
活
字
に
お
け
る
濁
点
活
字
の
整
備

　「
和
様
」
活
字
後
の
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
は
、
濁
点
を
附
し
た
活
字
を
作
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
を
た
ん
に
「
濁
点
活
字
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
も
、
印
刷
需
要
に
応
え
る
べ
く
、
変

体
仮
名
の
活
字
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
、
清
濁
の
問
題
を
有
つ
仮
名
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
仮
名
で
は
、
濁
点
活
字
が
整
備
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

　
本
題
に
入
る
ま
え
に
、
非
「
和
様
」
活
字
そ
の
も
の
の
展
開
に
つ
い
て
、
す
こ
し
だ
け
触
れ
て
お
く
。
在
京
の
平
野
活
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図六　鈴木力『新々長崎土産』再版（一八九〇。国立国会図書館蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

版
製
造
所
に
お
い
て
「
和
様
」
が
抛
擲
さ
れ
、
ま
た
主
力
製
品
で
あ
っ
た
五
号
活
字
に
お
い
て
は
、「
和
様
」
活
字
は
そ
も

そ
も
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
か
わ
り
に
製
作
さ
れ
た
の
は
、
近
世
後
期
板
本
で
醸
成
さ

れ
た
、
板
本
書
体
と
近
年
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
と
づ
く
書
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
文
字
は
、
濁
点
活
字
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
る
。
同
時
期
に
、
実
業
家
で
仮
名
専
用
運
動
で
知
ら
れ
る
清
水
卯
三

郎
が
、
浮
世
絵
師
や
筆
耕
な
ど
で
知
ら
れ
た
梅
素
亭
玄
魚
こ
と
宮
城
喜
三
郎
に
版
下
を
書
か
せ
て
、
パ
リ
で
活
字
を
製
作

さ
せ
よ
う
と
し
た
と
か
い
う
逸
話
も
示
唆
的
で
あ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
大
蔵
省
印
刷
局
で
は
、「
和
様
」
に
靡
い
た
よ
う
な
書

体
を
作
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
濁
点
活
字
は
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
年
代
中
葉
に
は
、
竹
口
芳
五
郞
や
竹
口

正
太
郎
ら
が
、
東
京
築
地
活
版
製
造
所
（
平
野
活
版
製
造
所
が
改
称
）
の
一
部
活
字
を
御
家
流
に
よ
る
も
の
に
改
め
る
。

同
社
は
、
そ
の
後
、
明
治
三
十
年
代
に
い
た
っ
て
、
御
家
流
と
板
本
書
体
と
を
融
合
さ
せ
た
書
風
に
よ
る
書
体
を
展
開
す

る
。
同
時
期
に
は
、
秀
英
舎
（
現
在
の
大
日
本
印
刷
の
源
流
）
で
菱
湖
流
に
よ
る
書
体
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

に
も
、
楷
書
体
活
字
や
行
書
体
活
字
の
展
開
な
ど
も
話
題
と
し
て
は
あ
る
が
、
仮
名
字
体
の
面
で
は
大
き
な
問
題
で
は
な

い
の
で
、
明
朝
体
に
つ
い
て
お
お
ま
か
に
纏
め
れ
ば
、
唐
様
的
な
書
体
が
明
治
初
期
に
わ
ず
か
に
製
造
さ
れ
た
の
ち
、
板

本
書
体
と
呼
ば
れ
る
書
風
の
書
体
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
が
、
上
代
様
の
仮
名
が
明
治
十
年
代
後
半
に
現
れ
、
明
治
二
十

年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
そ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
た
よ
う
な
文
字
が
現
れ
、
古
典
的
書
体
と
し
て
定
着
し
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
図
七
に
よ
っ
て
濁
点
活
字
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
東
京
築
地
活
版
製
造
所
に
よ
る
二
号
明
朝

体
活
字
の
総
数
見
本
帖
の
ほ
ぼ
最
後
の
二
葉
で
あ
る
。「
平
仮
名
」
で
は
、
ま
ず
、
清
音
が
示
さ
れ
、「
ん
」
が
続
き
、
半
濁

点
を
有
つ
仮
名
が
示
さ
れ
、
バ
行
か
ら
ダ
行
・
ガ
行
・
ザ
行
の
順
で
仮
名
が
示
さ
れ
、
さ
い
ご
に
合
字
や
記
号
な
ど
が
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図七　「二号明朝活字見本」（東京築地活版製造所、一八九三年。中村真也氏蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

示
さ
れ
る
順
序
で
あ
る
（
な
お
、
お
お
く
の
見
本
帖
で
は
、
ガ
行
か
ら
バ
行
ま
で
濁
点
活
字
が
示
さ
れ
、
さ
い
ご
に
半

濁
点
活
字
が
続
く
）。
平
仮
名
で
は
、
い
ろ
は
歌
手
本
に
特
徴
的
な
仮
名
字
体
で
あ
る
い
ろ
は
仮
名
（
く
わ
し
く
は
矢
田
、

二
〇
一
二
、岡
田
、二
〇
二
一
を
参
照
）
が
示
さ
れ
た
の
ち
、そ
の
あ
と
に
「
変
体
仮
名
」
が
続
く

　
　
。「
於
（
お
）」
や
「
江

（
え
）」
が
現
行
の
仮
名
に
さ
き
だ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
誤
り
で
は
な
い
。
こ
の
排
列
は
、
変
体
仮
名
が

掲
載
さ
れ
な
く
な
る
昭
和
初
期
に
い
た
っ
て
も
見
ら
れ
も
す
る
。
こ
こ
で
、
清
音
に
現
れ
る
仮
名
が
ど
れ
ほ
ど
濁
点
活
字

を
有
つ
も
の
か
見
て
み
る
と
、「
可
ａ
（
か
）」「
可
ｂ
」「
之
（
し
）」「
志
（
し
）」「
春
ａ
（
す
）」「
曽
（
ぞ
）」「
多
（
た
）」「
止
（
と
）」

に
は
あ
り
（「
と
」
に
は
な
い
）、「
起
（
き
）」「
介
（
け
）」「
古
（
こ
）」「
左
（
さ
）」「
徒
（
つ
）」「
弖
（
て
）」　

　
に
は
欠
く
。

ハ
行
の
仮
名
の
半
濁
点
に
つ
い
て
分
け
て
考
え
る
と
、「
八
（
は
）」「
者
（
は
）」「
本
ａ
（
ほ
）」
に
は
濁
点
・
半
濁
点
と
も

に
具
備
し
、「
婦
（
ふ
）」
は
ど
ち
ら
も
な
い
（
な
お
、「
つ
」「
や
」
に
半
濁
点
が
あ
る
の
は
、
何
を
表
す
の
か
、
い
ま
の
と

こ
ろ
考
え
が
な
い
）。
こ
れ
は
二
号
活
字
で
見
出
し
な
ど
の
用
途
以
外
に
需
要
が
乏
し
く
、
も
と
も
と
仮
名
字
体
を
網
羅

し
な
い
傾
向
に
あ
る
号
数
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
差
し
引
い
て
の
こ
の
字
数
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

偏
り
が
際
立
つ
。

　
近
代
の
活
字
見
本
帖
の
仮
名
字
体
の
整
備
状
況
を
整
理
し
た
岡
田
（
二
〇
一
七
）
の
デ
ー
タ
の
う
ち
、
濁
音
活
字
の
整

備
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
四
号
か
ら
六
号
に
か
け
て
の
十
一
書
体
を
選
び
、
表
二
・
表
三
・
表
四
・
表
五
に
、
ど
れ
ほ
ど
濁

音
活
字
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た

　
　
。
そ
の
結
果
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
特
定
の
仮
名
に
し
か
濁
音

活
字
は
用
意
さ
れ
な
い
。
清
音
だ
け
を
見
れ
ば
、
あ
ま
り
違
い
が
認
め
ら
れ
な
い
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
、
整
備
さ
れ
る
濁
音

活
字
の
書
体
間
分
布
が
異
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
は
」
や
「
ほ
」
の
音
で
は
、「
者
」「
八
」「
本
」
な
ど
に
由
来
す
る
仮

名
の
活
字
も
す
べ
て
の
書
体
で
現
れ
る
の
に
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
、
濁
点
活
字
を
有
す
る
書
体
の
数
が
す
べ
て
に
は
及
ば

（
18
）

（
17
）

（
16
）
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音類 字体 濁点活字
の書体 比率

か

か 11/11 100%
可 a 7/10 70%
可 b 6/10 60%
加 0/2 0%
嘉 0/2 0%
可 c 0/1 0%
閑 0/1 0%

き

き 9/11 82%
起 4/9 44%
幾 a 0/5 0%
幾 b 1/1 100%
幾 c 2/2 100%
支 0/1 0%
喜 0/2 0%
伎 0/1 0%

く

く 11/11 100%
具 3/9 33%
久 a 3/6 50%
久 b 0/2 0%
俱 0/1 0%

け

け 10/11 91%
介 5/8 63%
希 1/8 13%
遣 0/1 0%

こ

こ 11/11 100%
古 a 6/10 60%
己 0/2 0%
故 0/1 0%

音類 字体 濁点活字
の書体 比率

さ

さ 11/11 100%
左 2/9 22%
佐 a 0/5 0%
佐 b 0/3 0%

し

志 5/11 45%
之 a 5/6 83%
し 7/8 88%
之 b 5/8 63%
之 c 0/2 0%
新 0/1 0%

す

す 10/11 91%
春 a 6/10 60%
須 a 1/6 17%
須 b 0/4 0%
壽 a 0/1 0%
須 c 0/1 0%

せ

せ 10/11 91%
勢 a 1/8 13%
世 a 0/4 0%
世 b 1/1 100%
勢 b 0/1 0%
勢 c 2/2 100%

そ

そ 10/11 91%
曾 a 4/9 44%
楚 3/7 43%
曾 b 0/2 0%
曾 c 0/1 0%

表
二　

カ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数

　
　

そ
の
字
体
の
現
れ
る
書
体
の
数
を
分
母
と
し
、
濁
点
活
字
を
有
す
る
書
体
を
分
子
と
し
た
。
表
五
ま
で
同
様
。

表
三　

サ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数
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音類 字体 濁点活字
の書体 比率

た

た 11/11 100%
多 a 4/10 40%
多 b 1/6 17%
堂 a 0/4 0%
堂 b 0/1 0%

ち

ち 11/11 100%
知 a 1/8 13%
千 0/1 0%
知 b 0/1 0%
遅 0/1 0%

つ

つ 11/11 100%
川 3/9 33%
徒 a 3/8 38%
津 0/7 0%
都 0/2 0%

て

て 11/11 100%
天 3/9 33%
弖 a 1/7 14%
帝 0/5 0%

と

と 10/11 91%
止 7/10 70%
登 a 2/8 25%
登 b 0/4 0%

音類 字体
濁点活字の書体
（括弧内は半濁点

活字の書体）
比率

は

は 11 （11）/11 100%
者 a 7 （5）/11 64%
八 7 （2）/11 64%
盤 a 0 （0）/8 0%
波 0 （0）/3 0%
盤 b 0 （0）/1 0%
婆 0 （0）/1 0%

ひ

ひ 11 （11）/11 100%
飛 a 2 （2）/8 25%
飛 b 0 （0）/6 0%
比 1 （0）/3 33%
悲 0 （0）/1 0%

ふ
ふ 11 （11）/11 100%
婦 1 （1）/7 14%
布 a 0 （0）/1 0%

へ
へ 11 （11）/11 100%
遍 a 4 （2）/8 50%
遍 b 0 （0）/2 0%

ほ

ほ 11 （11）/11 100%
本 a 8 （3）/11 73%
保 a 0 （0）/9 0%
保 b 0 （0）/4 0%
本 b 1 （1）/1 100%

表
四　

タ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数

表
五　

ハ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数

037



な
い
し
、
半
濁
点
活
字
と
な
れ
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
仮
名
に
濁
点
を
附
す
・
附
さ
な
い
の
選
択
は
、
そ
こ
に
判

断
が
起
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
仮
名
字
体
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
規
範
意
識
の
投
影
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
よ
う

に
附
す
・
附
さ
な
い
の
判
断
に
ゆ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
ゆ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
に
ば
ら
つ

き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
濁
点
活
字
の
状
況
は
、
そ
の
よ
う
な
字
体
の
周
縁
性
の
て
い
ど
を
示
す

も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
可
能
性
が
あ
る
仮
名
に
濁
点
が
附
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
濁
点
活
字
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、

「
和
様
」
と
は
異
っ
た
濁
音
表
示
の
考
え
方
を
示
す
。
そ
れ
は
「
和
様
」
活
字
の
運
用
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と

で
は
あ
っ
た
が
、「
和
様
」
活
字
の
字
体
の
製
作
方
法
が
在
る
べ
き
文
字
を
す
べ
て
在
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

非
「
和
様
」
活
字
の
そ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
す
く
な
く
作
る
態
度
と
で
も
言
え
よ
う
か
。「
和
様
」
活
字
の
印
刷
物
に
お
け

る
姿
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
選
択
の
幅
を
狭
め
る
た
め
に
も
、
字
体
数
が
際
限
な
く
増
え
る
こ
と
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
、
選
別
意
識
が
働
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
り
、
消
極
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
り

は
し
て
も
、
そ
れ
は
仮
名
字
体
意
識
の
投
影
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
仮
名
に
濁
点
活
字
を
欠
い
て

し
ま
っ
て
い
て
は
、
そ
の
字
体
は
濁
点
を
用
い
な
い
場
面
で
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
濁
点
を
正
確
に
用
い
る
圧
力
が

高
ま
る
な
か
で
、
実
用
的
に
、
ふ
つ
う
の
印
刷
で
は
用
い
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
小
林

ベ
タ
ー
（
二
〇
一
四
）
が
述
べ
る
よ
う
な
、
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
変
体
仮
名
の
使
用
の
減
少
も
、
そ
の
よ
う
な
前
段

階
を
有
つ
は
ず
で
あ
る
。
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六
．
お
わ
り
に

　
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
の
第
五
章
は
、
題
し
て
「
開
化
の
軋
み
」
と
い
う
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

現
代
の
よ
う
な
平
仮
名
と
明
朝
体
漢
字
の
印
刷
書
体
の
あ
い
だ
が
ら
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
め
ぐ
る
エ

ス
キ
ス
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、「
和
様
」
は
、
行
書
を
中
心
と
し
た
ふ
る
き
様
式
の
象
徴
の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
る
。
小
宮

山
（
二
〇
二
〇
）
な
ど
も
、
く
り
か
え
し
、
本
来
の
び
や
か
で
あ
る
は
ず
の
仮
名
が
活
字
の
ま
四
角
に
収
め
ら
れ
る
こ
と

の
不
安
定
を
「
和
様
」
に
見
出
す
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
開
化
の
軋
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

は
た
し
て
四
角
に
収
め
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
久
田
（
二
〇
一
九
）
は
、
楷
書
体
の
漢
字
―
―
明
朝
体

も
ひ
ろ
い
意
味
で
楷
書
体
の
一
部
で
あ
る
―
―
と
平
仮
名
の
組
合
せ
が
十
八
世
紀
を
通
じ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
巧
拙
は
と
も
か
く
、
昌
造
に
せ
よ
、
香
稚
に
せ
よ
、
い
ま
さ
ら
向
き
合
う
べ
き
違
和
感
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
濁
音
表
示
の
あ
り
か
た
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
、「
和
様
」
活
字
の
特
異
的
に
積
極
的
な
濁
音
表
示
の
体
系
化
と
、
非

「
和
様
」
活
字
に
お
け
る
体
系
を
破
壊
す
る
よ
う
な
消
極
的
な
濁
点
活
字
の
用
意
で
あ
っ
た

　
　
。
そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら

を
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
、
後
者
が
あ
ら
た
な
体
系
に
導
く
こ
と
を
言
う
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
濁
点
の
明
示
を
要
請
す
る
世
の
動
き
も
不
可
視
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ま
こ
の
よ
う
に
濁
音
を
濁
点
に
よ
っ
て
正
確
に
表
現
す
る
と
い
う
営
み
は
、
筆
耕
の
書
い
た
も
の
を
版
木
に
起
こ
せ

ば
済
ん
だ
整
版
版
下
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
い
ざ
活
版
の
世
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
多
字
体
の
ま
ま
で
は
管

理
す
べ
き
活
字
の
増
大
を
招
く
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
多
字
体
の
活
字
を
う
ま
く
捌
き
き
れ
な
い
こ
と
は
、
香
稚
ら

（
19
）
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の
理
想
が
投
影
さ
れ
た
「
和
様
」
活
字
の
時
代
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
、
消

極
的
に
濁
点
活
字
へ
と
拡
張
さ
れ
る
際
に
は
、
選
ば
れ
る
べ
き
字
体
に
つ
い
て
の
意
識
が
あ
い
ま
い
に
働
き
、
あ
る
書
体

に
お
い
て
は
濁
点
が
与
え
ら
れ
、
あ
る
書
体
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
き
た
。
そ
れ
ら
の
文
字
は
、

仮
名
字
体
意
識
の
ゆ
ら
ぐ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ゆ
ら
ぎ
は
、
の
ち
の
仮
名
字
体
統
一
の
な
か
で
切
り
捨
て
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
　
文

　
献

青
山
由
起
子
（
二
〇
〇
二
）　
「
江
戸
時
代
に
於
け
る
「
御
家
流
」
と
「
唐
様
」　
「
書
体
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
伝
達
」

『
表
現
文
化
研
究
』
一
・
二

青
山
由
起
子
（
二
〇
〇
五
）　
「
明
治
維
新
に
お
け
る
公
文
書
書
体
の
転
換　

藩
士
が
見
た
「
布
達
」
類
の
書
体
と
記
録
し

た
「
控
」
類
の
書
体
」『
書
学
書
道
史
研
究
』
一
五

板
倉
雅
宣
（
二
〇
〇
二
）　
『
和
様
ひ
ら
か
な
活
字
』
ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
三
、
朗
文
堂

内
田
宗
一
（
二
〇
〇
一
）　
「『
古
事
記
伝
』
の
仮
名
字
体　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
と
そ
の
背
景
」『
国
語
文
字
史
の
研

究　

六
』
和
泉
書
院

内
田
宗
一
（
二
〇
〇
六
）　
「『
古
言
梯
』
の
仮
名
字
体　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
文
字
史
の
研
究　

九
』
和
泉
書
院

内
田
宗
一
（
二
〇
一
〇
）　
「
賀
茂
真
淵
著
作
に
お
け
る
仮
名
字
体
使
用
に
関
す
る
考
察　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
を
め
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ぐ
っ
て
」『
語
文
』
九
二
・
九
三

岡
田
一
祐
（
二
〇
一
七
）　
「
近
代
活
字
鋳
造
・
販
売
業
者
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
用
意
」『
語
文
論
叢
』
三
二

岡
田
一
祐
（
二
〇
二
一
）　
『
近
代
平
仮
名
体
系
の
成
立　

平
仮
名
字
体
意
識
と
明
治
期
読
本
』
文
学
通
信

小
林
ベ
タ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
（
二
〇
一
四
）　
「
明
治
前
期
の
出
版
物
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
」『
国
文

論
叢
』
四
八

小
宮
山
博
史
（
二
〇
二
〇
）　
『
明
朝
体
活
字　

そ
の
起
源
と
形
成
』
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社

近
藤
明
日
子
（
二
〇
〇
五
）　
「
濁
点
文
字
使
用
率
か
ら
見
る
濁
音
表
記
」『
雑
誌
『
太
陽
』
に
よ
る
確
立
期
現
代
語
の
研
究　

『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
研
究
論
文
集
』
国
立
国
語
研
究
所
報
告
一
二
二
、
博
文
館
新
社

澤
崎
文
（
二
〇
一
九
）　
「
音
仮
名
の
訓
仮
名
化　

清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
学
研
究
』

一
八
九

鈴
木
広
光
（
二
〇
一
五
）　
『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

銭
谷
真
人
（
二
〇
一
五
）　
「
活
字
化
さ
れ
た
変
体
仮
名
に
見
ら
れ
る
装
飾
的
字
体
に
つ
い
て
」『
日
本
言
語
文
化
』
三
二

高
山
倫
明
（
二
〇
一
二
）　
『
日
本
語
音
韻
史
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

豊
島
正
之
（
二
〇
〇
二
）　
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
漢
字
整
理
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
七
九

－

一
一

豊
島
正
之
（
二
〇
〇
三
）　
「
音
韻
を
計
る
」
上
野
善
道
編
『
音
声
・
音
韻
』
朝
倉
日
本
語
講
座
三
、
朝
倉
書
店

沼
本
克
明
（
一
九
九
七
）　
『
日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
研
究　

体
系
と
表
記
を
め
ぐ
っ
て
』
汲
古
書
院

春
田
ゆ
か
り
（
二
〇
一
六
）　
「
近
代
初
期
「
平
仮
名
活
字
」
の
書
き
手
に
つ
い
て　

池
原
香
穉
と
そ
の
周
辺
」『
タ
イ
ポ
グ

ラ
フ
ィ
学
会
誌
』
九
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久
田
行
雄
（
二
〇
一
九
）　
「
近
世
板
本
に
お
い
て
併
用
さ
れ
た
楷
書
体
漢
字
と
平
仮
名　

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
史
的
研

究
」『
日
本
語
の
研
究
』
一
五

－

二

肥
爪
周
二
（
二
〇
一
九
）　
『
日
本
語
音
節
構
造
史
の
研
究
』
汲
古
書
院

府
川
充
男
（
二
〇
〇
四
）　
『
聚
珍
録
』
三
省
堂

藤
枝
晃
（
一
九
九
六
）　
「
日
本
語
を
楷
書
で
は
書
か
な
か
っ
た
」『
月
刊
し
に
か
』
七
・
七

〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）　
「
検
証　

諏
訪
神
社
収
蔵
「
木
彫
活
字
」」
同

編
纂
委
員
会
編
『
日
本
の
近
代
活
字　

本
木
昌
造
と
そ
の
周
辺
』
近
代
印
刷
活
字
文
化
保
存
会

矢
田
勉
（
二
〇
一
二
）　
『
国
語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
』
汲
古
書
院

屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）　
「
仮
名
は
な
ぜ
清
濁
を
書
き
分
け
な
か
っ
た
か
」『
芸
文
研
究
』
一
〇
一

山
田
健
三
・
伊
藤
莉
沙
（
二
〇
一
二
）　
「
烏
丸
本
徒
然
草
の
印
刷
技
法
」『
人
文
科
学
論
集　

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

学
科
編
』
四
六

F
rellesvig, B

jarke. 2010. A
 h

isto
ry o

f th
e Ja

p
a

n
ese la

n
gu

a
ge. O

xford: O
xford U

niversity P
ress.

M
addieson, Ian. 1984. P

a
ttern

s o
f so

u
n

d
s. C
am
bridge: C

am
bridge U

niversity P
ress

謝
辞

　

本
稿
は
、
も
と
第
五
十
回Tw

iF
U
L
L

札
幌
言
語
学
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
お
よ
び
第
百
四
回
札
幌
学
院
大
学
言
語
学
談
話

会
で
の
発
表
を
も
と
に
、
お
お
は
ば
な
加
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ち
ぶ
に
ハ
ナ
の
会
二
〇
一
六
年
度
夏
季

研
究
会
で
発
表
し
た
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
会
で
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
国
立
国
会
図
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書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
図
書
館
近
代
教
科
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
国
立
公
文

書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
お
よ
び
中
村
真
也
氏
に
は
蔵
書
を

利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援

（JP
15H
05981

）
お
よ
び
基
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）（JP

17K
13462

）
の
成
果
の
一
部
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
お
か
だ
　
か
ず
ひ
ろ
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
講
師
）
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﹇
註
﹈

（
１
）  

「
和
様
」
と
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
池
原
香
稚
の
手
に
な
る
と
さ
れ
、
新
町
活
版
所
が
製
作
し
た
平
仮
名
活
字
に
対
す
る
近

代
活
字
書
体
史
研
究
に
お
け
る
用
語
で
あ
る
。

（
２
）
嵯
峨
版
や
烏
丸
本
徒
然
草
の
印
刷
手
法
に
つ
い
て
、
論
旨
に
か
か
わ
る
範
囲
で
簡
単
な
説
明
を
試
み
た
い
。
近
代
に
い
た
っ
て
西
洋

式
活
字
印
刷
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
以
前
に
も
活
字
印
刷
は
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
年

－

一
六
一
五

年
）
以
前
の
活
字
印
刷
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
諸
本
を
古
活
字
版
と
呼
ん
で
尊
ん
で
き
た
（
そ
の
間
の
活
字
印
刷
は
近
世
木も

っ

活
字
と

い
う
）。
嵯
峨
版
は
、
そ
の
よ
う
な
古
活
字
版
の
雄
で
あ
る
。
角
倉
素
庵
（
一
五
七
一
（
元
亀
二
）
年

－

一
六
三
二
（
寛
永
九
）
年
）
が

行
っ
た
出
版
事
業
の
産
物
を
謂
い
、
活
字
で
あ
り
な
が
ら
写
本
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
流
麗
な
文
字
で
知
ら
れ
る
。
近
代
日
本
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
活
字
は
、
漢
文
の
た
め
に
作
ら
れ
た
正
方
形
の
枠
に
一
字
一
字
が
収
め
ら
れ
て
一
本
の
活
字
と
な
る
形
態
―
―
原
稿
用

紙
の
よ
う
な
―
―
を
基
調
と
す
る
活
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
小
宮
山
、
二
〇
二
〇
）、
古
活
字
版
は
、
長
方
形
の
枠
に
対
し
て
、
か
な

ら
ず
し
も
一
枠
一
字
に
囚
わ
れ
な
い
活
字
製
作
が
行
わ
れ
て
お
り
、
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
は
そ
れ
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
嵯
峨
版
で
は
、
そ
の
よ
う
な
枠
を
一
・
五
枡
ぶ
ん
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
二
枡
・
三
枡
と
用

い
、ま
た
そ
こ
に
治
め
る
文
字
も
、枡
目
の
数
に
縛
ら
れ
ず
、三
枡
ぶ
ん
に
対
し
て
一
文
字
を
彫
り
込
む
よ
う
な
こ
と
も
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
手
書
き
の
よ
う
な
見
た
目
を
再
現
し
て
い
る
。
な
お
、
西
洋
式
活
字
印
刷
技
術
が
再
利
用
性
の
あ
る
鋳
型
に
よ
っ
て
複
製
容
易
な

金
属
活
字
を
用
い
る
の
に
対
し
て
、
古
活
字
版
で
は
木
片
に
一
本
一
本
彫
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
烏
丸
本
徒
然

草
は
、
そ
の
点
異
様
で
、
最
初
の
一
葉
を
刷
り
上
げ
た
、
あ
る
い
は
行
単
位
に
文
字
を
刻
ん
だ
木
版
を
切
り
出
し
て
一
字
一
字
活
字
に
し
、

さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
補
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
山
田
・
伊
藤
、
二
〇
一
二
）。
烏
丸
本
徒
然
草
は
、

藤
原
氏
出
身
の
公
卿
・
烏
丸
光
広
の
校
訂
に
か
か
り
、
句
読
清
濁
を
示
し
た
も
の
で
近
世
期
に
ひ
ろ
く
流
通
し
た
。

（
３
）
現
代
語
に
お
け
る
清
濁
の
対
立
を
声
に
帰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
調
音
点
の
異
る/

h
/
-/

b
/

の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
等
韻
学
的
な
理
解
で
あ
れ
ば
、
調
音
面
に
の
み
着
目
す
れ
ば
よ
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
ナ
・
マ
行
が
清
音

の
対
立
項
を
欠
い
た
濁
音
に
な
っ
て
し
ま
う
（
中
古
漢
語
で
は/

n
/, /

m
/

を
含
む
「
明
」・「
微
」・「
泥
」（
・「
娘
」）
の
各
声
母
は
鼻
音

や
流
音
の
次
濁
音
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
連
濁
に
代
表
さ
れ
る
変
音
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
組
と
い
う
説
明
が
導
か
れ
る
の
で
あ

る
。
上
代
語
で
は/

k
/, /s/, /

t/, /
p

/

の
無
声
閉
鎖
音
に
お
い
て
変
音
関
係
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
阻
碍
音
前
鼻
音
の
対
立
が
あ
る
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こ
と
そ
の
も
の
は
、
通
言
語
的
に
は
ま
ま
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
（M

a
d

d
ie

so
n

, 1
9

8
4

, 6
7

）。

（
４
）
現
代
日
本
語
に
お
け
る
濁
音
は
、
か
な
り
の
部
分
を
漢
字
音
や
借
用
語
な
ど
が
占
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
と
う
ぜ
ん
、
日
本
語
の
知

識
か
ら
は
予
測
性
を
欠
く
。
た
と
え
ば
、
ベ
ッ
ト
と
ベ
ッ
ド
、
バ
ッ
ク
と
バ
ッ
グ
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
変
音
関
係
を
乱
す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、助
詞
の
ガ
な
ど
の
よ
う
に
、も
と
も
と
濁
音
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、い
つ
ど
の
よ
う
に
こ
の
語
形
と
な
っ

た
か
想
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。

（
５
）
専
門
的
な
解
説
は
省
く
が
、
澤
崎
（
二
〇
一
九
）
は
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
と
で
濁
音
の
表
示
の
書
き
分
け
の
態
度
が
異
り
、
書
き

分
け
が
見
ら
れ
な
い
の
は
一
音
の
訓
仮
名
主
体
表
記
か
、
訓
仮
名
と
音
仮
名
と
が
混
用
さ
れ
る
表
記
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
一
音
の
訓
仮
名
に
お
け
る
清
濁
表
記
の
書
き
分
け
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
多
音
節
仮
名
で
は
清
濁
に
注
意
が
用
い
ら

れ
る
と
し
、
一
音
の
訓
仮
名
で
清
濁
が
両
用
さ
れ
る
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
清
音
が
濁
音
に
転
じ
う
る
と
い
う
知
識
に
基
づ
く
と
す
る
。

音
仮
名
と
訓
仮
名
が
混
用
さ
れ
る
文
献
に
お
い
て
、
清
濁
の
書
き
分
け
が
な
い
の
は
、
漢
字
音
を
背
景
に
そ
れ
な
り
の
正
確
性
を
も
っ

て
用
い
ら
れ
が
ち
な
音
仮
名
が
、
訓
仮
名
の
体
系
に
同
化
し
た
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
る
。
数
に
お
い
て
劣
る
訓
仮
名
へ

の
併
呑
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
は
た
め
ら
い
も
あ
る
が
、興
味
深
い
考
え
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、清
濁
表
記
と
連
濁
現
象
と
は
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

（
６
）
原
本
は
印
刷
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
河
野
通
「
幕
末
維
新
に
生
ま
れ
た
和
文
金
属
活
字
」『
活
字
文
明
開
化

　
本
木
昌
造
が
築

い
た
近
代
』（
印
刷
博
物
館
、
二
〇
〇
三
）、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
一
、三
九
三

－

三
九
六
）
に
一
部
図
版
が
あ
る
。

（
７
）
こ
の
名
称
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
は
池
原
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る
こ
の
書
体
は
書
道
史
に
い
う

「
和
様
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
様
と
は
、
元
来
、
小
野
道
風
か
ら
藤
原
行
成
を
通
じ
て
世
尊
寺
流
・
青
蓮
院
流
に
受
け
継
が
れ
て

き
た
書
風
の
謂
い
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
こ
れ
を
和
様
と
す
る
な
ら
ば
、
非
和
様
系
と
は
、
そ
れ
以
外
の
書
風
を
持
つ
平
仮
名
活
字
を

謂
う
こ
と
に
な
る
が
、
香
稚
の
書
風
が
あ
ま
り
一
般
的
な
書
風
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
和
様
系
は
世
に
行
わ
れ
た
そ
れ
以
外

の
書
風
と
な
っ
て
し
ま
い
、
築
地
活
版
が
一
八
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
整
理
し
た
一
号
細
仮
名
の
系
統
の
よ
う
な
、
た
だ
し
く
御
家
流
＝
和

様
を
受
け
継
ぐ
活
字
書
体
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
る
。「
和
様
」
は
括
弧
付
き
で
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
れ
が
た
し

か
に
「
和
様
」
と
い
う
名
称
に
お
い
て
当
事
者
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
香
稚
が
国
学
者
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筆
跡
が
、
和
様
と
い
う
よ
り
も
儒
学
者
の
そ
れ
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
す
で
に
岡
麓
が
指
摘
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し
て
い
る
と
い
う
（
春
田
、
二
〇
一
六
、二
六
）。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、二
二
）
は
、
こ
の
書
体
が
同
時
代
の
活
字
や
全
時
代
の
木

活
字
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
、
こ
れ
ら
の
書
体
の
出
自
―
―
近
世
ま
で
の
活
字
版
は
一
般
民
衆
の
た
め

の
媒
体
で
は
な
い
―
―
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
げ
ん
に
、「
和
様
」
書
体
は
活
字
印
刷
の
大
衆
化
の
な
か
で
抛

擲
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
二
、一
六
八
）
で
は
、「
和
様
」
活
字
に
つ
い
て
、「
池
原
香
穉
が
版
下
を
書
い
た
と
さ
れ
、
明

治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
小
学
校
令
施
行
規
則
以
降
に
謂
う
と
こ
ろ
の
変
体
仮
名
を
多
く
交
え
、
最
初
期
新
町
活
版
所
の
初
製
に

係
る
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
書
風
を
持
つ
二
号
・
三
号
・
四
号
の
平
仮
名
活
字
」
と
い
う
定
義
を
与
え
て
い
る
（
な
お
、「
変
体
仮
名
を
多
く

交
え
」
云
々
は
定
義
に
必
要
が
な
い
）。
こ
れ
は
、五
号
活
字
を
含
ん
で
お
ら
ず
、定
義
と
し
て
不
足
が
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、巻
三
、

二
三

－

五
三
）
に
よ
れ
ば
、
五
号
活
字
の
例
を
新
町
活
版
所
で
作
っ
た
も
の
と
見
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、〈
本
木
昌
造
・
活
字

復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
が
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
ほ
か
の
「
和
様
」
活
字
同
様
、
長
崎
・
諏
訪
神
社

に
種
字
が
一
部
保
存
さ
れ
て
お
り
、と
う
ぜ
ん
「
和
様
」
活
字
の
一
員
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、別
の
箇
所
で
は
（
府

川
、
二
〇
〇
四
、
巻
三
、一
一
三
一
、
注
三
一
一
四
）、
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
東
京
で
の
使
用
例
を
見
な
い
と
だ
け
述
べ
る
。

　
　「
和
様
」
活
字
が
「
和
様
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
治
維
新
下
の
書
体
体
制
か
ら
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
青
山
（
二
〇
〇
五
）
は
、

楷
書
を
不
敬
と
し
て
禁
じ
た
江
戸
幕
府
の
制
禁
が
消
え
去
っ
て
、
唐
様
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
明
治
新
政
府
か
ら
諸
藩
へ
の
通
達
の
写

し
方
か
ら
示
す
。
楷
書
の
使
用
が
不
敬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
青
山
（
二
〇
〇
五
）
は
言
及
し
な
い
が
、
エ
ッ
セ
イ
で
は
あ
る
が
、

藤
枝
（
一
九
九
六
）
は
、
楷
書
の
公
的
書
体
と
し
て
の
価
値
を
述
べ
、
天
皇
の
も
の
で
あ
る
楷
書
で
書
か
れ
た
文
書
を
院
か
ら
も
、
幕

府
か
ら
も
発
給
し
な
か
っ
た
こ
と
の
意
義
を
説
い
て
お
り
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
幕
府
の
立
場
か
ら
楷
書
を
使
う
と
天
皇
の
文
書
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
香
稚
は
た
ん
に
国
学
に
通
じ
て
明
治
新
政
府
に
仕
え
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
尊
皇

派
と
し
て
倒
幕
を
試
み
投
獄
す
ら
さ
れ
た
身
で
あ
る
。
香
稚
が
の
ち
詠
歌
を
師
事
し
た
御
歌
所
長
を
も
務
め
た
高
崎
正
風
の
書
風
も
参

考
と
な
ろ
う
。
和
様
と
唐
様
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
青
山
（
二
〇
〇
二
）
に
論
が
あ
る
。

（
８
）
濁
音
仮
名
の
認
定
お
よ
び
記
紀
万
葉
に
お
け
る
使
用
は
、
べ
ん
ぎ
、石
塚
龍
麿
『
古
言
清
濁
考
』（
菱
屋
孫
兵
衛
、一
八
〇
一
）
に
従
う
。

な
に
を
濁
音
仮
名
と
捉
え
る
の
か
は
、
現
代
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
な
に
を
訓
仮
名
由
来
と
す
る
か
に
つ
い
て
も
同
様
）。

早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
を
参
看
し
た
。
字
体
を
示
す
必
要
は
乏
し
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い
の
で
、
印
刷
の
便
宜
を
図
り
、
仮
名
の
由
来
と
な
っ
た
字
母
で
示
す
が
、
仮
名
が
つ
ね
に
字
母
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

　
　
な
お
、「
和
様
」
活
字
の
仮
名
の
認
定
は
、
板
倉
（
二
〇
〇
二
）
お
よ
び
〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ

（
二
〇
〇
三
）
か
ら
訂
正
し
た
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
岡
田
（
二
〇
一
七
）
に
大
阪
活
版
製
造
所
の
『
五
号
活
字
総
数
目
録
』
を
は
じ
め

と
す
る
活
字
総
数
見
本
帖
の
字
体
掲
載
状
況
を
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、「
騰
（
と
）」
を
あ
や
ま
っ
て
「
謄
」
に
作
っ
て
い
た

の
で
訂
正
す
る
。

（
９
）「
宜
」
は
「
ぎ
」「
げ
」
の
い
ず
れ
と
も
取
れ
る
。
ま
た
、「
邪
」
は
、
平
安
以
降
「
や
」
と
読
む
が
、
万
葉
仮
名
と
し
て
は
「
ざ
」
し
か

表
さ
な
い
。

（
10
）
契
沖
は
『
和
字
正
韻
』（
一
六
九
一
年
成
立
）
に
お
い
て
、「
伎
（
ぎ
）」「
壽
（
ず
）」
な
ど
が
濁
音
仮
名
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て

お
り
、
賀
茂
真
淵
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
は
濁
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
（
内
田
、
二
〇
一
〇
、一
〇
二
）。
し
か
し
な
が
ら
、

『
和
字
正
韻
』
は
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
真
淵
も
意
図
を
明
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
香
稚
が
同
じ
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
文
字
を

組
み
入
れ
た
か
は
分
ら
な
い
。

（
11
）
あ
る
仮
名
が
特
殊
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
く
示
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
類
例
を
容
易
に
見
出
し
が
た
い
も
の
と
す
る

に
留
め
る
。

（
12
）「
止
（
と
）」
は
、
現
行
の
「
と
」
と
形
状
が
異
る
も
の
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
る
。

（
13
）
注
七
に
述
べ
た
よ
う
に
、
府
川
（
二
〇
〇
四
）
は
、
五
号
の
「
和
様
」
活
字
に
つ
い
て
び
み
ょ
う
な
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、六
六
）
が
「
本
木

－

平
野
五
号
仮
名
第
一
次
型
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
平
野
活
版
製
造
所
の
製
作
に
か
か
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
14
）
な
お
、こ
の
よ
う
な
字
体
分
布
は
、国
学
者
流
の
仮
名
表
記
と
お
お
は
ば
に
異
る
わ
け
で
は
な
い
。
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
よ
う
な
、

字
体
に
意
を
払
っ
た
著
作
に
お
い
て
も
、「
と
」
や
「
め
」
が
現
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
矢
田
、
二
〇
一
二
、
第
六
編
第
二
章
）。

矢
田
は
、
国
学
者
た
ち
が
い
か
な
る
著
作
に
お
い
て
も
訓
仮
名
忌
避
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
選
択
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。『
西
洋
古
史
略
』
の
対
象
読
者
層
か
ら
す
れ
ば
、こ
の
草
稿
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
字
体
は
、た
し
か
に
、訓
仮
名
な
し
で
も
じ
ゅ

う
に
ぶ
ん
に
衒
学
的
と
は
言
え
る
。
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（
15
）
矢
田
（
二
〇
一
二
、第
六
編
第
三
章
）
で
は
、こ
れ
よ
り
は
や
い
活
版
印
刷
の
例
に
『
大
祓
詞
正
訓
』（
一
八
七
三
）、『
毎
朝
神
拝
詞
記
』

（
一
八
八
一
）
を
挙
げ
る
が
、
確
認
で
き
て
い
な
い
。
矢
田
（
二
〇
一
二
、
第
六
編
第
三
章
）
で
は
注
意
深
く
言
明
が
避
け
ら
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
国
学
者
の
出
版
物
の
書
体
が
す
く
な
か
ら
ず
楷
書
体
と
切
り
分
け
ら
れ
そ
う
な
ほ
ど
に
独
立
し
た
平
仮
名
と
で
構
成
さ
れ

る
こ
と
を
し
て
、
後
世
の
活
版
印
刷
に
お
け
る
モ
ー
ド
を
用
意
し
た
と
い
う
言
説
が
と
き
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
説
で
は
、
平

田
派
が
実
質
的
に
活
動
を
停
止
す
る
明
治
一
〇
年
代
後
半
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
活
版
印
刷
に
取
り
組
む
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

（
16
）「
曽
（
そ
）」
の
み
い
ろ
は
仮
名
を
欠
く
が
、濁
点
活
字
は
あ
る
の
で
、誤
脱
で
あ
ろ
う
。「
こ
」
と
「
古
ａ
」
や
、「
す
」
と
「
春
ａ
」、「
み
」

と
「
三
」
と
が
入
れ
違
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、「
ふ
」「
ほ
」
を
欠
く
の
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
あ
や
ま
っ
て
「
く
」
の
つ
ぎ
に
置
か
れ
る
。

（
18
）
選
定
し
た
書
体
は
、
岡
田
（
二
〇
一
七
）
で
謂
う
と
こ
ろ
の
、
国
87
五
明
・
四
明
・
五
楷
、
紙
77
四
明
・
五
明
、
平
78
四
甲
、
築
94
五
明
、

築
86
六
明
、
築
17
四
細
・
四
太
、
秀
28
四
明
で
あ
る
。
字
母
が
同
一
で
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
字
体
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
附
し
て
弁

別
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
な
お
、
銭
谷
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
こ
の
「
和
様
」
活
字
を
非
「
和
様
」
活
字
と
綯
い
交
ぜ
に
し
て
、
活
字
字
体
の
出
自
を
探
っ
て

い
る
が
、
今
見
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
は
非
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
コ
ロ
ナ
」
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。
第
三
四
半
期
が
終
わ
っ
た
現
在
も
な
お
、
収
束

の
兆
し
が
見
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
感
染
者
数
は
一
度
目
よ
り
も
高
い
二
度
目
の
ピ
ー
ク
を
目
指
し
て
お

り
、
北
海
道
で
は
第
三
波
の
到
来
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

　

歴
史
に
悪
名
高
い
疫
病
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
死
亡
率
が
有
意
に
高
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
疫
病
が
、
地
域
や
国
ご
と
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
世
界
全
体
で
人
間
の
生
活
を
麻
痺
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
し
わ
寄
せ
が
真
っ
先
に
「
弱
者
」
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
回
の
流
行
を
「
猖
獗
を
極
め

る
」
と
形
容
す
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
、
よ
り
緩
慢
で
慢
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
ば
を
選
ば
せ
る
何
か
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
一
部
の
「
強
者
」
に
与
え
ら
れ
た
か
り
そ
め
の
特
権
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
流
行
が
大
学
教
育
の
在
り
方
に
変
革
を
迫
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
講
義
形
式
や
ゼ
ミ
形
式

メ
デ
ィ
ア
研
究
と
心
理
学
の
接
点
：『
探
索
モ
デ
ル
』

柴
田 

　
崇
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の
授
業
の
歴
史
性
を
考
え
る
と
き
、
二
〇
二
〇
年
の
試
行
錯
誤
の
中
に
、
現
在
の
技
術
環
境
に
相
応
し
い
新
し
い
形
式
の

授
業
の
種
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

研
究
の
現
場
で
も
、
出
張
を
伴
う
学
会
の
活
動
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
切
り
替
わ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
た
だ
、
近
年

の
動
向
を
振
り
返
れ
ば
、
紙
の
学
会
誌
は
廃
止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
軌
道
は
既
に
敷
か
れ
て
い
た
と

い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
研
究
者
が
、
研
究
論
文
を
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
、
ま
た
公
開
さ
れ
た
論
文
を
手
軽
に
読

め
る
こ
と
に
加
え
、
遠
隔
地
の
研
究
者
と
の
メ
ー
ル
で
の
意
見
交
換
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
「
対
話
」
等
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ

ア
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
き
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の
大
会
も
、
こ
う
し
た
趨
勢
の
一
部
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
く
し
て
実

現
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
。
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
て
い
る
日
本
心
理
学
会
で

の
発
表
を
文
字
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
同
学
会
は
第
八
四
回
大
会
の
す
べ
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
実
施
し
た
。
非
学
会
員
の
筆
者
が
話
題
提
供
者
と
し
て
参
加
し
た
公
募
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
言
え
ば
、
動
画
デ
ー

タ
を
事
前
に
大
会
事
務
局
に
提
出
し
、
大
会
事
務
局
は
こ
れ
を
約
一
か
月
の
大
会
会
期
中
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
、
そ

の
間
、
メ
ン
バ
ー
は
ネ
ッ
ト
掲
示
板
を
使
っ
て
大
会
参
加
者
と
質
疑
応
答
を
行
う
、
と
い
う
形
式
が
採
用
さ
れ
た
。
リ
ア

ル
タ
イ
ム
の
緊
迫
し
た
雰
囲
気
が
な
い
反
面
、
時
間
を
か
け
て
質
問
を
用
意
で
き
る
と
い
う
オ
ン
デ
ィ
マ
ン
ド
式
特
有
の

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
今
後
の
学
会
発
表
の
形
式
を
考
え
る
上
で
の
材
料
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
形
式
の
効

果
を
云
々
す
る
の
は
時
期
尚
早
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
発
表
部
分
の
み
を
文
字
に
お
こ
し
、
大
会
参
加
者
以

外
の
読
者
と
の
議
論
の
糧
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
い
。

　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（S

S
-0

1
4

）「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
の
筆
者
以
外
の
メ
ン
バ
ー
の
役
割
と
お
名
前
は
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次
の
通
り
で
あ
る
（
敬
称
略
）。
企
画
代
表
者
、
司
会
：
三
嶋
博
之
（
早
稲
田
大
学
）、
企
画
者
：
森
直
之
（
札
幌
学
院
大
学
）、

企
画
者
、
話
題
提
供
者
：
河
野
哲
也
（
立
教
大
学
）、
話
題
提
供
者
：
田
中
彰
吾
（
東
海
大
学
）、
指
定
討
論
者
：
染
谷
昌

義
（
高
千
穂
大
学
）。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
ま
ず
、
趣
旨
説
明
と
話
題
提
供
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
資
料
（
趣
旨
説
明
五

分
以
内
、
話
題
提
供
各
二
五
分
以
内
）
を
担
当
者
が
各
自
で
作
成
し
た
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
全
員
が
共
有
し
た
上

で
ウ
ェ
ッ
ブ
会
議
を
開
き
、
指
定
討
論
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
（
約
二
〇
分
以
内
）
と
全
体
討
論
（
二
〇
分
以
内
）
の
動
画

を
撮
っ
て
一
つ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
大
会
事
務
局
に
提
出
し
た
。

　

尚
、
同
学
会
で
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
予
稿
集
を
制
作
し
な
い
た
め
、
本
稿
が
二
重
投
稿
に
な
る
お
そ
れ
は
な
い
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
性
格
上
、
全
体
討
論
の
場
面
に
こ
そ
妙
味
が
あ
り
、
本
来
な
ら
各
発
表
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
濃
厚
な
」
議

論
の
す
べ
て
を
収
録
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
一
登
壇
者
の
資
格
で
そ
れ
を
行
う
の
が
適
当
で
な
い
以
上
、
企
画
代
表
者
の

許
可
を
得
て
、
筆
者
の
発
表
部
分
の
み
を
研
究
ノ
ー
ト
の
形
で
公
表
す
る
。
指
定
討
論
者
か
ら
は
確
認
の
た
め
の
質
問
も

い
く
つ
か
あ
っ
た
。
話
題
提
供
の
発
表
内
容
の
不
足
を
補
う
上
で
採
録
す
べ
き
だ
が
、
こ
れ
も
割
愛
し
た
。

　

日
本
心
理
学
会
と
い
う
心
理
学
の
領
域
で
は
国
内
最
大
の
学
会
の
大
会
で
、「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
け
た
こ
と
は
、
時
宜
に
叶
い
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
生
態
心
理
学
と
を
専
門
に
す
る
筆
者
に
と
っ
て
は
望

外
の
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
企
画
を
立
て
、
お
声
掛
け
下
さ
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
皆
様
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画

を
採
択
し
て
下
さ
っ
た
学
会
の
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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概　
　

要

　

北
海
学
園
大
学
の
柴
田
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
と
し
て
「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
に
対

し
て
話
題
提
供
い
た
し
ま
す
。

　

要
約
で
す
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
一
九
一
一
〜
一
九
八
〇
）
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
（
以
下
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
）

の
特
長
は
、「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
概
念
を
再
定
義
し
、
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
メ

デ
ィ
ア
環
境
を
同
時
に
理
解
す
る
た
め
の
理
論
の
構
築
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
研
究

と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
（
一
九
〇
四
〜
一
九
七
九
）
の
生
態
心
理
学
の
接
点
と
な
る
「
探
索
」
モ
デ
ル
の
意
義
を
説

明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
の
接
合
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
の
可
能
性
」
を
論
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
論
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
、
心
理
学
説
の
方
は
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
心
理
学
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
論
と
生
態
心
理
学
を
接
合
す
る
こ
と
で
、
互
い
の
成
果
を
活
用
し
、
ネ
ッ

ト
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
に
つ
い
て
展
望
が
開
け
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
両
者
の
接
点
と
な
る
「
探
索
モ
デ

ル
」
を
説
明
す
る
の
が
、
本
日
の
私
の
発
表
の
主
題
で
す
。

　

ま
ず
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
長
を
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
。
次
に
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
注
目
し
て
ギ
ブ

ソ
ン
の
生
態
心
理
学
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
最
後
に
、「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
を
展
望
し
ま
す
。
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１
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
は
？

１

－

１
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
は
？

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
い
う
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
経
歴
や
理
論
の
概
要
な
ど
は
意
外

に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
記
述
は
か
な
り
怪
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
学
の
授

業
で
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
論
を
講
ず
る
先
生
の
中
に
さ
え
、
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
の
理
論
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
怪
し
い
方
を
多
く
見
か
け
ま
す
。
本
邦
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
受
容
を
含
め
、

簡
単
な
経
歴
、
及
び
業
績
と
併
せ
、
必
要
範
囲
で
理
論
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。「
探
索
モ
デ
ル
」
が
そ
の
核
で
あ

る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
ま
ず
は
Ｏ
Ｋ
で
す
。

　

経
歴
で
す
。
一
九
一
一
年
に
生
ま
れ
、
一
九
八
〇
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
カ
ナ
ダ
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
エ
ド
モ
ン
ト
ン

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
マ
ニ
ト
バ
大
学
か
ら
英
文
学
の
学
士
号
と
修
士
号
を
取
得
後
、ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・

ホ
ー
ル
に
留
学
し
ま
す
。
一
旦
帰
国
し
、
一
九
三
七
年
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
学
で
教
壇
に
立
ち
ま
す
が
、
再
度
渡
英
し
て

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
英
文
学
修
士
号
（
一
九
四
〇
）
と
博
士
号
（
一
九
四
三
）
取
得
し
ま
す
。
ア
サ
ン
プ
シ
ョ
ン
大

学
を
経
て
一
九
四
六
年
に
ト
ロ
ン
ト
大
学
に
移
り
、
一
九
五
二
年
に
同
大
教
授
に
就
任
。
一
九
六
〇
年
代
に
メ
デ
ィ
ア
研

究
を
提
唱
し
た
こ
と
で
北
米
発
の
一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
一
九
〇
四
年
生
ま
れ

で
一
九
七
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
場
所
こ
そ
違
え
、
同
時
代
人
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
名
前
は
ア
メ
リ
カ
に
も
知
れ
渡
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
そ
の

名
前
を
耳
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
自
身
の
研
究
と
関
係
が
あ
る
人
物
と
し
て
認
知
し
て
い
た
か
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ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

他
方
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
ギ
ブ
ソ
ン
の
名
前
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
柴
田
、

二
〇
一
五
）。
一
九
七
四
年
と
い
う
晩
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
名
前
を
知
っ
た
模
様
で
す
。
知
人
か
ら
ギ
ブ
ソ
ン
の

論
文
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
資
料
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
自
身
の
著
書
に
そ
の
論
文
を
引
用
し
た
形
跡
は

あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
同
時
代
人
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
生
前
に
両
者
が
参
照
し
合
っ
た
形
跡
は
な
い
、
と
い
う
の
が

事
実
で
す
。

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
経
歴
は
、
大
体
四
期
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
成
果
を
本
に
ま
と
め
て
発
表
し
て
い

ま
す
の
で
、
代
表
的
な
著
書
に
よ
っ
て
こ
の
四
期
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

第
一
期
は
英
文
学
者
と
し
て
活
動
し
た
時
代
で
す
。
第
一
期
と
第
二
期
の
間
に
大
き
な
分
岐
点
が
あ
り
ま
す
。

　

第
二
期
に
現
在
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
ブ
カ
ル
の
よ
う
な
も
の
や
学
際
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

第
三
期
に
世
界
的
に
有
名
に
な
る
著
書
を
世
に
送
り
出
し
ま
す
。
日
本
で
も
竹
村
健
一
が
紹
介
し
て
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で

盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

第
四
期
、
こ
の
時
期
に
は
ブ
ー
ム
が
去
り
、
一
般
の
人
が
そ
の
名
前
を
耳
に
す
る
機
会
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
す
が
、
こ
の
頃
書
か
れ
た
著
書
を
読
む
と
、
理
論
的
な
進
展
が
確
か
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

第
一
期
の
特
徴
を
代
表
的
な
著
書T

h
e M

ech
a
n

ica
l B

rid
e

（1
9
5
1

）（『
機
械
の
花
嫁
』）
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。
ま

ず
は
こ
の
時
期
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
動
静
を
、
一
九
六
七
年
の
回
想
録
か
ら
読
み
解
き
ま
す
。
一
英
文
学
者
が
道
を
踏
み

外
し
、
結
果
的
に
稀
代
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
九
三
六
年
、
私
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
赴
任
し
た
。
学
部
一
年
生
の
授
業
を
担
当
し
て
す
ぐ
、
彼
ら
を
理

解
で
き
な
い
の
に
驚
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
広
告
や
ゲ
ー
ム
や
映
画
な
ど
の
彼
ら
が
慣
れ
親
し
む
大
衆
文
化
の
研

究
が
急
務
で
あ
る
と
感
じ
た
。
こ
れ
は
教
育
学
で
あ
り
、
私
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
だ
っ
た
。
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
世
界
と
い
う
彼
ら
の
土
俵
に
上
っ
た
の
は
、
教
育
上
の
方
針
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
、
広
告
は
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
の
に
極
め
て
便
利
な
形
式
だ
っ
た
。『
機
械
の
花
嫁
』
で
広
告
を  

取
り
上
げ
た
の
も
、
広
告
を
使
う
の
に
許
可

を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
法
的
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
授
業
で
は
広
告
の
他
に
映
画
や
雑
誌
の
画
像
も
使
用
し
た
。
私

は
、
三
〇
〜
四
〇
枚
の
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
短
い
講
義
を
し
た
後
で
、
学
生
に
広
告
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
促
し
た

（M
cL

u
h

an
, 1

9
6
7
, p

. 5
0
.

）。

今
で
も
通
用
す
る
よ
う
な
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
授
業
を
実
践
し
た
よ
う
で
す
。

　
『
機
械
の
花
嫁
』
の
主
題
は
、
機
械
時
代
が
生
み
出
す
魅
力
的
な
商
品
を
分
析
し
、
産
業
化
し
た
世
界
に
生
き
る
人
間

（
男
？
）
の
た
め
の
神
話
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
同
様
の
研
究
のM

yth
ologies

（『
神
話
作
用
』）
が
一
九
五
七
年
、S

ystèm
e d

e la
 m

od
e

（『
モ
ー
ド
の
体
系
』））
が
一
九
六
七
年
の
発
表
で
す
か
ら
、

一
九
五
一
年
に
書
か
れ
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
『
機
械
の
花
嫁
』
は
か
な
り
先
駆
的
な
仕
事
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
邦
訳
も

あ
り
ま
す
の
で
興
味
の
沸
い
た
方
に
は
読
む
こ
と
を
勧
め
ま
す
。

　
『
機
械
の
花
嫁
』
で
は
、
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
の
左
側
に
広
告
や
漫
画
を
載
せ
、
右
側
の
ペ
ー
ジ
で
そ
れ
に
つ
い
て
解
説

す
る
と
い
う
斬
新
な
レ
イ
ア
ウ
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
も
斬

り
込
ん
で
い
ま
す
。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
広
告
も
分
析
し
て
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
本
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
書
の
目
的
は
、
読
者
に
機
械
的
作
用
が
つ
く
り
出
す
旋
回
す
る
景
色
の
真
ん
中
に
立
っ
て
も
ら
い
、
す
べ
て
の
現

代
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
現
在
進
行
中
の
事
態
を
観
察
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
実
態
の
分
析
に
よ
っ
て
、
具

体
的
な
対
処
法
が
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
す
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
対
処
法
の
提
示
を
念

頭
に
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
（M

cL
u

h
an

, 1
9
6
7
(1

9
5
1
), v.

）。

つ
ま
り
、
こ
の
本
で
は
個
々
の
事
例
の
断
片
的
な
分
析
し
か
で
き
な
い
が
、
将
来
的
に
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
総
合

的
理
解
に
進
み
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
実
際
、
そ

の
後
の
研
究
は
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
を
実
践
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
研
究
の
準
備
期
に
あ
た
る
第
二
期
を
代
表
す
る
著
作
は
、E

xp
lora

tion
s

（1
9
5
3

〜5
9

）（『
探
究
』
誌
）
で
す
。

学
際
的
な
研
究
会
を
主
宰
し
、
そ
こ
で
の
研
究
成
果
を
年
刊
誌
に
ま
と
め
て
発
表
し
て
い
た
時
代
で
す
。
後
年
、
雑
誌
論

文
を
抜
粋
し
た
本
が
出
ま
す
。
邦
訳
は
、
そ
の
本
か
ら
さ
ら
に
論
文
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
一
九
六
〇
年
代
に
二
冊
の
主
著
を
世
に
問
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、T

h
e G

u
ten

berg G
a
la

xy

（1
9
6
2

）

（『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』）
とU

n
d
ersta

n
d
in

g M
ed

ia
（1

9
6
4

）（『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』）
の
二
冊
で
す
。
前
者
は
、

活
版
印
刷
技
術
の
影
響
に
つ
い
て
ま
と
め
た
本
で
す
。
後
者
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
形
成
し
た
時
代
が
終
焉
し
た
現
代
の

メ
デ
ィ
ア
状
況
に
つ
い
て
の
本
で
す
。
い
ず
れ
が
主
著
か
で
論
争
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
議
論
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
両
者
を
セ
ッ
ト
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。
い
ず
れ
も
邦
訳
が
あ
り
ま
す
。
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『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
の
末
尾
に
は
、
歴
史
研
究
に
続
け
て
現
代
の
状
況
を
考
察
す
る
新
し
い
研
究
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
本
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
の
が
『
メ
デ
ィ

ア
の
理
解
』
で
す
（
邦
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
『
メ
デ
ィ
ア
論
』）。

　
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
で
は
、
活
版
印
刷
技
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
終
焉
後
の
、
最
新
の
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
検
証
す
る
と

こ
ろ
に
主
題
が
移
り
ま
す
。
個
々
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
分
析
と
と
も
に
理
論
の
概
要
が
示
さ
れ
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア

の
理
解
の
た
め
の
理
論
の
確
立
に
前
進
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。

１

－

２
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
徴

　

ひ
と
ま
ず
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
ま
す
。

　

ま
ず
は
概
念
を
再
定
義
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
の“

T
h

e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ssag

e
.”

（
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
を
使
っ
て
説
明
で
き
ま
す
。
ま
ず
こ
こ

で
言
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
（
メ
デ
ィ
ア
の
単
数
形
）
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
に
限
定
さ
れ

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
人
工
物
を
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
、と
い
う
含
意
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
、

通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
な
ど
で
の
用
法
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
し
ゃ
べ
っ
た
内
容
や
、
人
が

意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、人
間
に
対
す
る
影
響
を
指
し
ま
す
。こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
解
明
こ
そ
が
研
究
の
主
題
に
な
る
べ
き
こ
と
謳
っ
た
命
題
で
す
。

　

繰
り
返
す
と
、
す
べ
て
の
人
工
物
を
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
る
と
き
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
音
声
言
語
や
ゲ
ー
ム
、
道
路
や
自

動
車
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
明
を
主
題
に
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掲
げ
た
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
マ
ス
コ
ミ
研
究
、
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
分

析
と
は
一
線
を
画
す
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
明
が
主
題
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
よ
り
詳
し
く
、厳
密
に
い
う
と
、
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
使
用
す
る
人
間
を
変
容
さ
せ
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
意
味
で
の
影
響
を
解
明
す
る
こ
と

が
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
に
挑
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
「
探
索
モ
デ

ル
」
が
登
場
し
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
考
察
す
る
に
は
、
そ
れ
を
使
う
人
間
が
、
メ
デ
ィ
ア
を
身
体
の
「
延
長 

e
x

te
n

sio
n

」
と
し
て
使
い
、
環
境
を
探
索
す
る
事
態
に
注
目
す
べ
で
あ
る
と
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
考
え
ま
し
た
。
こ
の
着

眼
点
が
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
徴
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
と
メ
デ
ィ
ア
が
一
体
に
な
っ
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
形
成
す

る
こ
と
を
前
提
に
、そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
環
境
を
探
索
す
る
状
況
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
置
く
の
が
、マ
ク
ル
ー

ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
で
す
。

１

－

３
．「
探
索
モ
デ
ル
」
の
意
義

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
意
義
、
そ
し
て
特
長
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
特
長
の
一
つ
目
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
用
法
は
予
め
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
使
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
続

け
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
ラ
ジ
オ
や
自
動
車
、
印
刷
技
術
の
歴
史
を
繙
け
ば
分
か
る
こ
と
で

す
が
、
当
初
か
ら
そ
の
用
法
が
決
ま
っ
て
い
た
メ
デ
ィ
ア
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
現
在
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア

に
も
当
然
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
は
ず
で
す
。
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ま
た
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
め
ば
自
動
車
を
運
転
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
の
意
味

を
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
書
い
て
あ
る
用
法
に
還
元
す
る
の
が
危
険
な
こ
と
は
分
か
る
は
ず
で
す
。「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」
に

陥
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
第
一
の
意
義
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

特
長
の
二
つ
目
は
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
を
回
避
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。「
拡
張
モ
デ
ル
」
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
身

体
や
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
を
「
増
強
（
拡
張
）」
す
る
効
果
が
あ
る
、
と
考
え
る
立
場
で
す
。
こ
う
し
た
物
言
い
は

人
口
に
膾
炙
し
て
い
ま
す
が
、や
は
り
問
題
が
あ
り
ま
す
。メ
デ
ィ
ア
の
効
果
は
、身
体
や
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
の「
増

強
」
や
「
拡
張
」
の
一
言
で
説
明
で
き
る
ほ
ど
明
示
的
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
は
、人
間
が
そ
れ
を
「
使

用
」
す
る
状
況
に
お
い
て
初
め
て
語
り
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
験
的
に
「
拡
張
」
の
語
で
は
語
り
得
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
う
考
え
る
と
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
に
則
っ
た
議
論
の
言
説
が
空
疎
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

１

－

４
．
課
題

　

さ
て
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
考
え
は
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
七
〇
年

代
の
理
論
を
精
緻
化
す
る
時
代
が
続
く
の
で
す
が
、
精
緻
化
の
過
程
を
経
て
提
出
さ
れ
た
理
論
は
、
実
は
必
ず
し
も
納
得

の
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
言
で
言
う
と
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、「
探
索
モ
デ
ル
」
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の

で
す
。
代
わ
り
に
、
脳
と
環
境
が
写
像
関
係
に
あ
る
、
と
の
前
提
を
立
て
、
脳
研
究
を
援
用
す
る
方
向
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
転
向
自
体
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
適
当
な
知
覚
理
論
が
あ
っ
た
の
な
ら
、「
探
索
モ
デ

ル
」
を
深
化
さ
せ
る
方
向
で
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
理
論
化
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
生
態
心
理
学
が
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
深
化
さ
せ
る
の
に
相
応
し
い
知
覚
理
論
の
候
補
で
あ
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る
こ
と
を
見
ま
す
。

２
．
生
態
心
理
学
と
の
接
合

２

－

１
．
接
点

　

ギ
ブ
ソ
ン
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
心
理
学
会
の
皆
さ
ん
な
ら
ご
存
じ
な
の
で
省
略
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
の
接
点
と
な
る
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
位
置
づ
け
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

一
九
七
九
年
に
書
か
れ
た
最
後
の
著
作
に
は
、
ハ
サ
ミ
を
例
に
し
た
「
探
索
モ
デ
ル
」
が
見
ら
れ
ま
す
。

使
用
時
の
道
具
は
一
種
の
手
の
延
長 e

x
te

n
sio

n
 

で
あ
り
、
手
の
付
着
物
、
ま
た
は
使
用
者
自
身
の
身
体
の
一
部
に

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
道
具
は
も
は
や
環
境
の
一
部
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
使
用
を
離
れ
る
と
、
道
具
は
環

境
中
の
単
な
る
遊
離
物
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
確
か
に
掴
む
こ
と
も
運
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
、
道
具
は
観
察
者
の
外

に
存
在
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
身
体
に
何
物
か
を
付
着
さ
せ
る
能
力
は
、
生
物
と
環
境
の
境
界 b

o
u

n
d

ary
 

が
皮

膚
の
表
面
で
固
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
移
動
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
（G

ib
so

n
, 1

9
8
6
(1

9
7
9
), p

. 4
0
.

）。

実
は
最
後
の
著
書
か
ら
約
四
〇
年
前
の
、
一
九
三
八
年
と
い
う
研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
も
早
い
時
期
の
仕
事
に

も
、「
探
索
モ
デ
ル
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
よ
り
複
雑
な
機
構
を
持
つ
自
動
車
の
使
用
と
熟
達
と
を
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「
探
索
モ
デ
ル
」
で
説
明
し
て
い
ま
す
。

高
度
な
運
転
技
術
を
身
に
付
け
る
に
は
、
自
動
車
の
「
場
」
に
つ
い
て
十
分
な
感
受
性
と
制
御
能
力
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
道
具
を
用
途
に
し
た
が
っ
て
使
う
時
の
よ
う
に
、
自
動
車
は
ド
ラ
イ
バ
ー

の
身
体
の
一
種
の
延
長 e

x
te

n
sio

n
 

に
な
る
（G

ib
so

n
, C

ro
o

k
s, 1

9
3
8
, p

. 1
3
5
.

）。

２

－

２
．
生
態
心
理
学
の
特
長

　

生
態
心
理
学
に
基
づ
い
て
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
展
開
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
同
じ
く
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
環
境
の
「
境
界
」
で
生
じ
る
事
象
を
記
述
す
る
と
い
う
主
題
が

立
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
論
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ド
ナ
ル
ド
・
ノ
ー
マ

ン
に
代
表
さ
れ
る
議
論
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
い
う
語
は
使
用
し
て
い
る
も
の
の
、
既
に
用
法
が
決
ま
っ
た
メ
デ
ィ
ア

を
い
か
に
使
い
や
す
く
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
に
主
題
が
あ
り
、
必
然
的
に
、「
境
界
」
は
人
間
と
メ
デ
ィ
ア
の
間
に
あ
る
も
の

に
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
の
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
と
い
う
点
で
、「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」
の
一
種
に
分
類
で
き
る
議
論
で
す
。
人
間
と
一
体
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
と

環
境
と
の
間
の
「
境
界
」
に
注
意
を
向
け
た
ギ
ブ
ソ
ン
の
「
探
索
モ
デ
ル
」
と
は
全
く
別
の
モ
デ
ル
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
二
つ
の
モ
デ
ル
の
差
異
は
、
ど
こ
を
「
境
界
」
と
見
做
す
か
に
如
実
に
現
れ
る
の
で
す
。

　

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
、
及
び
古
い
メ
デ
ィ
ア
の
退
場
を
適
切
に
記
述
で
き
る
点
も
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
特
長
に
あ

げ
ら
れ
ま
す
。「
拡
張
モ
デ
ル
」
に
よ
る
と
、
自
動
車
は
脚
の
（
機
能
の
）「
拡
張
」
で
あ
る
、
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
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間
の
知
的
能
力
を
増
幅
す
る
装
置
で
あ
る
、
の
よ
う
に
、
身
体
の
機
能
と
メ
デ
ィ
ア
と
関
連
付
け
た
議
論
を
行
っ
た
り
、

自
動
車
を
、
直
近
の
相
当
す
る
発
明
品
で
あ
る
馬
車
と
関
連
付
け
て
、
馬
車
と
の
比
較
で
論
じ
て
み
た
り
、
最
近
で
は
電

子
書
籍
の
効
果
を
考
え
る
と
き
に
紙
の
本
を
持
ち
出
し
て
き
た
り
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
同
士
の
単
純
な
二
項
関
係
で
入
・
退

場
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
論
じ
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
対
照
的
に
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の

入
れ
替
え
と
し
て
新
旧
の
メ
デ
ィ
ア
を
論
じ
る
途
が
開
け
ま
す
。

　

ま
た
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
依
拠
す
れ
ば
熟
練
の
度
合
い
を
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
本
日
司
会
を
務
め
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
三
嶋
博
之
先
生
は
、
自
動
車
運
転
の
熟
練
の
度
合
い
を
、
利
用
す
る
情
報
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
す
る
研
究
を
さ

れ
ま
し
た
（In

o
u

, S
aw

ad
a, M

ish
im

a, 2
0
0
9

）。
こ
れ
に
相
当
す
る
成
果
は
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
や
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」

に
依
る
限
り
、
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

２

－

３
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
接
点
に
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
生
態
心
理
学
が
接
合
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
ま
と
め
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
側
か
ら
言
う
と
、
生
態
心
理
学
と
の
接
合
に
よ
り
、
一
旦
放
棄
さ
れ
た
「
探
索
モ
デ
ル
」
に

基
づ
い
て
も
う
一
度
理
論
を
構
築
す
る
途
が
開
け
ま
す
。

２

－
４
．
生
態
心
理
学
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　

生
態
心
理
学
に
も
メ
リ
ッ
ト
か
あ
り
ま
す
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ハ
サ
ミ
な
ど
の
道
具
に
比
べ

て
、
よ
り
大
き
く
複
雑
な
機
械
類
に
も
、「
探
索
モ
デ
ル
」
が
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
最
後
の
著
書
の
ハ
サ
ミ
の
記
述
に
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続
け
て
記
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
語
る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
今
後
、
道
具
を
考
え
る
た
め
の
導
入
に
は
な
っ

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
議
論
を
比
較
的
小
さ
く
て
持
ち
運
び
の
で
き
る
道
具
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
が
、
技

術
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
も
っ
と
大
き
な
切
断
、
掘
削
、
粉
砕
、
圧
搾
の
た
め
の
道
具
と
機
械
や
、
土
木
機
械
、

建
設
機
械
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
移
動
の
た
め
の
機
械
も
つ
く
っ
て
き
た
（G

ib
so

n
, 1

9
8
6
(1

9
7
9
), p

. 4
1
.

）。

四
〇
年
前
の
自
動
車
の
研
究
を
、
長
い
キ
ャ
リ
ア
で
培
っ
た
成
果
を
傾
注
し
て
再
起
動
し
よ
う
と
し
た
か
の
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
ギ
ブ
ソ
ン
の
死
後
、
ハ
サ
ミ
や
ハ
ン
マ
ー
な
ど
の
道
具
は
と
も
か
く
、
そ
れ
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
生
態
心
理
学
に
基
づ
く
デ
ィ
ア
研
究
を
展
開
す

る
こ
と
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

３
．
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
の
展
望

　

最
後
に
、
思
い
付
き
程
度
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
に
つ
い
て
展
望
し
ま
す
。

　

研
究
の
焦
点
は
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
人
間
に
及
ぼ
す
影
響
の
検
証
に
当
て
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、

検
証
す
べ
き
「
境
界
」
の
位
置
が
重
要
で
す
。
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
に
は
、
当
然
、
キ
ー
ボ
ー
ド
や
マ
ウ
ス
で
は
な

064



◉研究ノート　メディア研究と心理学の接点：『探索モデル』

く
、
画
面
の
向
こ
う
側
に
あ
る
「
境
界
」
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
境
界
」
か
ら
い
か
な
る

情
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
、
が
研
究
の
主
題
に
な
り
ま
す
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ー
ン
ス
の
語
を
使
え
ば
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア

が
使
用
者
に
何
を
「
可
能
に
す
る
：
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
」
か
、
を
問
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

昨
今
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
情
報
格
差
（d

ig
ital d

ivid
e

）」
に
つ
い
て
も
特
異
な
視
点
が
提
供
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

情
報
格
差
の
問
題
点
は
、
ま
ず
は
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
間
の
格
差
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
る
国
や
地
域

と
そ
う
で
な
い
国
や
地
域
の
住
人
の
間
に
、
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
格
差
は
、
行
為
の

レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
数
の
違
い
と
し
て
説
明
で
き
ま
す
。
次
に
、
持
つ
者
の
中
に
も
能
力
の
点
で
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
ま

す
。
実
際
、
ハ
ッ
カ
ー
や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
と
一
般
の
利
用
者
の
間
に
埋
め
が
た
い
力
の
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
行
為
の
熟
練
の
度
合
い
の
違
い
、
及
び
利
用
可
能
な
情
報
や
資
源
の
違
い
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
の
説
明
も
実
証
的
な
デ
ー
タ
に
裏
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
説
得
力
を
も
ち
得
ま
せ
ん
。
本
日
は
展
望

を
示
す
に
留
め
ま
す
。

　

こ
れ
で
私
か
ら
の
話
題
提
供
を
終
わ
り
ま
す
。

（
し
ば
た　

た
か
し
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
教
授
）
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は
じ
め
に

　

今
回
紹
介
す
る
『
道
神
足
無
極
変
化
経　

巻
第
四
』
一
帖
は
、
学
校
法
人
北
海
学
園
の
『
北
駕
文
庫
』
が
所
蔵
す
る
、

十
二
世
紀
後
半
に
南
宋
の
中
国
で
印
刷
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
開
元
寺
版
」
と
さ
れ
る
宋
版
一
切
経
の
一
部
で
あ
る
。
筆

者
は
以
前
、大
正
三
年
刊
行
の
北
駕
文
庫
の
蔵
書
目
録「　
　

北
駕
文
庫
蔵
書
畧
目
録（
第
一
巻
）」に「
宋
版
一
切
経
ノ
内
」

と
あ
る
の
を
見
つ
け
、原
本
調
査
し
概
略
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る（
１
）。
し
か
し
な
が
ら
、論
文
で
は
多
く
の『
北
駕
文
庫
』

の
蔵
書
（
宗
教
書
）
を
紹
介
す
る
中
で
の
一
部
分
で
あ
っ
た
た
め
、
簡
略
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
、
所
蔵
す
る
学
校
法
人
北
海
学
園
や
『
北
駕
文
庫
』
資
料
室
、
北
海
学
園
大
学
附
属
図
書
館
の
ご
協
力

を
得
て
、
あ
ら
た
め
て
原
本
調
査
す
る
機
会
を
得
、
さ
ら
に
は
原
本
の
撮
影
と
影
印
な
ら
び
に
解
題
の
許
可
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
画
像
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
現
段
階
で
の
調
査
の
範
囲
で
書
誌
情
報
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

北
駕
文
庫
蔵『
道
神
足
無
極
変
化
経

　
巻
第
四
』

　
　
―
影
印
お
よ
び
解
題
―

徳
永
　

良
次

◉
資
料
紹
介

行
啓

紀
念
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一

　
書
誌

　

道
神
足
無
極
変
化
経　

巻
第
四　
　

一
帖

　

１　

刊
行
年　

中
国
宋
時
代
靖
康
元
（
１
１
２
６
）
年
刊

　

２　

装
丁　

折
本
装

　

３　

表
紙　

後
補
表
紙
、
格
子
刷
毛
目
渋
引
金
切
箔
散
し
、
縦
28
． 3
㎝　

横
10
． 9
㎝

　

４　

紙
数　

全
十
紙
、
二
十
九
折
、
墨
界
線
（
天
地
横
界
）
界
高
約
22
． 4
㎝

　

５　

題
・
印
造
印

　
　
　
　
　
　

外
題　

ナ
シ　

登
録
シ
ー
ル　
「
宗
教
／
365
」　

欄
外
「
北
駕
文
庫
」

　
　
　
　
　
　

内
題　

道
神
足
無
極
変
化
経
巻
第
四　

被

　
　
　
　
　
　

尾
題　

道
神
足
無
極
変
化
経
巻
第
四　

被

　
　
　
　
　
　

印
造
印
「　

張　

元
印
造
」

　

６　

本
文　

一
紙
あ
た
り
半
面
六
行
、
一
行
十
七
字
、
全
三
十
六
行
、
三
折

　

７　

書
入　

ナ
シ
、
但
し
第
十
紙
裏
に
墨
書
「
二
」
と
あ
り

　

８　

印
記

　
　
　
　
　
　

第
一
紙
界
線
上
部
「
北
駕
／
文
庫
」
単
廓
朱
方
印

　
　
　
　
　
　

第
一
紙
裏　
　
　　
「
北
駕
／
文
庫
」
単
廓
朱
方
印
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同　
　
　
　
　
「
明
治
卌
四
年
／
八
月
辱
／
臨
御
仍
建
／
文
庫
傳
光
／
栄
於
無
窮
」
単
廓
朱
方
印

　

９　

刊
記

　
　
　
　
　
　

福
州
管
内
衆
縁
就
開
元　

寺
雕
造

廬
大
蔵
經
印
板
一
副
計
五
百
餘
凾
恭
為

　
　
　
　
　
　

今
上
皇
帝
祝
延
聖
壽
内
外
臣
僚
同
資
禄
位
都
曾
百
顔
徽
曽　

陶
殻
張
嗣
林

芳
林
昭

　
　
　
　
　
　

劉
居
中
蔡
康
國
陳
詢
蔡
俊
臣
劉
漸
陳
靖
謝
忠
前
管
句
沙
門
本
悟
見
管
句
沙
門
僧
仟

　
　
　
　
　
　

證
會
前
住
持
本
明
見
住
持
浄
慧
大
師
法
超
當
山
三
殿
大
王
大
聖
泗
洲
時
靖
康
元
年
二
月　

日　

謹
題

　

10　

体
裁
（
法
量
、
版
心
、
刻
工
名
等
）

　
　
　
　
　
　

表
紙　

格
子
刷
毛
目
渋
引
金
切
箔
散
し
、
縦
28
． 3
㎝　

横
10
． 9
㎝

　
　
　
　
　
　
　

※　

以
下
、
縦
の
寸
法
は
各
紙
ほ
ぼ
同
一
の
た
め
省
略

　
　
　
　
　
　

第
一
紙　

横
65
． 3
㎝　
（
版
心
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
選

　
　
　
　
　
　

第
二
紙　

横
65
． 0
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

二　
　

鄭
才

　
　
　
　
　
　

第
三
紙　

横
65
． 6
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

三　
　

林
郷

　
　
　
　
　
　

第
四
紙　

横
65
． 4
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　
　
　
　

林
遠

　
　
　
　
　
　

第
五
紙　

横
65
． 4
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

五　
　

林
宗

　
　
　
　
　
　

第
六
紙　

横
65
． 3
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

六　
　

丁
宥

　
　
　
　
　
　

第
七
紙　

横
65
． 3
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

七　
　

鄭
習

　
　
　
　
　
　

第
八
紙　

横
65
． 3
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

八　
　

蔡
有

　
　
　
　
　
　

第
九
紙　

横
65
． 4
㎝　
（
版
心
）　

被　

神
足
四
巻　
　

九　
　

陳
徳
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第
十
紙　

横
21
． 9
㎝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
止
尾　

張
言

　

11　

そ
の
他

　
　

帙
（
後
補
）　

　
　
　

題
賤
「
道
神
足
無

（
マ
マ
）

変
化
経　

巻
第
四
」

　
　

帙
内
側

　
　
　

登
録
印
「
北
駕
文
庫
／
宗
教
／
365
」
単
廓
墨
方
印　
　

鉛
筆
書
入
レ
「
宗
240　
p8　

宋
版
一
切
経
ノ
内
」

　

12　

書
誌
解
説

　

本
資
料
は
、
現
在
で
は
帙
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
、
筆
者
の
知

る
限
り
、『
北
駕
文
庫
』
の
書
架
に
そ
の
ま
ま
配
架
さ
れ
て
い
た
。
状
態
は
、
十
二
世
紀
の
印
刷
本
と
し
て
は
非
常
に

良
く
、
虫
損
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
も
の
の
、
当
初
の
折
本
装
の
状
態
が
保
た
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
表
紙
は
原
装
か

ら
後
補
の
表
紙
に
代
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
使
わ
れ
た
表
紙
の
体
裁
か
ら
見
て
江
戸
時
代

の
い
ず
れ
か
の
時
期
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
裏
打
ち
補
修
が
少
な
く
と
も
二
回
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
補
修
は
元
の
裏
打
ち
紙
を
取
り
払

う
こ
と
な
く
、
そ
の
上
か
ら
補
修
し
て
い
る
。
裏
打
ち
さ
れ
た
時
期
も
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
第
一
回
補
修
に
と

ど
ま
る
虫
損
、
第
二
回
補
修
に
と
ど
ま
る
虫
損
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
虫
損
、
と
三
段
階
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
し
て

江
戸
時
代
中
期
以
降
に
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

巻
末
の
第
十
紙
裏
に
墨
書
「
二
」
と
読
め
る
文
字
が
記
載
さ
れ
る
（
後
掲
影
印
巻
末
参
照
）。
こ
れ
は
現
在
で
は

裏
打
ち
紙
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
二
回
補
修
以
前
（
あ
る
い
は
同
時
期
）
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
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そ
の
「
二
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

各
紙
の
版
心
に
は
、
原
則
と
し
て
千
字
文
「
被
」
の
箱
番
号
、
略
経
名
、
紙
数
、
刻
工
名
が
刻
ま
れ
る
が
、
第
一

紙
に
は
刻
工
名
の
み
で
あ
っ
て
、
第
四
紙
は
紙
数
が
な
い
。
各
紙
長
約
65
㎝
で
共
通
す
る
が
、
第
十
紙
の
み
約
22
㎝

と
短
い
。
こ
れ
は
元
は
く
る
み
表
紙
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
現
状
は
別
の
表
紙
に
代
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
開
元
寺
版
の
一
切
経
に
は
、「
施
財
刊
記
」
と
言
わ
れ
る
開
版
事
業
に
対
す
る
費
用
の
寄
進
を
し
た
内
容
や
人
物

名
が
刻
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
二

　
解
題

　
　
　
　

二
―
一　

北
駕
文
庫
に
つ
い
て

　

北
駕
文
庫
（
ほ
く
が
ぶ
ん
こ
）
は
、
明
治
四
十
四
年
、
当
時
の
皇
太
子
（
後
の
大
正
天
皇
）
に
よ
る
北
海
道
行
啓
を
記

念
し
て
、
北
海
中
学
校
の
校
長
浅
羽
靖
（
あ
さ
ば
し
ず
か
）
が
設
立
し
た
。
浅
羽
靖
に
よ
る
そ
の
設
立
趣
意
概
要
に
は
以

下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
（
２
）。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

當
北
駕
文
庫
ハ
明
治
四
十
四
年
八
月

皇
太
子
殿
下

　

我
私
立
北
海
中
学
校
ニ
行
啓
ノ
紀
念
ト
シ
テ
微
力
ヲ
顧
ミ
ス
創
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
ツ
北
海
道
ハ
我
帝
國
紀
元
以
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來
殆
ン
ド
三
千
年
ニ
垂
ン
ト
ス
ル
古
帝
國
北
彊
ノ
一
部
分
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
人
文
未
タ
進
マ
ス
従
ツ
テ
太
タ
國
書
ニ
乏
シ
ク

自
カ
ラ
人
民
ノ
性
情
ニ
純
厚
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
多
年
ノ
痛
恨
事
ト
ス
此
ヲ
以
テ
先
ツ
我
國
ノ
書
類
ヲ
備
フ
ル
ヲ
急
ト　

シ
現
代
ノ
科
學
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
漸
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
但
蔵
書
ハ
火
災
豫
防
ニ
専
ラ
心
ヲ
用
ヒ
其
他
ノ
設
備
ニ
至
ツ
テ
ハ

惣
テ
質
素
節
約
ニ
従
フ

　
　

明
治
四
十
四
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
駕
文
庫
主　
　
　

浅　

羽　
　

靖

　

こ
の
よ
う
に
、
浅
羽
靖
は
図
書
の
充
実
、
特
に
「
國
書
」
を
第
一
に
収
集
す
る
こ
と
に
努
め
、
購
入
は
も
と
よ
り
自
身

所
有
の
図
書
を
始
め
、
友
人
、
知
己
に
図
書
の
寄
贈
を
呼
び
か
け
た
結
果
、
文
庫
設
立
当
初
に
は
お
よ
そ
一
万
五
千
冊
に

達
し
た
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
以
前
の
木
版
本
が
今
後
入
手
困
難
に
な
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
蒐
集
に
力
を
注
い
だ
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
多
く
の
寄
贈
を
国
内
外
の
関
係
者
に
募
っ
た
結
果
、
大
正
三
年
に
印
刷
発
行
さ
れ
た
「　
　

北

駕
文
庫
蔵
書
畧
目
録　
（
第
一
巻
）」
に
は
、
約
三
万
一
千
冊
（
外
国
書
、
雑
誌
類
含
ま
ず
）
と
倍
増
し
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
、『
道
神
足
無
極
変
化
経
巻
第
四
』
一
帖
も
こ
の
よ
う
な
収
集
過
程
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
北
駕
文
庫
に

収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現
状
で
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
一
帖
だ
け
が
『
北
駕
文
庫
』
に
も

た
ら
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
残
さ
れ
た
記
録
類
の
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と

で
、
本
書
の
収
蔵
過
程
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　　
　
　
　

二
―
二　
『
道
神
足
無
極
変
化
経
』
に
つ
い
て

私立

行
啓

紀
念
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本
資
料
の
内
容
は
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
第
八
巻　

２
４
８
頁
）
に
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

本
経
は
、
仏
、
忉
利
天
に
於
て
そ
の
母
を
教
化
せ
ら
れ
し
こ
と
を
記
し
、
雑
阿
含
経
十
九
・
三
。
増
一
阿
含
三
六
・
五
、（
中

略
）
等
を
背
景
と
し
て
現
は
れ
た
も
の
で
、
其
等
が
母
后
を
肉
体
的
な
母
と
す
る
の
に
対
し
、
本
経
は
精
神
的
な
即
ち

般
若
波
羅
蜜
を
仏
の
生
母
と
し
、
斯
く
て
大
乗
経
観
の
立
場
に
於
け
る
菩
薩
行
と
そ
の
神
変
を
説
く
も
の
に
し
て
仏
昇

忉
利
天
為
母
説
法
経
の
異
訳
で
あ
る
。
唯
そ
れ
に
附
加
せ
ら
る
ゝ
点
は
、
月
氏
天
子
の
問
答
後
に
、
仏
が
忉
利
天
・
舎

衛
城
・
毘
舎
離
城
・
波
羅
奈
城
で
同
時
説
法
せ
ら
る
ゝ
神
変
不
思
議
に
目
連
が
奇
異
を
感
じ
、
仏
前
に
偈
を
以
て
是
れ

を
讃
ず
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　

本
来
は
、
宋
版
一
切
経
に
お
い
て
は
四
巻
で
右
の
よ
う
な
内
容
の
仏
典
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
北
駕

文
庫
』
に
は
最
終
巻
の
巻
四
の
一
帖
の
み
が
所
蔵
さ
れ
る
。
宋
版
一
切
経
は
「
天
地
玄
黄
」
で
始
ま
る
千
字
文
が
付
さ
れ

た
経
箱
に
収
蔵
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
本
書
の
内
題
な
ど
に
記
さ
れ
る
「
被
」
は
千
字
文
の
百
三
十
八
番
目
「
化

被
草
木
」（
傍
線
筆
者
）
の
「
被
」
に
該
当
す
る
箱
の
番
号
で
あ
る
。

　

こ
の
番
号
は
、
現
存
す
る
宋
版
一
切
経
に
お
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
東
禅
寺
版
（
一
部
開
元
寺
版
を
含
む
）
の
醍
醐

寺
蔵
の
記
載
と
一
致
す
る
（
３
）。
つ
ま
り
、
醍
醐
寺
蔵
宋
版
一
切
経
の
第
百
三
十
八
函
も
や
は
り
「
被
」
函
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
『
道
神
足
無
極
変
化
経
巻
』
を
始
め
、『
仏
昇
忉
利
天
為
母
説
法
経
』
三
巻
も
収
納
さ
れ
て
お
り
、
先
の
『
仏
書
解

説
大
辞
典
』
の
解
説
通
り
、
両
者
は
関
連
あ
る
経
典
で
あ
り
、
同
一
の
経
箱
に
収
蔵
す
る
の
が
一
般
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、
本
資
料
は
、
開
元
寺
版
の
宋
版
一
切
経
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
一
切
経
と
は
何
か
、
ま
た
、
宋
版
一
切
経
の
種

類
と
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
や
数
、
現
存
す
る
寺
院
と
そ
の
状
態
な
ど
、
そ
れ
に
関
連
し
た
事
項
に
つ
い
て
煩
を
厭

わ
ず
紹
介
す
る
。

　
　
　
　

二
―
三　

一
切
経

　

一
切
経
と
は
、
経
・
律
・
論
の
仏
典
に
中
国
成
立
の
仏
典
注
釈
書
も
加
え
て
一
定
の
秩
序
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
（
４
）。
そ
れ
も
中
国
で
は
八
世
紀
に
『
開
元
釈
教
録
』（
一
千
七
十
六
部
、五
千
四
十
八
巻
）
が
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
さ
れ
、
後
に
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』（
一
千
二
百
五
十
八
部
、
五
千
三
百
九
十
巻
）
が
作
成
さ
れ
た
。
以
後
、
こ
れ
ら

の
目
録
に
よ
っ
て
一
切
経
が
作
成
さ
れ
、
中
国
に
限
ら
ず
、
日
本
で
も
書
写
事
業
が
行
わ
れ
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

存
の
目
録
や
一
切
経
と
呼
ば
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
経
典
の
点
数
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

（
５
）。

　
　
　
　

二
―
四　

宋
版
一
切
経

　

当
初
、
一
切
経
は
書
写
さ
れ
て
来
た
が
、
中
国
で
は
宋
代
（
一
部
、
元
代
に
入
っ
て
も
続
く
）
に
入
り
、
都
合
五
度
の

一
切
経
の
開
版
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
宋
版
一
切
経
と
呼
ん
で
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宋
版
一
切
経
に
つ
い
て
、

特
徴
や
通
称
、
巻
数
な
ど
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
（
６
）。
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１
．
蜀
版
（
開
宝
蔵
）
９
７
２
―
９
７
７
年 

 

六
六
二
〇
余
巻

中
国
で
は
十
世
紀
北
宋
時
代
に
皇
帝
太
宗
に
よ
り
勅
版
一
切
経
が
完
成
し
、
こ
れ
以
降
、
書
写
で
は
な
い
印
刷
に
よ
る

一
切
経
が
数
度
に
渡
っ
て
作
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
初
め
の
も
の
は
雕
造
さ
れ
た
土
地
の
名
を
つ
け
て「
蜀
版
一
切
経
」

と
い
う
。
こ
の
蜀
版
は
巻
子
本
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。

２
．
東
禅
寺
版
（
崇
寧
蔵
）
１
０
８
０
―
１
１
１
２
年 

六
一
〇
八
帖

十
一
世
紀
後
半
に
福
州
閩
県
の
東
禅
等
覚
院
で
上
梓
さ
れ
た
た
め
東
禅
等
覚
院
版
（
後
に
東
禅
寺
）
ま
た
は
「
福
州
版
」

と
も
称
さ
れ
る
。
東
禅
寺
版
以
降
は
、
折
本
装
と
な
っ
て
お
り
、
表
紙
は
紺
色
の
帙
表
紙
、
金
字
で
表
題
・
千
字
文
を

記
す
。
折
目
の
版
心
に
略
経
名
、
巻
次
、
丁
数
、
刻
工
名
が
刻
ま
れ
る
。

３
．
開
元
寺
版
（
毘
盧
蔵
）
１
１
１
２
―
１
１
５
１
年 

六
一
三
二
帖

東
禅
寺
版
と
同
じ
福
州
閩
県
の
開
元
寺
で
開
版
。
開
元
寺
の
歴
代
住
持
が
勧
進
僧
と
な
り
助
縁
を
募
っ
た
た
め
、
巻
末

に
施
財
刊
記
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
が
、
東
禅
寺
版
と
の
違
い
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

日
本
に
現
存
す
る
宋
版
一
切
経
の
福
州
版
は
東
禅
寺
版
と
開
元
寺
版
の
混
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

４
．
思
渓
版
（
円
覚
蔵
）
１
１
２
６
―
１
１
３
２
年 
五
四
八
〇
帖
（
後
、
四
五
〇
帖
増
補
）

十
二
世
紀
に
王
永
従
一
族
の
菩
提
所
と
し
て
創
建
さ
れ
た
思
渓
円
覚
院
に
お
い
て
雕
造
さ
れ
た
。
一
族
に
よ
り
開
版
さ

れ
た
た
め
施
財
刊
記
が
な
く
、
版
心
が
紙
の
継
ぎ
目
の
た
め
見
え
な
い
の
が
思
渓
版
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
表
紙
は

黄
表
紙
に
墨
書
で
題
、
千
字
文
を
記
載
す
る
。

５
．
碩
砂
版　

１
２
１
６
―
１
２
７
２
年 

 

六
三
六
二
帖
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十
三
世
紀
の
南
宋
・
蘇
州
の
碩
砂
延
聖
院
で
雕
造
さ
れ
た
。
し
か
し
、
途
中
延
聖
院
の
罹
災
な
ど
に
よ
り
中
断
し
つ
つ
、

十
四
世
紀
、
元
代
に
な
っ
て
追
雕
が
実
施
さ
れ
て
完
成
し
た
。
体
裁
は
折
本
装
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
が
、
表
紙

は
茶
・
赤
褐
色
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
通
り
、
中
国
宋
時
代
に
は
五
度
に
わ
た
り
一
切
経
の
開
版
事
業
が
あ
り
、
中
国
国
内
は
も
と
よ
り
周
辺
の
朝
鮮
・

日
本
な
ど
に
多
く
輸
入
さ
れ
、
独
自
に
雕
造
が
行
わ
れ
る
な
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
単
独
で
雕
造

さ
れ
た
別
種
版
の
存
在
も
知
ら
れ
て
い
る
。
体
裁
も
当
初
の
巻
子
装
か
ら
折
本
装
に
変
更
さ
れ
、
表
紙
の
色
・
形
式
も
そ

れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
一
切
経
と
言
っ
て
も
、
思
渓
版
の
約
五
九
〇
〇
巻
か
ら
蜀
版
の
約
六
六
〇
〇
巻
ま
で
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

　　
　
　
　

二
―
五　

日
本
に
お
け
る
宋
版
一
切
経
の
輸
入

　

日
本
に
始
め
て
宋
版
一
切
経
が
輸
入
さ
れ
た
の
は
、
平
安
時
代
末
期
の
鳥
羽
殿
経
蔵
の
福
州
版
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
鎌
倉
時
代
に
は
多
数
の
宋
版
一
切
経
が
も
た
ら
さ
れ
、
畿
内
は
も
と
よ
り
東
北
、
関
東
か
ら
九
州
に
至
る
全
国
各

地
の
寺
社
に
納
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
総
数
は
、五
十
蔵
以
上
、確
実
な
も
の
に
絞
れ
ば
四
十
三
蔵
に
の
ぼ
っ
た（
７
）。

　

例
え
ば
、
京
都
・
栂
尾
高
山
寺
に
も
、
宋
版
一
切
経
が
施
入
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
建
長
年
間
書
写
と
さ
れ
る
『
高

山
寺
聖
教
目
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
（
一
オ
）
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高
山
寺
聖
教
目
録

　
　

一
切
経
二
部
之
内

　
　
　

一
部
唐
本　

納
西
経
蔵　
　
　
　

刑
部
入
道
渡
進　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　
　
　

一
部
納　
　

東
経
蔵　
　
　
　
　

宰
相
僧
都
眞
遍
之
進

　

右
の
傍
線
で
示
し
た
、「
唐
本
」
と
あ
る
の
が
、
宋
版
一
切
経
で
あ
り
福
州
版
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

東
経
蔵
の
一
切
経
は
宰
相
僧
都
眞
遍
寄
進
の
書
写
本
で
あ
っ
た
と
す
る
（
８
）。

　

さ
ら
に
、
近
時
、
愛
知
県
知
多
郡
の
岩
屋
寺
所
蔵
の
思
渓
版
一
切
経
が
、
少
な
く
と
も
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀

中
頃
ま
で
は
、
高
山
寺
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
高
山
寺
の
よ
う
な

そ
れ
ほ
ど
規
模
の
大
き
く
な
い
寺
院
に
も
、
あ
る
時
期
三
蔵
も
の
一
切
経
（
内
、
二
蔵
は
宋
版
）
が
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
、

当
時
に
お
け
る
一
切
経
、
と
り
わ
け
最
新
の
宋
版
一
切
経
の
輸
入
が
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
９
）。

　
　
　
　

二
―
六　

現
存
宋
版
一
切
経
と
本
資
料
と
の
関
係

　

今
回
紹
介
す
る
『
道
神
足
無
極
変
化
経
巻
第
四
』
は
、
刊
記
が
「
福
州
管
内
衆
縁
就
開
元
禅
寺
雕
造
毘
廬
大
蔵
経
」
に

始
ま
り
「
靖
康
元
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
開
元
寺
版
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
刻
工
名
も
先
行
研
究
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
名
称
と
ほ
ぼ
一
致
す
る　　

。

　

前
節
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
五
十
蔵
以
上
、
少
な
く
と
も
四
十
三
蔵
が
日
本
に
請
来
さ
れ
て
い
る
が
、
日

（
10
）

078



◉資料紹介　北駕文庫蔵『道神足無極変化経　巻第四』

本
に
現
存
す
る
宋
版
一
切
経
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る　
　
。　

１　

中
尊
寺
（
岩
手
）　
　
　

開
元
寺
版
（
東
禅
寺
版
・
思
渓
版
混
合
）　

約
二
一
〇
帖

２　

最
勝
王
寺
（
茨
城
）　
　

思
渓
版
（
東
禅
寺
版
・
開
元
寺
版
混
合
・
天
海
版
三
四
〇
）　

五
五
三
五
帖

３　

喜
多
院
（
埼
玉
）　
　
　

思
渓
版
（
碩
砂
版
三
九
・
元
普
寧
寺
版
一
七
八
九
・
南
宋
補
写
三
三
・
江
戸
写
本
一
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

混
合
）　

四
六
八
六
帖

４　

増
上
寺
（
東
京
）　
　
　

思
渓
版　

五
三
五
六
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
も
と
菅
山
寺
（
滋
賀
）
に
あ
っ
た
が
、
慶
長
一
八
年
（
１
６
１
３
）
に
移
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
お
、
一
帖
の
み
菅
山
寺
に
思
渓
版
が
現
存
。

５　

称
名
寺
（
神
奈
川
）　
　

東
禅
寺
版
・
開
元
寺
版
混
合　

三
二
三
六
帖

６　

岩
屋
寺
（
愛
知
）　
　
　

思
渓
版
（
和
版
一
一
〇
・
写
本
一
九
五
）　

五
四
六
三
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
も
と
高
山
寺
、
宝
徳
三
年
（
１
４
５
１
）
、
岩
屋
寺
に
移
さ
れ
る
。

７　

本
源
寺
（
愛
知
）　
　
　

東
禅
寺
版
一
八
六
一
・
開
元
寺
版
二
五
五
・
思
渓
版
五
四
・
和
版
等
混
合　

二
二
二
九
帖

８　

長
瀧
寺
（
岐
阜
）　
　
　

思
渓
版　

三
七
五
二
帖

９　

教
王
護
国
寺
（
京
都
）　

東
禅
寺
版
（
開
元
寺
版
五
五
七
・
和
版
七
・
写
本
一
八
帖
混
合
）　

六
〇
八
七
帖

10　

醍
醐
寺
（
京
都
）　
　
　

東
禅
寺
版
（
大
般
若
経
六
五
五
帖
は
開
元
寺
版
混
合
）　

六
〇
九
六
帖

11　

知
恩
院
（
京
都
）　
　
　

開
元
寺
版
（
東
禅
寺
版
九
七
八
・
江
戸
写
本
五
一
帖
混
合
）　

五
九
六
九
帖

12　

南
禅
寺
（
京
都
）　
　
　

宋
版
（
東
禅
寺
・
開
元
寺
）
・
元
普
寧
寺
版
・
高
麗
版
・
和
版
混
合
）　

五
八
二
二
帖

（
11
）
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13　

興
福
寺
（
奈
良
）　
　
　

思
渓
版
・
碩
砂
版
・
祥
符
寺
版
混
合　

四
三
五
四
帖

14　

唐
招
提
寺
（
奈
良
）　
　

思
渓
版
四
三
〇
・
碩
砂
版
一
〇
二
・
南
宋
単
刻
八
三
・
和
版
二
〇
混
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
四
九
四
帖
（
和
版
五
部
大
乗
経
二
六
九
帖
含
む
）

15　

長
谷
寺
（
奈
良
）　
　
　

思
渓
版
二
二
二
二
・
写
経
四
五
七
・
和
版
八
七　
　

二
七
六
六
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
も
と
久
米
田
寺
、
の
ち
明
応
六
年
（
１
４
９
７
）
に
長
谷
寺
に
移
さ
れ
る
。

16　

西
大
寺
（
奈
良
）　
　
　

思
渓
版
五
九
八
・
碩
砂
版
五
九
六
・
南
宋
単
刻
二
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
元
版
一
切
経
も
現
存
し
、
東
禅
寺
版
一
三
帖
・
思
渓
版
九
八
帖
・
碩
砂
版
一
帖
が
混
合

17　

金
剛
峯
寺
（
和
歌
山
）　

東
禅
寺
版
（
思
渓
版
四
四
三
・
和
版
二
〇
・
日
本
補
写
一
帖
）　

三
七
五
〇
帖

18　

宮
内
庁
書
陵
部
（
東
京
）
東
禅
寺
版
・
開
元
寺
版
混
合
・
補
写　
　

六
二
六
四
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
も
と
法
華
山
寺
、
の
ち
石
清
水
八
幡
宮

　

右
に
あ
げ
た
一
覧
が
、ま
と
ま
っ
た
分
量
と
し
て
日
本
に
現
存
す
る
宋
版
一
切
経
で
あ
る
。そ
の
中
で
、本
学
所
蔵
の『
道

神
足
無
極
変
化
経
』
と
同
じ
開
元
寺
版
が
含
ま
れ
て
い
る
一
切
経
は
、
順
に
２
、５
、７
、
10
、
11
、
12
、
18
（
醍
醐
寺
蔵

本
は
除
く
）
で
あ
っ
て
、
全
体
か
ら
見
る
と
現
存
す
る
寺
院
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
も
と
も
と
四
十
三
蔵
以

上
請
来
さ
れ
た
宋
版
一
切
経
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
罹
災
や
戦
乱
、
自
然
災
害
等
を
経
て
、
結
果
的
に
十
八
に
減
じ
て

い
る
の
で
、
現
状
で
は
本
学
『
北
駕
文
庫
』
所
蔵
の
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て
確
実
な
手
掛
か
り
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ

れ
以
外
の
宋
版
一
切
経
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
由
来
す
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
日
本
国
内
に
限
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア

に
宋
版
一
切
経
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
本
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、『
北
駕
文
庫
』
内
の
蔵
書
収
集
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過
程
の
更
な
る
調
査
と
国
内
外
に
お
け
る
宋
版
一
切
経
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
、
繁
閑
整
わ
ず
未
解
明
の
部
分
も
多
い
。
本
稿
の
主
眼
は
本
学
『
北
駕
文
庫
』
所
蔵
の
資
料
紹
介
で
あ
り
、
本
資

料
の
来
歴
に
関
す
る
事
項
な
ど
は
、
こ
れ
以
上
の
検
討
材
料
に
乏
し
い
た
め
他
日
を
期
し
た
い
。

﹇
注
﹈

１
．
徳
永
良
次
「
北
駕
文
庫
蔵
書
目
録
稿
　
―
「
宗
教
書
之
部
」
の
古
写
本
・
古
刊
本
（
一
）
―
」（「
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
」
第
４
号
、

１
９
９
５
年
）

２
．
北
駕
文
庫
『
行
啓
／
紀
念
北
駕
文
庫
蔵
書
畧
目
録
（
第
一
巻
）』
見
開
き
、
浅
羽
靖
の
設
立
趣
意
に
よ
る
。

　
　
ま
た
、『
北
駕
文
庫
』
を
知
る
に
は
、
以
下
の
文
献
も
有
用
で
あ
り
、
本
稿
で
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
和
泉
田
正
宏
「
北
駕
文
庫
研
究
序
説
（
上
）」（「
北
の
文
庫
」
第
26
号
、
北
の
文
庫
の
会
、
平
成
十
年
）

　
　
中
嶋
健
一
『
北
海
学
園
の
父

　
浅
羽
靖
』（
非
売
品
、
学
校
法
人
北
海
学
園
、
昭
和
四
十
四
年
）

３
．
総
本
山
醍
醐
寺
『
醍
醐
寺
蔵
宋
版
一
切
経
目
録
』（
総
本
山
醍
醐
寺
、
汲
古
書
院
、
２
０
１
５
）

４
．
大
塚
紀
弘
「
宋
版
一
切
経
の
輸
入
と
受
容
」（「
鎌
倉
遺
文
研
究
第
25
号
」、
吉
川
弘
文
館
、
２
０
１
０
年
）

５
．
沼
本
克
明
「
高
山
寺
の
一
切
経
と
請
来
版
経
」（「
平
成
二
十
一
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
」、
平
成
22
年
）

６
．（
財
）元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
豊
山
長
谷
寺
拾
遺

　
第
四
輯
之
一

　
宋
版
一
切
経
』（
総
本
山
長
谷
寺
文
化
財
等
保
存
調
査
委
員
会
、

２
０
１
１
年
）
を
元
に
適
宜
、
山
本
信
吉
『
古
典
籍
が
語
る

　
―
書
物
の
文
化
史
―
』（
八
木
書
店
、
２
０
０
４
年
）、
注
４
の
大
塚
紀

弘
２
０
１
０
な
ど
を
参
考
に
改
変
し
た
。

７
．
注
４
、
49
頁

８
．
注
５
沼
本
論
文
。
17
頁
。
な
お
、『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
が
建
長
年
間
書
写
と
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、包
紙
の
記
述
に
よ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
書
か
れ
た
時
期
や
人
物
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
従
っ
て
、
正
確
な
書
写
年
代
は
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現
状
で
は
鎌
倉
時
代
中
期
頃
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と
思
う
。

　
　
ま
た
、
次
の
論
文
も
高
山
寺
と
宋
版
一
切
経
と
の
関
係
を
知
る
上
で
大
い
に
有
益
で
あ
る
。

　
　
大
塚
紀
弘
「
高
山
寺
の
明
恵
集
団
と
宋
人
」（「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
第
20
号
」、
２
０
１
０
年
）

９
．
上
杉
智
英
「
岩
屋
寺
蔵
思
渓
版
大
蔵
経
の
来
歴
」（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
67
巻
第
２
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
２
０
１
８
年
）

10
．
野
沢
佳
美
「
宋
版
大
蔵
経
と
刻
工
　
―
附
・
宋
版
三
大
蔵
経
刻
工
一
覧
（
稿
）
―
」（「
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
」
１
１
０
号
、平
成
11
年
）

　
　
た
だ
し
、
野
沢
論
文
で
は
「
陳
得
」
と
あ
る
が
、
本
資
料
で
は
「
陳
徳
」
と
し
、「
林
遠
」
が
な
い
な
ど
、
わ
ず
か
な
が
ら
刻
工
名
に

差
異
が
見
ら
れ
る
。

11
．
注
６
に
同
じ
。
な
お
、
数
帖
の
み
の
現
存
や
単
刻
の
宋
版
を
有
す
る
寺
院
等
は
除
外
し
た
。

　
　

三　

影
印

　
　
　
　

凡
例

１　

撮
影
は
短
時
間
・
単
独
の
限
ら
れ
た
条
件
で
行
な
い
、
資
料
保
存
を
最
優
先
と
し
た
た
め
折
本
装
の
折
の
ゆ
が
み
な

　
　

ど
が
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

２　

一
画
像
あ
た
り
、
三
面
を
基
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
の
連
続
す
る
部
分
を
１
行
程
度
残
し
て
あ
る
。

３　

紙
の
継
目
部
分
の
欄
外
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１． はじめに

　日本語におけることばの性差については，社会言語学やジェンダー言語学の

分野で研究の蓄積が数多く存在する（井手（編）1997，中村 2010など）。しかし，

それらの多くは小説やマンガに書かれた台詞や，ドラマ等の台詞を文字起こし

したもの，雑誌の記述などが研究の資料となっている。つまり，あくまでも文

字上にあらわれた情報のみが分析の対象となっているということである。自発

的な音声言語をもとにした研究も存在するが（陳 2013），分析に用いているの

は基本的に文字起こししたデータである。

　それに対し，文字情報や文字起こししたデータにはあらわれない，音声言語

のプロソディー特徴などを扱った研究は少ない。その理由は，音声には調音器

官の性差が大きく影響するためであると考えられる。どこまでが器質的な男女

差で，どこからが社会習慣的なジェンダーの差であるかを，音声の情報のみか

女性声優の演技音声にあらわれる
ジェンダーの表現

―母音フォルマントに着目して―

丸島　歩

［論文］
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ら区別することは難しい。第２章で述べるが，音声の生理的な要因に起因する

性差については，古くから研究が行われている。本研究は，調音器官の性差で

はなく，社会的な差について扱いたいと考えている。すなわち卑近な表現をす

れば，男女で話し方がどのように異なるかということに焦点を当てたい。

　そこで本研究では，日本のアニメーションでは女性声優が男性の役柄を演じ

る場合があることに着目し，同一の女性声優が演じた女性役の音声と男性役の

音声を比較するという方法をとることにした。同一話者が発話した音声であれ

ば，調音器官の差異の影響を考慮する必要がないためである。

　外国映画の日本語吹き替えやアニメーション等のアテレコでは，女性声優が

男性役を演じる場合がある。以前から少年役は女性が演じることは少なくな

かったが，これは女性の声域が少年のものに近い１と考えられたためである２。

また，その役柄が作中で成長して成人した後も同じ声優が演じるケースも見ら

れる３。1990年代からは登場時にすでに変声期を迎えていると考えられる役柄
４も，女性声優が演じるケースが見られるようになった。日本のアニメーショ

ン作品において，初登場時に高校生以上の主要男性キャラクターを初めて女性

声優が演じたのは 1992年のことであると考えられ，「宝塚の男役のような華の

ある感じの中性的な役」を意図してキャスティングされたと述べられている

（Mynavi Corporation online）。それ以後も複数の女性声優がアニメーション作

品で男性役を演じている（nijimen online）。少なくともフィクションの世界で

は女性声優による男性役音声が受け入れられていると言えるだろう５。

　もちろん，女性声優が演じる男性役の音声と現実の男性の発話は全く同じも

のではない。また，演技の音声の表現は自然発話とは異なる。しかし，小説や

マンガなどの文字による表現においても，フィクションのことばが現実におけ

ることばの性別のイメージを形作っているという指摘がある（中村 2010）。ま

た，金水（2003）では，「～てよ」「～だわ」のような特徴的な女性専用表現は次
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第に若い人を中心に用いられなくなっているものの，役割語６としての女性語

はフィクションの世界で再生産され，知識として強化されていくと述べている。

音声言語においてもフィクション，つまり演技の音声表現が現実の性別のイ

メージを反映している面があると考える。

２．先行研究

　音声の性差に関する研究は，医学や音響学などの分野でかなり古くから行わ

れている。例えば，飯田（1940）は成人男女，大学生（男子），中等学校生７（男女），

小学生（男女），乳幼児の声の高さについての比較を行っている。平均律の音

階を基準として８，ピアノやオルガンを用いて声域下界９，談話音 10，下向性声

律堺 11，上向性声律堺 12，声域上界 13，声域 14，中間声域 15，声域中位 16につ

いて調査している 17。成人女性の談話音は平均値，最頻値，中央値ともに gis，

すなわち 205.29Hzであった。成人男性の談話音は平均値，最頻値，中央値と

もに A，すなわち 108.75Hzであった。男子大学生の談話音の高さも成人男性

とほとんど差はなく，平均値と最頻値は A，中央値は Ais（115.22Hz）であった。

また，男子中等学校生はその期間に変声期により声域が大きく変化し，談話音

においては変声期前で平均値と中央値が a（217.50Hz），最頻値が gisで女子 18

と大きな差はないが，変声期後は平均値，中央値，最頻値ともに cis（129.33Hz）

で，成人男性とかなり近い値にまで下がっている。

　服部ほか（1957）では，日本語の５母音のフォルマントについてソナグラム

の目視によって男女ともに計測が行われており，第１～３フォルマントまでが

示されている。第３フォルマントについては，一部女性のものが計測できない

ものもあった。しかし，おおむねどの母音についても，第１～３フォルマント

ともに女性のほうが高く，その差も女性のほうが 25％ほど高くなるという結
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果が得られた。

　ただし飯田（1940）も服部ほか（1957）も，扱っている要素は調音器官の生

理的な違いに起因する部分が大きいと言える。必ずしも男女の音声の社会的な

差，平たく言えば話し方の差を示しているとは言えない。飯田（1940）は小学

生や変声期前の中等学生についても男女差を比較しており，いずれも談話音は

女子のほうがやや高くなっている。しかし，声域中位についてもいずれも女子

のほうがやや高いことから，変声期前の談話音の男女差は声域の差によってあ

らわれたものであると解釈でき，そこから談話における声の高さに社会的な差

異を見出すことは難しい。

　音声言語が聞き手に男声に聞こえるか女声に聞こえるか，という観点では，

transsexual voice therapyへの応用の文脈での研究がある。櫻庭ほか（2003）では，

男性から女性への性転換を希望するMtFの音声を男声に聞こえるか女声に聞

こえるかを判定させ，その音声の基本周波数の範囲を検討している。80％以上

女声に聞こえた音声の基本周波数は 180～ 240Hzで，180Hz以下の場合は男

声だと判定されることが多くなった。ただし，180Hz以上でも男性の裏声であ

ると判断される場合があった。櫻庭ほか（2006）では「声の高さをあげる場合，

男性声をそのまま裏声にするのではなく，喉を絞るようにして地声の一番高い

ところを引き伸ばすようにするといい」と述べられていることから，女性らし

い音声に聞こえるためには，声の高さだけではなく発声の方法も重要だと考え

られる。また，櫻庭ほか（2006）では話者認識技術を用いて，男声度と女声

度を自動推定する装置を作成している。その際，声の高さに対応する logF0と，

声道形状の情報に相当するMFCC，つまりスペクトル包絡をパラメータとし

ている。作成されたモデルは，聴取実験による知覚的女声度との間で高い相関

がみられた。このシステムにより，声の女声度が数値化されて voice therapy

の clientの訓練の目安や励みになっているが，女性らしい話し方の判定はでき
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ないため，改良の余地があると述べている。櫻庭ほか（2003），櫻庭ほか（2006）

は男声・女声に知覚される音声の特徴を示すものであるが，それが直接「男性

らしい話し方」「女性らしい話し方」のイメージを示すものではない。

　柴田（2008）では，音声の音響的な特徴がどのように男声・女声知覚に寄与

しているかを，合成音声を用いて聴取実験を行っている。その結果，動的特徴

よりも静的特徴，特に平均基本周波数，スペクトル包絡の寄与が高いことが明

らかになった。ただし，静的特徴を固定して動的特徴を変化させた合成音声で

聴取実験を行ったところ，女声と判断された動的特徴を付加することで女声ら

しく知覚されるという結果が得られた。男声・女声知覚には静的特徴である平

均基本周波数とスペクトル包絡が大きな影響を与えており，次いで動的特徴で

ある基本周波数の変化と音韻長が影響を与えているということが明らかになっ

た。ただし，柴田（2008）の聴取実験で用いられているのは合成音声である。

ある程度網羅的な特徴を検証できているという点で貴重な分析ではあるが，合

成音声であることが結果にどのように影響したかをはかることはできない。ま

た，櫻庭ほか（2003），櫻庭ほか（2006）同様，この結果が音声言語の「男性

らしい」「女性らしい」というイメージを示しているものではない。

　ことばの性差については，第１章で述べたとおり，社会言語学の分野で多く

の研究がなされてきているが，小説やマンガ，映画やドラマの台詞など，文字

で書かれたものやそれを音声化したものがその研究対象の多くを占めている。

中には自然発話を扱ったものもあるが（陳 2013），文字起こしされたテキスト

が主に分析されており，音声的な特徴を充分に扱っているとは言いがたい。

　社会音声学的な観点から日本語の音声言語の性別の影響を観察した研究とし

て大原（1997）があるが，ここでは日本語が第一言語で英語に堪能な話者を被

験者とし，日本語と英語について会話と文を読み上げた際の平均基本周波数を

計測している。女性被験者でもっとも高かったのは日本語会話で，次に日本語
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文の読み上げ，次いで英語会話，英語文の読み上げという順序であった。それ

に対して，男性被験者ではこのようなパターンは見られなかった。この結果か

ら，声の高低は身体的構造だけでは説明できず，社会的要素が考慮されると考

えられる。続いて，第一言語が日本語の被験者に基本周波数を変化させた女性

話者による日本語の挨拶文を聞かせ，その印象について評価させた。被験者は，

基本周波数が高くなるほど，かわいらしさ，柔らかさ，やさしさ，親切さ，お

となしさ，上品さ，丁寧さ，きれいさの印象が強くなり，頑固，わがまま，強

さのイメージは弱くなると答えた。また，女性被験者は声が高くなるほどその

声の持ち主が頭が悪く，リーダーシップが欠けると答えたという傾向が示され

たのに対し，男性被験者は基本周波数が高いほど頭が良いという印象を持つと

いう結果が示された。以上のことから，日本文化では高い声が女性に望ましい

とされる社会的意味が内包されており，女性は高い声で発話することでそのイ

メージを投影していると考えられる。

　これらを受けて筆者自身は，丸島（2020a）で女性声優の演技音声を用いた

分析を行っている。ただしここで扱ったのは基本周波数が中心で，それ以外の

音響的特徴については分析の対象としていない。分析の結果，男性役の音声は

中央値が 209.3Hzで，女性役の音声は中央値が 262.6Hzであるのに比較して基

本周波数が有意に低くなっていた。しかし男性役の音声は飯田（1940）の結果

と比較すると，女性音声の平均的な高さ（205.29Hz）と相違なかった。むしろ

女性役音声のほうが，女性の音声の平均的なピッチよりもかなり高く表現され

ていた。これは分析対象が演技音声であるため，ピッチレンジが広くなった結

果であると考察している。また，男性役音声ではピッチが自然減衰する発話末

でささやき声にすることで，生理的に出せる範囲を超えて低く聞こえるような

方略を用いている可能性を指摘している。
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３．目的

　本研究の目的は，同一の女性声優が演じる男性役と女性役の音声を比較する

ことで，性別のイメージが音声にどのように反映されるか明らかにすることで

ある。前述のとおり，大局的な基本周波数については丸島（2020a）で扱っている。

本研究では，音声の性別的な印象を聴取実験で明らかにしたのち，分節音，特

に母音の音色に注目したい。母音フォルマントを計測することで，それぞれの

性別のイメージに近づけるためにどのような操作が行われているのかを明らか

にしたい。

４．聴取実験

　母音フォルマントに関して音響実験を行う前に，それぞれの役柄の音声がど

れくらい役柄の性別と一致しているのかについて見るために，聴取実験を行う

こととした。

　４－１．方法

　４－１－１．音声資料

　音声は，丸島（2020a）と同様，市販のオーディオ CD
19に収録されている音

声ドラマ部分から得た。この CDを分析対象とした理由は，ここに収められて

いる音声ドラマが同一の女性声優が若い男性と女性の役柄を演じていることに

ある。生理的な制約を排除して役柄の性別と音声表現の関連を観察できると考

えたためである。

　音声ドラマの内容は表１のとおりである。主要な役である若い男女を声優・

俳優の緒方恵美氏が演じており，それ以外の人物が登場する場合はほかの声優
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が演じている。ストーリーはそれぞれ独立しており，それぞれの主要人物も異

なる人物であると考えられる。

　４－１－２．聴取実験の手順

　被験者に対し，まずそれぞれのトラックをスピーカーを通して聞かせ，その

後で登場人物の音声がどれくらい女性らしく聞こえたかについて，５件法で回

答してもらった。ただしトラック６は 3fが独り言や売り子としての応対とい

うやや特殊な発話が多いこと，3mの発話量が非常に少ないことからここでの

調査対象からは外している。

　被験者は 14名の大学生であり，全員が日本語母語話者である。

　４－２．結果

　それぞれの役柄についての回答の平均をまとめたものが以下の図１である。

トラック タイトル 登場人物 概要

２ Short StoryⅠ
若い男女カップル１組 室内でクリスマスツリーの飾りつ

けをしながら，男性が子どもの頃
の思い出話をする。

４ Short StoryⅡ

友人関係の若い男性と女性，
飲食店のマスター（異なる声
優が演じている）

友人同士の男女がクリスマス・イ
ブに飲食店で会って話している。
女性は自分の恋愛がいつも長続き
しないことを嘆く。男性はそれを
慰め，自分が女性に好意を寄せて
いることを告白する。

６ Short StoryⅢ

若い男女カップル 1組，
ケーキの街頭ショップの客・
計４名（異なる声優が演じて
いる）

クリスマスケーキの売り子をして
いる女性が，なかなかケーキが売
れないためにデートの約束の時間
になってもそこから動くことがで
きない。落ち込んでいるところに，
恋人の男性が迎えに来る。

表 1　分析対象の音声ドラマ
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1fと 2fが 1mや 2mよりも女性らしく聞こえていることから，役柄の性別が聴

覚印象上も区別されていることがわかる 20。また，1mと 2mでは女性らしさ

の判定にほとんど違いが見られないが，1fと 2fでは 1fのほうがより女性らし

いと判断されている。丸島（2020b）では同じ資料を用いて役柄の性格印象に

関する聴取実験も行っているが，1fは 2fに比べて外向性，情緒不安性が低く，

勤勉性と協調性が高いという結果が得られている。性格印象と女性らしさの印

象に何らかの関連があると考えられるが，これは本研究の目的とするところで

はないため，本稿では考察の対象とはしないこととする。

５．音響実験

　５－１．方法

　５－１－１．母音フォルマントについて

　母音のフォルマント周波数は，共鳴管の断面積を舌や唇によって狭めること

図 1　役柄ごとの女性らしさの印象
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によって変化する。大まかに言うと F1（第１フォルマント）が舌の高さや開

口度，F2（第２フォルマント）が舌の前後によって変化し，それによってあ

る程度母音の同定ができると考えられている。しかし，同じ母音でも話者によっ

てフォルマント周波数は異なり，男性より女性，女性より子供のほうがおおむ

ね高い傾向にある（服部ほか 1957，ケント &リード 1996, p108-9）。このこと

から，本研究は同一の話者が発した音声であっても，役柄の性別によってフォ

ルマントを変化させている可能性が考えられる。フォルマントが変化している

場合，具体的な操作としては舌の位置や開口度等を変化させていると推測でき

る。

　５－１－２．音声資料

　音声資料は４－１－１で示したものと同じである。ただし，この音声資料に

あらわれる母音のすべてを計測したわけではない。計測する母音の選定基準に

ついては，次の５－１－３節にて述べる。

　５－１－３．解析の手順

　オーディオ CDに収録されている音声は通常，周波数 44100Hz，量子化

16bitのステレオで収録されており，この分析資料 CDも同様である。分析の

際にはステレオの２チャンネルを分割し，分析対象の音声がより高い音圧で収

録されているチャンネルを分析の対象としている 21。分析に支障がある部分に

ついては分析対象から除外した。例えば効果音が重畳していて解析に耐えられ

ない場合や，台詞同士が重なり合っている場合である。本研究では言語音のみ

を対象としているため，言語表現を伴わない笑い声等も分析の対象から外して

いる。また，本発表では母音フォルマントを分析の対象としているため，母音

連続や半母音に隣接している母音など，前後の音環境の影響を大きく受けてい
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る母音についても分析の対象から外し，安定して観察できるものを用いた。解

析には，音声解析ソフト Praat ver.5.3を用いた。母音フォルマントの定常的な

部分について，Praatのフォルマントの自動検出機能と，スペクトログラムの

目視の摺り合わせを行って，第１～３フォルマントを計測した。

　５－２．結果

　計測した母音の数は，/a/が女性役 66個・男性役 45個，/i/が女性役 18個・

男性役 19個，/u/が女性役 15個・男性役 26個，/e/が女性役 38個・男性役 21個，

/o/が女性役 32個・男性役 27個であった。

　それぞれの母音の第１～３フォルマントの平均値を，以下の図２に示す。第

１フォルマントについては /o/を除いてやや男性役音声のほうが高くなって

いる。特に /a/でその傾向が顕著である。第２・第３フォルマントについては，

おおむね女性役のほうが高い傾向が見られる。

図 2　各母音のフォルマント平均値
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　各母音の第１～第３フォルマントの役柄の性別間の平均値の差について，等

分散の検定（F検定，有意水準は５％とする）を行った上で，等分散性が認

められた場合はスチューデントの t検定（片側，有意水準は５％とする 22）を，

等分散性が認められない場合はウェルチの t検定（片側）を行った。その結果

が下の表２～４である。

母音 F検定の
p値

分散の
有意差 平均値の差の検定 t検定の

p値 平均値の有意差

/a/ p=0.03132 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.00590 男性役＞女性役

/i/ p=0.10081 スチューデントの t検定（片側） p=0.17047

/u/ p=0.06321 スチューデントの t検定（片側） p=0.18805

/e/ p=0.17579 スチューデントの t検定（片側） p=0.20036

/o/ p=0.07324 スチューデントの t検定（片側） p=0.44036

母音 F検定の
p値

分散の
有意差 平均値の差の検定 p値 平均値の有意差

/a/ p=0.00041 有意 ウェルチの t検定（片側） p<0.00001 男性役＜女性役

/i/ p=0.00189 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.25186

/u/ p=0.00266 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.00116 男性役＜女性役

/e/ p=0.07928 スチューデントの t検定（片側） p<0.00001 男性役＜女性役

/o/ p=0.21518 スチューデントの t検定（片側） p<0.00001 男性役＜女性役

表 2　第 1フォルマントの検定結果

表 3　第 2フォルマントの検定結果
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　以上から，第１フォルマントでは母音 /a/に限り，男性役音声のほうが有

意に高いという結果になった。第２フォルマントでは母音 /i/以外では女性役

音声のほうが有意に高いという結果が得られた。第３フォルマントでは母音

/a/,/i/,/e/では有意に女性役音声のほうが高く，母音 /u/では有意傾向があ

るという結果となった。

　さらに，第１～３フォルマントについて，服部ほか（1957）の成人男女の母

音フォルマントと比較した（図３,４）。服部ほか（1957）の母音図が本実験の

ものより大きいのは，服部ほか（1957）の音声が母音単独で発話されたもので，

本実験のデータが台詞の発話の中から抽出されたものであるためだと考えられ

る。前後にほかの音が位置している場合，舌などの調音器官の動きは小さくな

る。そこで，ここでは服部ほか（1957）と本実験のデータを直接比較すること

はせず，服部ほか（1957）のフォルマントの男女差と本実験の役柄の性別によ

る差の関係をそれぞれ比較したい。

　服部ほか（1957）では，第１～３フォルマントについて，およそ女性が男性

よりも 25％程度高くなっている。それに対して本研究の男性役と女性役では，

第２フォルマントや第３フォルマントはおおむね女性役のほうが高くなってい

るものの，第１フォルマントはむしろ男性役のほうが高くなっている 23。また，

母音 F検定の
p値

分散の
有意差 平均値の差の検定 p値 平均値の有意差

/a/ p=0.00044 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.00835 男性役＜女性役

/i/ p=0.03331 有意 ウェルチの t検定（片側） p<0.00001 男性役＜女性役

/u/ p=0.00824 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.05282 男性役≦女性役

/e/ p=0.00018 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.00040 男性役＜女性役

/o/ p=0.00085 有意 ウェルチの t検定（片側） p=0.18039

表 4　第 3フォルマントの検定結果
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第２フォルマントや第３フォルマントについても服部ほか（1957）のように女

性が比較的均等に高くなっているのではなく，母音の種類によってその差の大

きさに違いが見られた。

　本実験の第１フォルマントは /a/で男性役音声のほうが女性役音声より

13.2％高くなっており，服部ほか（1957）とは逆の傾向が観察された。そのほ

かの母音については，有意な差は認められなかったが，/o/以外では男性役音

声のほうが高いという結果が得られた。具体的には，/i/で 6.3％，/u/で 6.1％，

/e/で 5.2％男性役のほうが高くなっていた。/o/でのみ女性役音声のほうが

高いが，その比率はわずか 0.8％である。

　本実験の第２フォルマントはもっとも舌が前寄りに調音される /i/では有意

な差が見られず（有意差は見られないが女性役が 4.2％高い），もっとも後ろ寄

りに調音される /o/では女性役が 28.9％高くなっていた。そのほかの母音に

ついては /a/が 7.9％，/u/が 18.9％，/e/が 16.7％女性役で高くなっており，

やや /e/の差が大きいものの，おおむね調音位置が後ろ寄りであるほどその

差が大きくなっていると言える。

　第３フォルマントについては，/o/以外で有意に女性役音声のほうが高く

なっており，/a/で 7.9％，/i/で 11.4％，/u/で 5.8％，/e/で 8.9％高くなっ

ている。有意差のない /o/もわずか 3.6％であるが女性役音声のほうが高い。

以上のことから，本実験の演技音声では服部ほか（1957）のフォルマントの男

女差と比較して全体的に役柄の性差による差が小さく，差が顕著に見られるも

のからほとんど差が見られないものまで存在していたと言える。
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図３　母音の第１～２フォルマントの服部ほか（1957）との比較

図４　母音の第２～３フォルマントの服部ほか（1957）との比較
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６．考察

　服部ほか（1957）では，男性と女性それぞれの日本語５母音のフォルマント

が計測されているが，第１～３フォルマントはほとんどの母音で女性の音声の

ほうが男性の音声よりも高くなっていた。

　本実験の結果では，第２フォルマントでは女性役の音声のほうが高い傾向が

見られ，現実の男女差と類似している。第２フォルマントは舌の前後位置と対

応しており，舌位置が前寄りであるほど高くなる。今回観察した演技音声でも

舌位置を変化させることによって，役柄の性別の生理的な差が再現されている

と考えられる。

　これに対し第１フォルマントでは，役柄の性別によってほとんど差は見られ

なかった。ただし，母音 /a/のみは男性役音声の方が有意に高くなっていた。

これは現実の男女差とは逆の傾向を示している。本論文と同じ音声資料を用い

て基本周波数について分析した丸島（2020a）で，男性役音声は女性役音声よ

りも全体的に低く発話されていた。また，男性役音声では本来ピッチが自然減

衰する発話末で声帯振動が保てず，ささやき声で代用するといる方略が観察さ

れた。つまり，男性役では部分的に声優にとって生理的にかなり低い，発出に

労力を伴うような音声を用いて演技が行われており，それに伴って喉を下げる

という操作が行われていると考えられる。これによって第１フォルマントに対

応する共鳴腔の形状が変化し，男性役音声で第１フォルマントがむしろやや高

くなるという特徴が観察される原因となったと考えられる。

　第２フォルマントでは，実際の男女の音声と同様に女性役音声のほうが男性

役音声に比べて高くなるという傾向が観察された。第２フォルマントは舌の前

後位置によって変化し，舌が前寄りであるほど高くなる。男性役音声では後ろ

寄り，女性役音声では前寄りにすることで実際の男女差を再現していると考え
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られる。しかし，音声の実際の男女差とは異なり，第２フォルマントの上昇幅

は母音によって異なる傾向にあった。前舌母音である /i/は，あまり違いが見

られなかった。それに対して後舌母音である /o/は，実際の男女差と同程度

かそれ以上に大きな差が観察された。前舌母音では役柄の性別によって舌の前

後位置は大きく変わらず，後舌母音では大きく差をつけているということであ

る。言い方を変えれば，女性役音声では舌の前後の可動範囲は小さく，全体と

して前寄りで調音されており，男性役音声では舌の前後の可動範囲を大きく後

ろまでとっていると思われる。このことから，声優自身の性別とは役柄の性別

の異なる男性役よりも，声優自身の性別と一致する女性役の音声で舌の前後の

可動範囲に制限を与えていると推測できる。粕谷ほか（1968）によれば，年齢

が低い子どもほど音声のフォルマント周波数は高くなる。すなわち，フォルマ

ントの周波数が高いほど幼さやかわいらしい印象につながる可能性があり，こ

れを演出するために本実験の女性役音声では舌の前後の可動域に制限を加えて

いると考えられるのである。「女性が男性役を演じる」という，声優自身と大き

く離れた役柄を演じるケース（この場合は男性役）に注目しがちであるが，女

性役を演じる際にもあるイメージを付与するための方略が用いられていると言

えるだろう。

　第３フォルマントでも第２フォルマントと同様に女性役音声のほうが高く

なっている傾向が見られた。ただし，/o/や /u/などの後舌母音ではその差は

小さく，有意な差は見られなかった。第２フォルマントでは舌が後ろ寄りの母

音ほど役柄の男女による差が大きかったことと比較すると，第３フォルマント

では逆の傾向になっている。

　第１～３フォルマントの役柄の性別による差が，音声の実際の男女差と比較

してどのようになっているのかを，以下の表５に整理した。女性役音声の方が

有意に高くなっているものについては〇，その中でも 20％以上の差があるも
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のには◎を付した。有意な差は見られなかったものの５％以上の差があるもの

には△を付している。記号の中が黒く塗りつぶされているものは男性役音声の

ほうが女性役音声より高かったものである。

　上の表５を見ると，第１フォルマントでは実際の男女差と反対方向の差異が

あり，第２～３フォルマントで実際の男女差と同様の差異が見られるという傾

向が見られる。ただし，第２～３フォルマントの比率は一様ではなく，前寄り

の母音では第３フォルマントで区別できる要素が大きく，後ろ寄りの母音では

第２フォルマントで区別できる要素が大きい。舌が前寄りの母音では第２フォ

ルマントの差はあまり見られないが，これは女性役の音声が全体的に前寄りに

調音されているためであると考えられる。その分を第３フォルマントの差異で

補うことで，５母音の全てが役柄の性別によって明らかに区別されていると言

えるだろう。フォルマントが声道形状を反映していることから考えると，この

女性声優は第２～３フォルマントを変化させることで，男性の声道形状をある

程度再現していると言えるだろう。第２フォルマントは舌の前後位置によって

変化させられることから，舌位置を変えることが男性と女性の役柄の演じ分け

の方略の一つであると言える。ただし，第３フォルマントの変化はさまざまな

要因によって起こるため，どのような調音の変化が付けられているのかは，音

響情報からのみでは明らかにできない。

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/

F1 ● ▲ ▲ － ▲

F2 － 〇 〇 ◎ 〇

F3 〇 〇 〇 △ －

表５　役柄によるフォルマントの差異
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　前述したように，女性役音声では舌の前後の可動範囲があえて前寄りに狭め

られていると考えられる。男性より女性，大人より子どものフォルマントが高

い（粕谷ほか 1968）ことから，幼さやかわいらしさを表現するためであると

考えられる。もともと舌位置が前寄りである前舌母音ではこれ以上舌を前に寄

せて調音することができないため，/i/の母音は男性役と比してもそれほど第

２フォルマントが上昇しなかったのであろう。それに比べると後舌母音では男

性役音声との差が非常に大きくなっていた。本研究では女性声優の音声を分析

しており，「役柄と声優自身の性別が一致しない男性役をどのように演じている

のか」という点により注目していたが，実際には女性役を演じる際のストラテ

ジーにも注目すべき点がある。声優自身は女性であり，通常の調音方法とほと

んど変わらない発話をしてもその音声は女性の音声として認識される可能性が

高い。しかし，女性を演じる際にも調音にさまざまな操作が加えられている

と思われる。丸島（2020a）でも女性役音声は通常の女性の談話音声よりもか

なり高い基本周波数で話されていることを明らかにしているが，これも女性役

を演じる際のストラテジーの一つであると考えられる。第１章で「女性声優が

演じる男性役の音声と現実の男性の発話は全く同じものではない」と述べたが，

女性声優が演じる女性役の音声と，現実の女性の発話も異なるということであ

る。演技の音声表現が現実のイメージを反映しているとするなら，男性役だけ

ではなく女性役も同様に役柄に対するイメージを反映し，それが現実の音声の

特徴とは相違を生む場合もあり得る。特に本研究で分析した音声はアニメー

ションのアフレコを中心に活動している女性声優のものであり，デフォルメの

度合いが比較的大きい表現であると思われる。また，フィクションの言葉や音

声表現は，現実のイメージだけを反映するものではなく，読み手や聞き手の理

想を投影するという役割も担っていると考えられる。フィクションのキャラク

ターは多くの場合，消費する者に印象的で魅力的なものとして映るだろう。少
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なくとも，そのように意図される場合が多いと考えられる。その際，フィクショ

ンの言葉に反映されるのはその人物が持つ性別や年齢などのイメージだけでは

なく，それを消費する者にとって魅力的に感じられる要素も含まれるはずであ

る。本研究で扱った女性役の音声で言えば，高いピッチで前寄りに話された音

声はかわいらしく，場合によっては少し幼く聞こえる可能性が高い。中村（2001）

では，女学生のことばが上流階級の娘に広まっていったことを例に挙げ，その

普及の理由を「性の対象物として価値の高い女から始まったためにより広く普

及した」と述べている。丸島（2020a）や本研究で観察されたように，高く前

寄りに話される音声が女性の役柄のイメージであると同時に，実際の女性の音

声より子どもに近い（つまり若い）ゆえに女性のキャラクターとして魅力的に

感じられる音声なのであろう。大原（1997）でも，高い基本周波数を持つ女性

の音声がより女性として望ましい社会的意味が内包されていると分析している。

また，宇佐美（2006）は女ことばにおけるポライトネスの観点から，柔らかい

言い方をするなどの女ことばの使用原則について言及し，「そこには，日本社会

が暗に女性に強いているとも言える「理想の女性像」が具現されているのであ

る」と述べている。ここでの議論はフィクションのことばに限らず，むしろ現

実の言語使用を想定したものであると思われるが，「理想の女性像」が具現化さ

れている」のは社会が現実の女性に強いている女ことばに限らず，フィクショ

ンの世界にも投影されていると考える。フィクションのことばは第１章でも述

べたとおり，中村（2010）において，現実におけることばの性別のイメージを

形作っていると指摘されている。演技音声は現実とは異なるがゆえに，性別の

イメージをより強く具現していると考えられる。

　本研究で扱った音声は 1996年に発売された CDから取得した，20年以上前

のものであり，現在の価値観や美的感覚とは相違もあると思われるが 24，発表

された当時の男性や女性に対するステレオタイプのみならず，魅力的なキャラ
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クター像がどのようであったかを示していると言えるだろう。また，聴取実験

で女性役音声が男性役音声よりもより女性的であると判断されたことから，聴

取実験を行った 2020年において，少なくとも音声言語の性別のイメージと大

きくかけ離れたものではないと考える。

　本論文では母音フォルマントのみに注目して分析を行ったが，当然のことな

がら演技音声において母音のフォルマントだけで音声の性差が表現されている

わけではない。丸島（2020a）で観察されたように基本周波数の違いや，丸島

（2020b）で観察されたようにどのイントネーション型が多く用いられるのか

という点にも役柄の性別によって違いが見られる。さらに，音声の音響的な要

素だけでなく，発話内容や発話の形式，対話のやり取りにおけるふるまいもそ

の役柄の性別を聞き手に示す材料となるはずである 25。本論文で分析した母音

フォルマントはその一つの要素に過ぎないが，それでも明確に役柄の性差が音

響情報に表れていたと言えるだろう。

　本研究で観察したのは母音フォルマントの定常的な部分のみであり，母音

フォルマントが発話の中でどのように変化するのか，つまり母音のわたりにど

のような違いが見られるのかについては全く触れていない。柴田（2008）では

スペクトラルの変化は男声・女声知覚にあまり寄与していないという結果が出

ているが，合成音声の影響を考慮する必要があるし，「聞き手が何を手がかりに

音声を男声と知覚するか女声と知覚するか」と「性別のイメージはどのように

音声に表現，投影されるのか」では観点が異なる。ただし，母音のわたりを正

確に比較するためには発話内容がほぼ同じ音声資料を観察する必要がある。本

研究では市販の音声ドラマを用いたためにこれ以上のことを検証することはで

きず，より詳細な分析のためには条件を統制した音声資料が必要となる。
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７．展望

　同一の女性声優が演じた男性役と女性役の音声の母音フォルマントの比較を

行った。本研究のデータからは，第２～３フォルマントに演じる役柄の性差が

大きく反映されており，現実の音声の男女差にある程度類似していることが観

察された。ただしその類似性は部分的で，第２フォルマントと第３フォルマン

トが補うように役柄の性差を表現していた。その一方で第１フォルマントでは

ほとんど役柄の性差による違いが見られず，母音 /a/で実際の音声の男女差と

は正反対の傾向が観察された。これらの特徴は，現実の男女の音声の生理的な

特徴の差異を演出している部分と，ことばのジェンダーによるイメージの違い

の両方を反映している可能性がある。また，男性役で男性性が表現されている

だけではなく，女性役で女性らしさが誇張して表現されていたと考えられる要

素が，特に第２フォルマントの分析から推測される。本研究で扱った女性声優

以外の演技音声と比較することでこの点はより明確になるだろうが，これにつ

いては今後の課題としたい。

　また，本研究で扱った音声は，発話内容などについて条件統制がされておら

ず，わたり部分の表現など，これ以上の厳密な比較はできない。また，１名の

みの声優の音声を扱ったため，今回観察された傾向が演技音声における男女の

演じ分けを総合的に示しているのか，声優個人のストラテジーであるのかは判

別ができない。したがって今後は条件統制を行った上で複数の役者による音声

を収録し，より詳細な分析を行っていきたい。また，フォルマント，特に第３

フォルマントの解釈は音響情報からのみでは難しく，これについては録音場面

の撮影や，役者へのインタビューなどを通して推定していきたいと考えている。
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［注］
１　飯田（1940）よると，成人女性の談話音の中央値は音階では gis（205.29Hz），小
学生男子の談話音の中央値は ais（230.43Hz）であり，成人男性（A=108.75Hz）と

小学生男子の差に比べるとかなり近いと言える。なお，小学生女子の談話音の中
央値は h（244.14Hz）である。

２　「日曜日のヒロイン・845」『日刊スポーツ』2013年 3月 17日，p30。

３　鳥山明原作の漫画作品をアニメ化した『ドラゴンボール』シリーズで，声優の
野沢雅子が演じた孫悟空役などや田中真弓が演じたクリリン役などが代表的な例
である。初登場時はどちらの役柄も少年だったが，作中で成人したのちも声優は
変更されていない。年齢という役柄にともなう属性よりも，その役柄の同一性が
重要視されたためであると考えられる。

４　15歳ごろまでに多くの男性の音声の基本周波数の急激な変化はほぼ安定する（粕
谷ほか 1968）ことから，高校生以上のキャラクターのほとんどはすでに変声期を
終えていると考えることができる。
５　一方で，男性声優が女性役を演じる場合も，それほど多くはないが見受けられ
る（村瀬歩によるエルス〈女〉役（スマートフォン向けゲーム『クロス×ロゴス』），
代永翼によるバルク役（テレビアニメ『カードファイト !!ヴァンガード』）など

の例がある）。老婆役を男性声優が演じることは以前からあった（たとえば，長谷
川町子の漫画作品が原作の『いじわるばあさん』は 2度テレビアニメ化されたが，
1970年 10月から 1971年 8月に放映された読売テレビ版では主人公の原野タツ役
を俳優の高松しげおが，1996年 4月から 1997年 6月に放映されたフジテレビ版で
は主人公の伊知割イシ役を男性声優である野沢那智が演じている）。2010年代ごろ
より，男性声優が若い女性役を演じるケースも出てくるようになった。このこと
は 2010年ごろにゲーム，漫画，ライトノベル，アニメなどで女装した可愛らしい
少年のキャラクター「男の娘

こ

」が爆発的な人気を得た（吉本 2015）ことと無縁で
はないと思われる。女性声優が男性役を演じる際は宝塚歌劇団の男役が意識され
ていたことから「役者が異性装をする」ことに価値が見いだされたと考えること
ができる。それに対し，男性声優が女性役を演じることに「男の娘」キャラクター
の広がりが関連しているととらえるなら，「キャラクターが異性装をする」ことに
価値が見いだされていると考えることができ，この関係は対称的なものではない。
ただし，男性装をした女性キャラクターを女性声優が演じるケース（ドラマ CDシ

リーズ『Grand Stage』では男役の女性舞台俳優を女性声優たちが演じている）や，
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女性装をした男性キャラクターを女性声優が演じるケース（テレビアニメ『乙女
はお姉さまに恋してる』の宮小路瑞穂役（堀江由衣）など）もあり，フィクショ
ンとそれに繋がる役者の性別とその越境は多様な嗜好や美的感覚に基づいている
と考えられ，このことも音声言語における性別のイメージと関連していると考え
られるだろう。この部分の考察については今後の課題としたい。

６　金水（2003）では，「ある特定の言葉づかい（語彙・語法・言い回し・イントネー
ション等）を聞くと特定の人物像（年齢，性別。職業，階層，時代，容姿・風貌，
性格等）を思い浮かべることができるとき，あるいはある特定の人物像を提示さ
れると，その人物がいかにも使用しそうな言葉づかいを思い浮かべることができ
るとき，その言葉づかいを「役割語」と呼ぶ」と定義している。男性で老人の博
士のキャラクターが「わし」という一人称代名詞や「～じゃ」という助詞を使う
ことなどが例として挙げられている。
７　旧制中等学校。男子は中学校，女子は女学校の生徒。
８　表記はドイツ式が採用されている。
９　声域の下限。
10　平静な気持ちで短い語句を発した際の声の高さ。
11　仮声（裏声）で発することのできる音程から半音ずつ下げていき，胸声（地声）
でしか発することができなくなった音程の上限。

12　胸声で発することのできる音程から半音ずつ上げていき，仮声でしか発するこ
とができなくなった音程の下限。

13　声域の上限。
14　声域下界と声域上界の間の声域。
15　下向性声律堺と上向性声律堺の間の声域。胸声と仮声が混合する部分。
16　声域の中間。
17　乳幼児は泣き声を測定している。
18　変声期前の女子の談話音は平均値，中央値，最頻値ともに h（244.14Hz）。

19　1枚の CDの中に 4曲のクリスマスをテーマにした歌と，3篇のクリスマスを題
材とした音声ドラマが収録されている。

20　もちろん，女性らしさの印象は話し方だけではなく，発話内容や場面によって
影響を受けることも否定できない。

21　男性役と女性役で左寄りと右寄りに振り分けられているケースが多く，役柄に
よって左チャンネルを用いるか右チャンネルを用いるかは別に判断している。
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22　ただし，p値が 0.10未満の場合は，「有意傾向」とした。
23　ただし，有意差があるのは /a/のみで，/o/に関しては女性役のほうが高くなっ
ている。

24　聴取実験を行った際に，大学生である聴取者から「芝居がかって聞こえた」「違
和感をおぼえた」などの感想が聞かれた。20歳前後である聴取者が生まれる前に
収録された音声であることから，このような印象を持たれたと考えられる。また，
脚注 5で述べたとおり 2010年前後より「男の娘」と呼ばれる少女のような外見を
した男性キャラクターの人気が爆発的に高まるにともない，筆者の肌感覚である
が，中性的な男性や男子中高生の役柄を女性声優が演じるケースは少なくなって
きているように感じる。聴取実験の際にも，女性が男性役を演じていることに違
和感を覚えるという感想も聞かれた。これも価値観や美的感覚の変化であると思
われる。

25　この点については，金水（2003）などで論じられている「役割語」との関連が
深いと考えらえる。「役割語」については，脚注 6を参照されたい。
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序　　章

　贖罪論は聖書において大きなテーマの１つとなっているが，その多くは新約

聖書における贖い，すなわち十字架に架けられたイエス・キリストによる贖い

を主としている。一方旧約聖書における贖いに関する研究は比較的少なく，特

に日本においては極めて少ない。これまでの贖罪論において旧約聖書は，新約

聖書における，イエス・キリストによる贖いを理解するためのいわば二次的な

位置付けを与えられているに過ぎなかった１。しかし，贖いという概念は「罪

の赦し」という，旧約聖書・新約聖書を通した全聖書的な中心的メッセージと

関わる重要なものであり，旧約聖書における贖いの概念についても十分に議論

されるべきである。

　旧約聖書においては，「罪」とその「赦し」は，「律法」と「儀礼」に関係する。よっ

て，罪の文脈における赦しの分析を行う際には，儀礼，具体的には供犠儀礼の

内容についての詳細な検討が必要となる。よって，本論文では，レビ記を中心

としたいわゆる「祭司資料（Priestly Writing）２」における「贖罪の献げ物（主

にレビ４：１-５：13）」を取り上げる。そして，旧約聖書における贖罪論の１

レビ記における「罪」と「赦し」

辻見　祐太

◉研究ノート
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つとして「罪」とその「赦し」に着目して分析を進めながら，具体的な罪の内

容とその赦しのプロセスを明らかにいく。

　古代イスラエルにおいては祭儀，特に供犠儀礼は神と人間を繋ぐ役割を果た

すとともに，供犠儀礼及び浄・不浄に関する規定は，ユダヤ教徒が遵守すべき

内容を律法として示しており，ユダヤ教の宗教的性質について知るための重要

な資料となる。祭司資料の成立期は比較的遅く，内容や暦法を考慮すると，お

そらくはバビロン捕囚時代（前６世紀）であると推測される３。しかし，祭儀

的伝統というものは概して保守的傾向が強く，成立年代が他の文書より遅くと

もそこには古くから伝わる祭儀的伝統が取り入れられている可能性は十分にあ

る。そして本論文での考察は，結果的に贖罪思想における旧約聖書と新約聖書

との間の連続と非連続について検討することにも有益であると考える。

　

第１章　罪と罰の関係

　罪とその赦しについて考察する際，まず必要なのは旧約聖書祭司文書におい

て，罪がどのような描かれ方をされているのか，また，罪が要求する罰はどの

ようなものなのかを明らかにすることである。ここでは，主要な罪及び罰につ

いてカテゴリー分けを行い，その性質を分析していく。

　罪は大きく分けて，故意になされた罪と，過失でなされた罪に分けることが

できる。故意になされた罪の例としては，殺人（出 21：12；レビ 24：17，21），

尊属への暴力（出 21：15），誘拐（出 21：16），モレク神への信仰（レビ 20：

２-５），神の御名を冒瀆する行為（レビ 24：10-16），祭儀的なタブーを犯した

場合（出 31：14-15等）などがある４。また，過失でなされた罪の例としては，

過失で人を殺めた場合（出 21：13；民 35：22-28），自己の家畜が人を突き殺

した場合（出 21：28-32）などがある。
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　故意になされた罪について，罪から生じる結果を見ると，３つの罰が見受け

られる。すなわち，（１）死，（２）kareth，（３）罪を負う，である５。では，そ

れぞれどのような性質があるのか，順に考察していきたい。

（１）死

　祭司文書における罪に対する罰として，死が挙げられる回数は非常に多い。

主の御名を呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す（レ

ビ 24：16a
６）。

いかなる動物とであれ，これに近づいて交わる女と動物を殺さねばならな

い。彼らは必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる（レビ 20：

16）。

アロンの子のナダブとアビブはそれぞれ香炉を取って炭火を入れ，その上

に香をたいて主の御前にささげたが，それは，主の命じられたものではな

い，規定に反した炭火であった。すると，主の御前から火が出て二人を焼

き，彼らは主の御前で死んだ（レビ 10：１-２）。

　故意の罪の結果として生じる死のケースを見ていくと，死という言葉が，能

動態で描かれている場合と，受動態で描かれている場合があることがわかる。

さらに見ていくと，能動態か受動態かの選択は，この罰を誰が実行するのか

によって決まるように見受けられる７。能動態，すなわち「死ぬ」とされてい

る場合は，個人の死は神の手によって行われる８。一方で，受動態，すなわち

「死刑に処せられる」とされている場合は，罪人の死は会衆の手によって実行
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される９。処刑の方法は，投石（レビ 20：２，27；24：16，23等）であったり，

火刑（レビ 20：14；21：９）であったり，方法について詳しく言及されなかっ

たりする（レビ 20：９，10，11，12等）10。

（２）kareth（断たれる）

　続いて，一般的に karethとして言及されるこの罰の意味は「民から断たれる」

である。いくつかの表現があり，「その民から断たれる」（出 30：33，38；レビ７：

20，21等），「民の中から断たれる」（レビ 17：４，10；20：３等），「民の目の前

で断たれる」（レビ 20：17），「イスラエルから断たれる」（民 19：13）などがある。

スクラーはこの罰が，何から構成されており，誰がこの罰を実行するのかにつ

いて分析している 11。

　karethの構成要素について，スクラーは４つの学説，すなわち，契約の

民からの除名，（予期せぬ）死，血筋の断絶，死後の罰を挙げて分析している。

karethが予期せぬ死を表していること（出 31：14；民４：18-20）は明白であ

るが，「民から断たれる」という表現が，契約の民からの除名を意味する可能性

もある 12。さらに言えば，「断たれる」ということは，相続権を失うこと，そし

て罪を犯した者が財産権を奪われることが暗示されている可能性もある 13。ま

た，血筋の断絶という性質に関しては，特に祭司文書以外の記述を根拠に主張

される（サム上 24：22など）が，民４：18-20やレビ 20：20-21といった祭司

文書にもその特徴を見出すことができる。特にレビ 20：20-21に関しては，子

孫に恵まれることなく死ぬことが明記されている。死後の罰に関しては，少数

の学者が主張するに留まる。

　誰がこの罰を実行するかについては，多くの研究者は，神自身であると主張

する（レヴァイン 14やミルグロム 15など）。これは，いくつかの文脈で神自身

が karethを実行することを述べていることを根拠としている。例えば，レビ
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20：６では，

口寄せや霊媒を訪れて，これを求めて淫行を行う者があれば，わたしはそ

の者にわたしの顔を向け，彼を民の中から断つ。

とある。同様の記述はレビ 17：10やレビ 20：３にも見られる。ミルグロムは，

karethは人に対してではなく，神に対する罪の罰であり，その実行は専ら神

自身によるものであるとしている 16。しかし，出 31：14を見てみると，

安息日を守りなさい。それは，あなたたちにとって聖なる日である。それ

を汚す者は必ず死刑に処せられる。誰でもこの日に仕事をする者は，民の

中から断たれる。

とあり，会衆の手による死刑として karethが実行される余地を残している 17。

（３）罪を負う

　「罪を負う」という表現も，旧約聖書ではよく出てくると言える。

冒瀆した男を宿営の外に連れ出し，冒瀆の言葉を聞いた者全員が手を男の

頭に置いてから，共同体全体が彼を石で打ち殺す。あなたはイスラエルの

人々に告げなさい。神を冒瀆する者はだれでも，その罪を負う（レビ 24：

14-15）。

汚れているのでもなく，旅に出ているのでもなくて過越祭を祝わない者が

あれば，その者は自分の民から断たれる。なぜなら，彼は定めの時に主に
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献げ物を捧げなかったからである。その罪を自分で負わねばならない（民

９：13
18）。

　これらを見ていくと，「罪を負う」という表現は，その背後にその罪に見合う

罰の実行を伴うことを示唆している。それは時に kareth，すなわち民から断

たれることであったり，死刑であったりする。また，神が直接その罰を実行す

る時もあれば，会衆の手による時もある。旧約聖書において，罪と罰の関連性

は大変強いため，記者は，罪が招く罰に言及する時に，罪を表す単語をしばし

ば使用する 19。

　以上が故意に犯された罪の結果としての罰であるが，過失でなされた罪の結

果については，表現が異なる。過失の場合は，「責めを負う」（’ashem）という

表現になる。この表現は，罪の贖いの場面では重要で，特にレビ記４章と５章

で頻出する 20。レビ記４章とレビ記５章では，贖罪の献げ物について定められ

ており，ほとんどの場合，過失による罪や，何らかの方法で本人に罪の存在が

隠された，あるいは罪を犯したことを自覚しない場合の罪を扱っている。

　「責めを負う」（’ashem）という語の翻訳については諸説あるが 21，この語が

持つ性質について述べたい。第一に，この語が出てくる文脈では，罪が贖われ

る可能性があり，その性質ゆえに，供犠が規定されている。そして供犠が適切

に執り行われた時，罪人はその罪を赦される（例として，レビ４：27-31）。第

二に，贖われうる罪の結果は死や karethとして描写されず，あくまで「責め

を負う」となる 22。スクラーによれば，この語は，ある種の苦しみ，すなわ

ち，罪人がどのような罪が過失で犯されたか（レビ４；５：2-4，17）を探すか，

隠そうとした罪（レビ５：20-26）を自白するような苦しみについて言及して

いる。これらのテキストは，罪人は最終的に適切に供犠を献げ，罪が赦されて

罪による結果がもはや生じなくなることを前提としている 23。第三に，神の手
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または会衆の手によって罰せられる意図的な罪とは違い，過失の罪の結果は神

の手のみによってもたらされる。これは，罪人が罪に気付かなかったり，他人

から隠されたりした罪の性質による 24。

　しかし，気をつけなければならないのは，死が過失の罪の結果となり得ない

のは，適切に供犠がなされた場合のみだということである。これまで述べた「責

めを負う」という単語の性質を考えると，罪人が罪に気づかない，または罪を

指摘されない結果として，罪人が供犠を献げないという場合も想定できる。結

果として，過失の罪であってもネガティブな結果が生じ，それにより罪人は自

らが犯した罪に気付き，必要な供犠を行おうとするので，懲罰的な結果が存在

しない訳ではない 25。さらに，その懲罰的な結果が最終的には死や karethに

なりうるということが，レビ 17：11から導き出すことができる。

生き物の命は血の中にあるからである。わたしが血をあなたたちに与えた

のは，祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。血はそ

の中の命によって贖いをするのである（レビ 17：11）。

　レビ 17：11によれば，贖罪の供犠の血は，罪人の命を贖う為に献げられて

いる。そうであれば，罪人の命は死の危険の中にあるということになる 26。さ

らには，たとえ過失の罪とされている行為であっても，同じ行為を意図的に行っ

た場合には死という罰が与えられる行為もある 27（例としてレビ７：20）。こ

れらのことを考慮すれば，もし犯した罪が過失のものであっても，罪に気付い

た後に適切に供犠を行わなければ，罪人は死や karethという結果に直面する

ことが予想される。そのような結果を避ける為に，罪人は生贄の贖いの儀式を

行うのである。
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第２章　贖いの性質

　罪の赦しについて考察を行う際，「贖う」（ヘブライ語で kipper）という言葉

との関連を考慮することは不可欠である。kipperは伝統的に「贖う」（to atone/

expiate）と訳されてきたが，その性質については様々に理解されてきた。こ

れまでの研究において，kipperの性質を明らかにする作業として，kipperの名

詞形と推測される koperという単語を使用した贖いを，「身代金」（ransom）と

して理解することが有用であるとされている。レヴァイン，ヤノウスキ，ミル

グロムなど，多くの研究者がいくつかの文脈で kipperと koperの強い関係性

を認めている。特にミルグロムは出 30：12-16における kipperと koperの類似

性から，kipperに神の怒りを避ける機能を与えるすべてのテキストでは，罪深

い命の代わりに身代わりを代用することによって危害を免れる koperをふまえ

ていると指摘している 28。この koperがどのような性質のものであるかを検討

することは，kipperの性質を理解するうえで重要な作業であると思われる。ス

クラーは，まず koperが含まれるテキストの釈義を通してこの単語の中心的な

要素を確認し，その後異なる単語だが同じ意味合いを持つ単語と koperを比較

し，その異同を確認することによって，koperの性質を分析している 29。本章

ではスクラーの分析を追うことにより，koperの性質を確認していきたい。

　まず，koperの中心的要素の確認であるが，スクラーは出 21：28-32の分析

から始めている。

（１）出 21：28-32
30

　これは，所有する牛が他人を突いて死なせた場合の罰則について述べられた

テキストである。牛が男あるいは女をついて死なせた場合，その牛は必ず石で

打ち殺さなければならないが，牛の所有者に責任はない（28節）。しかし，も
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しその牛が以前から人を突く癖があり，所有者に警告がなされていたのにも関

わらず所有者がその警告を守らなかった場合は，牛は石で打ち殺され，所有

者も死刑に処せられる（29節）。また，賠償金が要求された場合には，自分の

命の代償として，要求された通りに支払わなければならない（30節）。つまり，

29節に該当する場合は，原則所有者は死刑に処せられるが，賠償金（koper）

を支払えば所有者の命を救える可能性がある。

　29節から 30節の記述を注意深く見ていくと，koperを理解するための中心

的な要素を見つけることができる。罪人（牛の所有者）の行為は死刑を命じら

れる結果になる深刻な不法行為である（29節）が，罰を軽減させる償い，す

なわち koperを支払うことによってこの死を回避することができる（30節）。

しかし，死を迎えるか，償いをするかの決定権は罪人にはない。その決定権は，

koperを要求する人間に委ねられているのである。テキストは koperを要求す

る人間が誰なのかについて言及していない。可能性としては，被害者の家族か，

裁判所があるが，おそらくは前者であろう。牛の所有者の命は被害者の家族の

手の中にあり，牛の所有者の望みは被害者の家族が koperを選択することにあ

る。

　また，罪人の不法行為は被害者との結びつきを破壊するものでもあり，被害

者側はある程度は罪人の死を望むであろう。よって，死の代わりに koperを受

諾することは，罪人の命を救うのみならず，被害者側を宥め，傷ついた両者の

結びつきを修復する機能があると言っていいだろう。

（２）民 35：30-34

　民 35：9-34は逃れの町 31について言及している４つの記述のうちの１つで

ある 32。ここでは，誰が逃れの町を使うのか（つまり，他人を不注意で死なせ

た者 33），また使えないのか（つまり，意図的な殺人を犯した者 34）について
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特定することから始まる。26節から 29節では，不注意で人を死なせた者は大

祭司が死ぬまで逃れの町を出てはいけないことが述べられている。もし大祭司

が死ぬ前に逃れの町を出た場合は，血の復讐者が罪人を殺めたとしても，復讐

者に罪はないとしている（26-27節）。大祭司が死んだ後に初めて，人を殺した

者は自分の所有地に帰ることができる（28節）。

　30節から 34節は，主に３つのセクションに分かれている。１つ目（30-31節）

は，殺人のケースの考察である。人を殺した者については，必ず複数の証人の

証言を得たうえで，その殺害者を処刑しなければならない。（30節）また，殺

人の罪のために賠償金（koper）を受け取ってはならない（31節）。２つ目（32節）

は，不注意で人を死なせ，逃れの町に住んでいる者に関することである。ここ

でも賠償金（koper）は受け入れられない。すなわち，罪人は koperを支払う

こともできず，刑罰を受けずに逃れの町を去ることもできない。そして，逃れ

の町を去ることができる唯一の例外が，大祭司の死である。そして３つ目（33-34

節）が，１つ目と２つ目のセクションの根拠の記述である。すなわち，イスラ

エルの民は，自分のいる土地を汚してはならない。血は土地を汚す 35からで

ある。土地に流された血は，それを流した者の血によらなければ，贖うことが

できない（33節）。また，ヤハウェが宿る地を汚してはならない。ヤハウェは

イスラエルの人々のただ中に宿っているからである（34節）。

　このテキストは，koperが有効な手段ではないという点で，（１）と異なって

いる。また，koperが受け入れられない理由が穢れの概念に関係している点で

も特徴的である。しかし，これらの違いにも関わらず，ここでも koper自体の

理解については，多かれ少なかれ同じである。はじめに，その文脈には加害者

側（殺害者）と被害者側（血の復讐者）が存在している。次に，殺害者の命は

彼の過ちを通じて，血の復讐者の手に握られている。したがって，故意の殺人

では，殺害者を死に至らしめるのは血の復讐者である（19節，21節）し，過
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失で人を死なせた場合では，共同体は罪人を血の復讐者の手から救い出さなけ

ればならない（25節）。このことから，もし koperによる贖いが有効な手段で

あれば，この選択は完全に血の復讐者の支配の中にあると推測できる。さらに

は，koperが有効であれば，それは（加害者を殺そうとしている）被害者側を

宥めることになるであろう。つまり，もし koperが受け入れられうるものであ

るならば，それは緩和された罰として考えることができ，加害者の命を救うも

のになる。

　以上のスクラーの考察 36によれば，koperの支払いの性質として，以下のこ

とが言える。

①罰から加害者を救出する。つまり，何らかの不法行為がなされて，不法行

為が要求する罰から加害者を救出するために koperが与えられる。これは，

贖われる者が不法行為をしていない場合に献げる償いとは異なる。

②受け入れられるかどうかは被害者側の判断による。

③罰ではあるが，本来受けるべき罰に比べて緩和された罰である。

④加害者の命を救うだけでなく，被害者側を宥め，両者の関係を修復する。

　次に，スクラーは異なる単語だが同じ意味合いを持つ単語（すなわち，贖

い，救い，買い戻し）と koperを比較し，その異同を確認することによって，

koperの性質を分析している。ここでは，詩編と民数記の中で贖いという語を

用いている箇所と，koperを比較している。

詩 111：９及び詩 130：７

主は御自分の民に贖いを送り契約をとこしえのものと定められた。御名は

畏れ敬うべき聖なる御名。（詩 111：９）
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イスラエルよ，主を待ち望め。慈しみは主のもとに豊かな贖いも主のもと

に。（詩 130：７）

　償いの意味を持つ koperとは違い，ここでは「贖い」はより広い意味合いで，

誰かを救う行為を指している。また，贖われる者が必ずしも悪事や不法行為を

働いた訳ではないという点，贖われるかどうかの決定は贖い主の手にあるわけ

ではないという点でも異なっている。

民３：40-51

　民３：40-51では，長子や初子の贖いについて述べられている。ここでの「贖

い」という単語は，償いという意味を持つという点において，koperと類似し

ている。また，長子や家畜の初子の第一の所有者は，親や所有者ではなく神で

あるとされている 37（41節，45節）。さらには，神は贖いが何であるかを規定

する支配的立場にある。つまりは，ここでの贖いは，単にある人間を他人の支

配から解放することやそのために支払われる物であるわけではなく，償いの意

味合いを持つこと，その償いが神という支配的立場から規定されていることに

おいても，koperと共通している。しかしながら，koperが必要となる文脈では，

奉献者が，自身が他者の支配下に置かれるような悪事や不法行為を働いている

のに対し，民３：40-51の文脈では，特に悪事や不法行為はなされていないと

いう点で大きく異なる。

　また，買い戻しの権利（レビ 25：29，32等）や，責任の履行（ルツ４：７），

買い戻し額の価値（レビ 25：51，52）としても，koperと類似した語が使用さ

れている。ここでの koperとの類似点として，ある立場の人や対象物を他者の

支配から解放する役割を持っていること，その解放は何らかの価値ある物の支

(040)000126



払いによってなされることがある。その一方で，他者の支配下にある人物は何

も悪事や不法行為を行なっていないこと，買い戻しなどの行為が実行されるた

めにその財産の所有者の承諾を必要としない（なぜなら，買い戻しを行う人間

は正当な権利を持っているから）ことが相違点として挙げられる。

　以上，koperの性質及び類似語との異同を踏まえ，スクラーは koperの適切

な訳を検討している。本稿の目的は koperの性質を明らかにすることにあり，

koperの正確な訳を検討するのは聖書学の学問領域にあるので，ここでは詳述

はせず，要約を記載するに留める 37。

（１）身代金（ransom）

　これは多くの聖書学者が用いている訳であるが，この訳はあるグループ（ま

たは個人）が他者（あるいは，迫り来る罰という状況）から，何らかの価値あ

る物を支払うことによって解放されるという状況に適応する。しかし同時に，

ransomという語には，被害者側が宥められる必要がある悪事や不法行為を加

害者側が犯すという意味合いが必ずしも含まれないため，スクラーは十分な訳

ではないとしている。

（２）宥め（appeasement）

　これは ransomの欠点を補うために検討された訳で，被害者側が宥められる

必要がある悪事や不法行為を加害者側が犯すという意味合いが含まれている。

しかし，この訳は被害者が加害者側に持つ影響力，すなわち，koperを受け入

れるかどうかは被害者側の選択によるという影響力が考慮されていない。

（３）和解（composition）

　スクラーはこの訳がもっとも適切な訳であるとし，ransomと appeasement

の双方が持つ性質を満たすことができるとしている。すなわち，ransomが示

すように，これを差し出す側が受取る側の影響下にあり，appeasementが示す

ように，被害者側が宥められる必要がある悪事や不法行為を加害者側が犯すと
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いう意味合いが含まれている。加えて，この訳には「緩和された罰」という意

味合いも含めることができる。

　（１）～（３）のどの訳を採用するかについては意見の分かれる所であるが，

本稿の目的の範囲からすれば，①～④に挙げた koperの性質を考慮すると，（３）

を前提に考えるべきであろう。

第３章　罪の赦しにおける贖いの儀式

　では，贖いの儀式がどのような形で行われるのか，レビ記４章を中心に見て

いきたい。贖いの儀式としては，贖罪の献げ物があるが，これは罪責や穢れを

取り除くために献げられる供犠で，犠牲獣の血が聖所の特定の祭具に塗り付け

られたり振りかけられたりすることが大きな特徴である。罪の贖いのために献

げられる場合，祭司がこの供犠を献げて贖いの儀式を行えば，罪を犯した者が

「赦される」とされていた。ただし，第１章で言及したとおり，この儀式で贖

われるのは，過失または罪に当たることを知らずに犯された罪のみである（民

15：22-31）。すなわち，意図的な罪はこの供犠によっても贖うことができない。

　油注がれた祭司 39が罪を犯したために，責めが民に及んだ場合 40は，献げ

物として無傷の若い雄牛 41を主に献げる（レビ４：３）。まず牛を会見の幕屋

の入り口に引いていき，主の御前に立ち，その頭に手を置き，主の御前で牛を

屠る（レビ４：４）。この場合，置くのは片手である。屠る前に犠牲獣に手を

押し付けるという動作の意味については，多くの議論がある。贖罪的意味を持っ

た供犠の場合，手（ただし両手）を置くことにより奉献者の罪を犠牲獣に移し

身代わりをさせるという観念が明確に認められる場合もある（レビ 16：21など）

が，贖罪的な機能を持たない供犠の場合においてもしばしば同じ動作が行われ

るので，この場合は，単に供犠が誰のために行われているのかを同定する意味
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を持つにすぎないという見方もある 42。次に，油注がれた祭司はその血を携え

て会見の幕屋に入り，指を血に浸し，聖なる垂れ幕 43の前で主の御前に７度

振りまく（レビ４：５-６）。そして，血を会見の幕屋の中にある香をたく祭壇

の四隅の角に塗る。残りの血は，全部会見の幕屋の入り口にある焼き尽くす献

げ物の祭壇 44の基に流す（レビ４：７）。その後，献げ物とする牛から脂肪を

全部切り取り，焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする 45。雄牛の皮 46，肉，

頭，四肢，内臓，胃の中身は，ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に

運び出し，燃える薪の上で焼き捨てる（レビ４：11-12）。

　イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合はやはり若い雄牛を贖罪の献げ

物として献げ，それを会見の幕屋の前に引いて行く。共同体の長老たちは主

の御前に立って牛の頭に手を置き，主の御前でその牛を屠る（レビ４：13-15）。

油注がれた祭司は血を会見の幕屋に携えて入り，指を血に浸し，垂れ幕の前で

主の御前に７度血を振りまく（レビ４：16-17）。すなわち，共同体全体の贖罪

の儀式も，大祭司の罪と同様，会見の幕屋の中で行われる。次に，血を会見の

幕屋の中の主の御前にある祭壇の四隅の角に塗り，残りの血は全部，会見の幕

屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す（レビ４：18）。脂肪は

すべて切り取って，祭壇で燃やして煙にする。方法は祭司の贖罪の献げ物の雄

牛の場合と同じである（レビ４：19-20）。雄牛の残骸は宿営の外に運び出して，

さきの祭司の雄牛の場合と同じ仕方 47で焼却する（レビ４：21）。

　共同体の代表者が罪を犯した場合は，献げ物として無傷の雄山羊を引いて行

き，その頭に手を置き，主の御前にある焼き尽くす献げ物を屠る場所 48でそ

れを屠る（レビ４：22-24）。祭司は献げ物とする雄山羊の血を指につけて，焼

き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り，残りの血はその祭壇の基に流す（レ

ビ４：25）。大祭司や共同体全体の罪の場合とは異なり，俗人の個人的な罪の

ための贖罪の供犠では，血は幕屋聖所内には持ち込まれず，中庭の供犠用の祭
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壇に塗り付けられるに留まる 49。脂肪はすべて和解の献げ物の脂肪の場合 50と

同じように，祭壇で燃やして煙にする（レビ４：26）。なお，ここでは明記さ

れていないが，この場合には肉は祭司たちに与えられ，聖域，すなわち会見の

幕屋の庭で食される（レビ６：19，22）。

　一般人の誰かが過って罪を犯した場合は，献げ物として無傷の雌山羊を引い

て行き，献げ物の頭に手を置き，焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物

を屠る（レビ４：27-29）。祭司はその血を指につけて，焼き尽くす献げ物の祭

壇の四隅の角に塗り，残りの血は全部，祭壇の基に流す（レビ４：30）。奉納

者は和解の献げ物から脂肪を切り取ったように，雌山羊の脂肪をすべて切り

取る。祭司は主を宥める香りとしてそれを祭壇で燃やして煙にする（レビ４：

31）。この場合でも肉は祭司たちに与えられ，聖域，すなわち会見の幕屋の庭

で食される（レビ６：19，22）。

　また，レビ記 16章では，年に一度の贖罪日について言及している。アロン

は自分の贖罪の献げ物のための雄牛を引いて来て，自分と一族のために贖いの

儀式を行うため，自分の贖罪の献げ物の雄牛を屠る（レビ 16：11）。次に，主

の御前にある祭壇から炭火を取って香炉に満たし，細かい香草の香を両手に

いっぱい携えて垂れ幕の奥 51に入り，主の御前で香を火にくべ，香の煙を掟

の箱の上の贖いの座を覆わせる（レビ 16：12-13）。これは死を招かぬためであ

る。次いで，雄牛の血を取って，指で贖いの座の東の面に振りまき，更に血の

一部を指で，贖いの座の前方に７度振りまく（レビ 16：14）52。次に，民の贖

罪の献げ物のための雄山羊を屠り，その血を垂れ幕の奥に携え，さきの雄牛の

血の場合と同じように，贖いの座の上と，前方に振りまく（レビ 16：15）。彼

は，自分と一族のために，またイスラエルの全会衆のために贖いの儀式を済ま

すと，主の御前にある祭壇 53に出て来て，そのために贖いの儀式を行う。雄

牛の血と雄山羊の血の一部を取って祭壇の四隅の角に塗り，血の一部を指で７
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度祭壇に振りまいて，イスラエルの人々の穢れからそれを浄め聖別する（レビ

16：18-19）54。こうして，至聖所，会見の幕屋および祭壇のために贖いの儀式

を済ますと，生かしておいた雄山羊を引いて来させ，この生きている雄山羊の

頭に両手 55を置いて，イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し，

これらすべてを雄山羊の頭に移し，人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。雄山

羊は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。雄山羊は荒れ野に追いや

られる（レビ 16：20-22）56。

　

　以上，レビ記４章を中心に贖罪の儀式の内容を見てきたが，内容を整理すると，

献げられる犠牲獣の種類と贖いの儀式の形式は，犯された罪の軽重ないし深刻

さに応じて以下のとおり分けることができる 57。

Ａ　一般人の罪および部族の指導者の（個人的な）罪の場合

　犠牲獣は山羊か羊となる。血の一部は会見の幕屋の中庭にある祭壇の角に

塗り付けられ，脂肪や内臓は祭壇で焼かれたが，肉は祭司たちによって聖所

の中庭で食べられた。

Ｂ　大祭司の罪の場合や，イスラエルの民全体が罪を犯した場合

　犠牲獣は雄牛で，その血は幕屋聖所内に持ち込まれて，一部は至聖所を隔

てる垂れ幕に向けて振りかけられ，一部は垂れ幕の前にある香の祭壇の角に

塗り付けられた。個人の贖罪の供犠の場合とは異なり，脂肪や内臓は祭壇で

焼かれ，肉は宿営外に持ち出されて焼き捨てられた。

Ｃ　一年に一度（第７の月の 10日）の贖罪の日

　犠牲獣は祭司のためのものが雄牛，民のためのものが雄山羊で，いずれも

その血は幕屋聖所の垂れ幕の奥の至聖所に持ち込まれ，証書の箱の上の贖い

の蓋に振りかけられる。これと並行して，人々の罪を雄山羊に負わせて宿営
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外に運び出させるスケープゴートの儀礼が行われる。

　ここで，会見の幕屋の構造について触れておきたい 58。会見の幕屋は中庭と

幕屋本体に別れており，幕屋本体はアカシアの木材で作られた枠組みに４層の

布を被せて構成される天幕式の聖所である（出 26：1-37）。幕屋の奥には垂れ

幕で仕切られた立方体の至聖所があり，そこに契約の証書の石版を収めた契約

の箱が置かれる。至聖所の前の聖所には香の祭壇，ランプ台（メノラー），供

えのパンの卓台などの祭具が置かれる（出 25：10-31）。中庭は幔幕で囲われて

おり，中庭の東側半分の中央には犠牲を焼くための祭壇が，また祭壇と幕屋の

中間には祭司の浄めのための洗盤が置かれる。中庭の入り口は東側に設けられ

る（出 27：1-19）。中庭そのものが聖域となっており，平信徒のうち祭儀的に

浄い者のみが入場を許される（レビ 12：４）。幕屋本体は聖性の度合いが一段

高いものと見なされ，平信徒は入ることができず，祭司のみが祭儀や供え物の

取り替えやランプの灯の維持などで入場が許された（出 27：20-21；レビ４：６，

17；24：１-９）。垂れ幕の奥の至聖所は，最高度の聖性を持ち，普段は祭司も

入ることができず，年に一度の贖罪の日に大祭司のみ贖いの儀式のために入場

することが許された（レビ 16：２，12-16）。このように，会見の幕屋は，聖性

という視点から見ると，中庭＜幕屋＜至聖所というように，同心円状に区切ら

れていることがわかる。

　会見の幕屋の構造を念頭に，先ほどの贖罪の供犠の内容を見ていきたい。贖

いの儀式において重要なのは，犠牲獣の血が特定の祭具に塗りつけられること

にあると思われるが，なぜそのような行為が行われるのであろうか。その理由

について，以下のテキストを参照したい。

モーセはそれを屠り，血を取って指で祭壇の四隅の角に塗って祭壇を清め 59，
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残りの血は祭壇の基に流した。モーセはこのように罪を贖う儀式により祭

壇を聖別した（レビ８：15）。

血の一部を指で７度祭壇に振りまいて，イスラエルの人々の汚れ 60から

それを清め聖別する（レビ 16：19）。

なぜなら，この日にあなたたちを清めるために贖いの儀式が行われ，あな

たたちのすべての罪責が主の御前に清められるからである（レビ 16：30）。

　これらのテキストから明確なのは，祭壇を浄めるために血が振り付けられて

いる，ということである。すなわち，血には穢れを浄める機能がある。ＡＢＣ

の贖罪の供犠の中で，罪の重さでいうと最も程度の軽いのがＡの「一般人の罪

および部族の指導者の（個人的な）罪」と言える。この場合血は会見の幕屋の

中庭にある祭壇に塗り付けられるに留まる。聖所及び至聖所と比較すると，中

庭は聖性の度合いが最も低い。さらに言えば，犠牲獣は山羊か羊となり，牛に

比べると家畜としての価値は低く，またその肉は祭司たちによって聖所の中庭

で食べられた。次に，Ａよりも深刻な罪と言えるＢの「大祭司の罪の場合や，

イスラエルの民全体が罪を犯した場合」，犠牲獣は雄牛で，その血は中庭より

も聖性の度合いが高い聖所内に持ち込まれて，一部は至聖所を隔てる垂れ幕に

向けて振りかけられる。また，個人の贖罪の供犠の場合とは異なり，犠牲獣の

肉を食べることは許されなかった。そして，ＡＢよりもいっそう重要な儀式と

思われるＣの贖罪の日の儀式では，血は幕屋聖所の垂れ幕の奥の至聖所，すな

わち最も聖性の度合いが高い場所に持ち込まれる。もちろんこの場合も，犠牲

獣の肉を食べることはできない。

　以上のことから推測できるのは，
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①　罪が犯されると，祭儀的な穢れが発生する。

②　罪から生じる穢れは，罪が重大なものになればなるほど，聖性の高い領

域を汚染する。

③　贖罪の供犠の主たる目的は，罪により会見の幕屋に発生した穢れを除去

することにある。

④　罪が重大で，強い穢れが発生する場合は，犠牲獣の肉は食べることがで

きない。

ということである。このことは以下のテキストからも読み取ることができる。

こうして彼は，イスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに，

至聖所のために贖いの儀式を行う。彼は，人々のただ中にとどまり，さま

ざまの汚れにさらされている会見の幕屋のためにも同じようにする（レビ

16：16）。

　では，Ｃの贖罪の日の儀式で贖われる罪とは，どのような罪であるのか。山

我は「意図的な罪及び贖われていない罪」としている。意図的な罪は原則とし

て贖罪の供犠をもってしても贖えないとしているが，そのような罪も，意図的

でない罪と同様もしくはそれ以上に危険な穢れを発生させる。また，贖罪の

供犠は，自分が過失で犯した罪について人が罪責を自覚した場合に献げられる。

そのような自覚が生じない場合は，罪によって発生した穢れはそのまま放置さ

れる。これら贖われない罪から生じた穢れが堆積していけば，やがて最も聖な

る領域にまで侵入し，ついには最高度に神聖な贖いの蓋をも侵してしまう。だ

からこそ，年に一度，至聖所の浄めが行われなければならない 61。

　一方で，贖罪の儀式を，代贖，すなわち身代わりの死による罪の赦しと解釈

する見方もある。奉献者は犠牲獣の頭に手を押し付けることによって，自分の
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中にある罪を犠牲獣に移し，犠牲獣を屠り，その命を奪うことにより，自分の

罪を消滅させる。すなわち，本来は自分の命によって償うべき自分の罪を，犠

牲獣を身代わりに殺すことによって償う。この場合，レビ 17：11の「血こそ，

命によって贖いを果たすものだからである」という内容から，血は命の精髄と

見なされ，祭司が祭壇の角や贖いの蓋に付着させる犠牲獣の血は奉献者自身の

命を象徴的に意味する 62という主張がある 63。この主張に対し山我は，代贖の

観念は少なくとも明確には認められないとしている。犠牲獣の頭に片手を押し

付けることは，和解の供犠のような贖罪的意味を持たない犠牲の種類の場合（レ

ビ３：２，８，13）でも行われ，むしろそれは供犠の献げ手が誰かを明示する

行為とも解釈できる。また，贖罪の日の儀礼では，雄山羊の頭に片手ではなく「両

手」を押し付け，罪の告白がなされるが，この山羊は屠られない。至聖所で儀

礼のために屠られるもう一方の雄山羊とは異なり，それは生きたまま宿営外の

荒野に送り出される。すなわち，自分の生命によって他の人を贖うのではない
64。さらには，「血こそ，命によって贖いを果たす」（レビ 17：11）という一句の

背景にどんな観念があるかは曖昧であるうえ，レビ 17：11が含まれる，いわ

ゆる「神聖法典」は祭司文書の主要テキストとは思想的に性質が異なる 65。

　しかし，だからと言って，贖罪の供犠に「穢れ」の概念のみを見出すのは適

当ではない。レビ４：26やレビ５：10のテキストを見ると，そこでは犯した

罪そのものの赦しが前提とされている。また，貧しい者は動物や鳥の代わりに

穀物で贖罪の儀式が行える（レビ５：11-13）。この場合は動物の血を用いないが，

それにもかかわらず，奉献者は「赦される」としている。よって，現時点では

完全に「赦し」の観念を否定することはできない。

　以上のことから，祭司文書における贖いの概念の究明には，「罪の赦し」だけ

ではなく，「穢れの浄化」の観点からも分析を行う必要があると言えるが，両者

は密接に結びついているため，それぞれについて論考を進めたうえでそれらの
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結果を統合し，贖いの概念について最終的な結論を導き出す必要がある。本論

文はそのための初段階であるため，テーマを「罪の赦し」に限定することとし，

「穢れの浄化」については稿を改めて論ずる。

　

第４章　赦しの意味

　では，贖罪の供犠の結果として「赦される」とは，どういう状態を指すので

あろうか。テキスト中に現れる赦しに関連する単語の性質を分析することに

よって明らかにしていきたい。

（１）「赦す」（salah）

　赦す（salah）という単語は祭司文書中で 13回出現するが，その大部分（10回）

は，罪が犯され，供犠が献げられる文脈で受動態で現れる。供犠の完了に伴い，

贖う（kipper）という動詞とともに，以下のようなフレーズで述べられる。

　

祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと，彼らの罪は赦される。（レビ４：20）

　赦しを与える主体については言及されていないが，おそらくは神であろう。

なお，受動態で記述することは，祭司文書における罪の赦しを描く上で必須で

はない 66。受動態が主に使用される理由は定かではないが，能動態だと祭司が

赦しを与えるように見受けられる可能性があるので，それを避けている可能性

がある。反対に受動態を使用すれば，引用したレビ４：20を例にすると前半

と後半で主語が異なるので，赦しは神から与えられるということを明確化でき

る 67。つまり，ここでは贖い（kipper）の儀式を行うのは祭司であるが，赦し

を与えるのは神である。
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　すでに第２章で見たように，当初見込まれた罰は koperによって避けられる

ことがあり，この koperは被害者側がこれを受け入れると認めた場合になされ

る。つまり，もし人が，神が定めた法を破り，その罪の赦しが与えられる場合

は，それは被害者（すなわち神）が，見込まれた罰のわりに koperを受け入れ

ると認めたという理由によるものであると推測できる。すなわち，贖い（kipper）

の儀式は，koperの支払いに関係する 68。

　ここで，赦す（salah）という単語の性質を明らかにするために，民数記 14

章を見てみたい。有名な「民の反抗」のテキストである。約束の地から戻っ

てきた偵察から悪い情報を聞かされたイスラエルの民は夜通し泣き事を言い，

モーセとアロンに不平を言う。そして神を信じるべきと主張するヨシュアとカ

レブを石で打ち殺そうとする（民 14：1-10）。そこで，イスラエルの民は神の

怒りを買い，神は疫病で民を撃ち，彼らを捨てると言われる（民 14：11-12）。モー

セは民全体の赦しを神に乞い（民 14：13-19），結果神はモーセに，モーセの言

葉ゆえに赦す（民 14：20），しかし神の声に聞き従わなかった者は先祖に誓っ

た土地を見ることはない（民 14：22-23）と伝える。ここで重要なのは，神の

赦しは罰の完全な免除ではなく，罰の緩和である，ということである。すなわ

ち，当初予定されていた罰（疫病による民への攻撃）ではなく，それよりも比

較的軽い罰（約束された土地に入れないこと）に軽減されている。それによっ

て，神とイスラエルの関係性が続くことが許されるのである。この点において，

赦す（salah）という単語は koperの性質と共通するように思われる。すなわち，

罪と罰の関係性は緩和された罰を通じて満たされ，結果的に加害者側（イスラ

エルの民）と被害者側（神）の信頼関係を回復するのである。つまり，赦しを

与えることによって，神は民との koperという協定に同意するのである 69。
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（２）赦す／罪を取り除く／罪を背負う

　第１章で触れた「罪を負う」という動詞であるが，これはこの動詞の主語が

誰になるかによって，訳が異なる。罪人が主語となる場合には，第１章で述べ

た通り，「罪を負う」という訳になり，罪人は厳しい罰（死・kareth）を受ける

ことになる。

　次に，罪を犯された者（多くは神）がこの動詞の主語になる場合は，訳は「赦

す」となる。この使用法は主に祭司文書以外のテキストで現れるので本論文の

範囲ではない。例として，イスラエルの民が金の子牛の像を造ったことについ

て，モーセが神に許しを乞う場面（出 32：32）や，ファラオがモーセに赦し

を乞う場面（出 10：17）などがある 70が，そのいずれも罪による罰をまさに

受けようとしている（または受けると罪人が予想している）場面である。例え

ば，ヨセフの兄弟は，ヨセフから復讐されることを恐れていた（創 50：15-17）し，

ファラオはすでにイナゴの大群という災いを受けている（出 10：12-17）。この

ような文脈において，この動詞が果たす意味合いは salahと似ている。つまり，

赦しは差し迫った罰から罪人を救うが，赦しの結果として生じるのは罰の緩和

であり完全な罰の免除ではない 71。

　３つ目としては，主語が罪人でもなく，罪を犯された者でもない，第三者

の場合である。この場合，訳は「罪を取り除く」，「罪を背負う」となる。この

用法での使用は，祭司文書の範囲内で生じる。具体的には，出 28：38；レビ

10：17；レビ 16：22である。特にレビ 10：17とレビ 16：22は贖い（kipper）

と共にこの動詞が用いられるという点で重要である 72。

なぜ贖罪の献げ物を聖域で食べなかったのか。あれは神聖なものであり，

共同体の罪を取り除き，主の御前で彼らの罪を贖う儀式を行うためにあな

たたちに与えられたものである（レビ 10：17）。
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雄山羊は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。雄山羊は荒れ野

に追いやられる（レビ 16：22）。

　第三者は罪人の罪を，特別な儀式（レビ 10：17では浄化の献げ物，レビ

16：10，21-22ではスケープゴートの儀式）によって取り払う。そして，その

ことによって贖いは遂行されて罪人はもはや当初予定された罰に直面せずに済

む。レビ 10：17；レビ 16：22どちらの場合においても罪を犯された者（神）

が罰を避けるための特別な方法を規定しており，共に贖いの文脈で使用され

ていることを考慮すると，この用法はこれまで述べてきた贖い（kipper）に関

する理解と共通すると思われる。すなわち，贖いのための特別な儀式は koper

の実施を表していること 73，もともと予定された罰がより厳しいもの（例えば，

適切に儀式を行わないことによる死 74）であるので，儀式の実施は緩和された

罰の一種であることである。この贖いの儀式（レビ 10：17では浄化の献げ物，

レビ 16：10，21-22ではスケープゴートの儀式）を実行することによって，罪

は取り除かれ，罪人はもはや厳しい罰に苦しむ必要はなくなるのである。この

ように，（１）と（２）双方において，赦す／赦されるという動詞は koperの効

果に関係していると思われる。

第５章　まとめと今後の展望

　以上，赦されうる罪は過失でなされたものであることを示したうえで，贖い

と関係する koperの性質が「和解」に近いことを明らかにした。その後贖罪供

犠の手順を整理することにより，罪はその重さによって会見の幕屋の特定の部

分に穢れをもたらすことが判明したのであるが，第４章では「赦し」という言
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葉の性質が koper，すなわち「和解」と共通することが導き出された。

　当然のことながら，「罪」は対人でなされる場合と，神に対してなされる場合

があるが，「赦し」の主体（誰が赦すか）と客体（誰を赦すか）は誰であろうか。

罪の赦しの為に贖罪供犠を行うという事実から鑑みるに，「神が主体で，人間が

客体」であると言える。供犠の本質の１つは，人間と神との間に生まれる両者

の「応答」なのであって，赦しは常に神の恩恵の行為である。第３章で示された，

罪によって神が臨在する会見の幕屋に穢れがもたらされるという概念は，当然

神と人間の関係性を念頭に置いている。そこに罪の被害者たる人間が関わる「人

対人」の関係性が想定される余地はない。ゆえに赦しは，人間の行為が関係す

る罪の文脈においても，「罪を犯した人間と，恵み深い神との間の和解」なので

ある。

　本稿では，旧約聖書においても罪の赦しは神と人との和解行為であるという

ことを確認できたが，その神学的根拠，すなわち，「なぜ人は神との和解を必要

とするのか」については，さらに論考を重ねる必要がある。また，本稿は，贖

罪供犠に関してはその手順と穢れの関係に関しての考察に留まっており，古

代イスラエルにおける供犠がもつ神学的意味合いについては言及できていない。

古代イスラエルにおいて穢れが神学的にどのような意味合いを持つのか，そし

て「罪の赦し」と「穢れの浄化」というテーマを統合して旧約聖書における「贖

い」という概念は何なのかについてさらなる検討が必要であるので，この点に

ついては稿を改めて論じたい。

（つじみ　ゆうた・文学研究科修士課程修了生）

(054)000112



［注］
１　国内における贖罪論に関する文献の代表例として，以下のものがある。
　　近藤勝彦『贖罪論とその周辺－組織神学の根本問題２－』教文館，2014年。
２　J・ヴェルハウゼンらによる文献批判的方法により提案された文書仮説に基づく，
モーセ五書を構成する思想も時代も異なる４つの資料の１つ。祭儀とその細則に
著しい関心を示しており，祭儀の専門家である祭司によって書かれたものだと推
測される。

　　山我哲雄『海の奇蹟－モーセ五書論集－』聖公会出版，2012年，249頁。
３　同上。
４　この他にも，動物との性行為（出 22：18；レビ 20：15-16），神々に犠牲を捧げ
る行為（出 22：19），姦通（レビ 20：10），近親相姦（レビ 20：11，17，20他）
などがある。

５　Jay Sklar, Sin, Impurity, Atonement: The Priestr y Conceptions.（Shef field: 

Sheffield Phoenix Press, 2005）, 13.

６　本論文では，特に言及がない限り新共同訳を使用する。また，書の略語も新共
同訳に従い，表記は書の略語・章：節とした。
７　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 14.

８　罪人の死が神の手によって行われる事例は，以下を参照。
　　出 28：35，43；30：20-21；レビ８：35；10：２，６，７，９；15：31；16：２，

13；22：９；民４：15，19，20；14：37；17：25，28；18：３，22，32。

９　罪人の死が会衆の手によって行われる事例は，以下を参照。
　　出 31：14，15；35：２；レビ 19：20；20：２，９，10，11，12，13，15，16，

27；24：16，17，21；27：29；民１：51；３：10，38；15：35；18：７；35：16，

17，18，21，31。

10　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 14.

11　Ibid., 15-20.

12　レヴァインがこの立場に立つ。
　　B. A. Levine, Leviticus（Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1989）, 241-

242.

13　Philip J. Budd, Leviticus（The New Century Bible Commentary）（Grand Rapids: 

Marshall Pickering, 1996）, 122-123.

14　Levine, Leviticus, 241-242.

000(055) ◉研究ノート　レビ記における「罪」と「赦し」111



15　Jacob Milgrom, Leviticus 1-16.（New Haven and London: Yale University Press, 

2009）, 457-460.

16　Jacob Milgrom, Numbers（Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1989）, 

406.

17　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 19.

18　他にも，出 28：42-43a；レビ７：18；17：16；19：７ - ８；19：17；20：17，

19；22：9，16；民５：31；14：34；18：１，22，23，32；30：16を参照。
19　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 22.

20　具体的には，以下の箇所である。レビ４：13，22，27；５：２，３，４，５，17，

19，23。

21　RSVや NRSV，日本では口語訳や新共同訳と，多くの聖書や伝統的な翻訳では「責
めを負う」（to be/become guilty, to incur guilt）としているが，これについては以前
から議論が生じている。木内は，伝統的な「責めを負う」という翻訳は罪の客観
的状況を表しており，いつ人は献げ物をすれば良いのかという疑問に答えること
ができず，レビ４：22-23やレビ４：27-28等の翻訳に不自然さが生じるとしたうえで，
「罪に気づく」（to realize guilt）が適切な訳だとしている（Kiuchi, Leviticus, 95-96）。

ミルグロムは，この語は罪の状態を述べているのでなく，むしろ罪によってもたら
される苦痛，すなわち，不安や心の痛み，後悔，悔恨を意味しており，「罪を感じる」（to 

feel guilt）が適切な訳であるとしている（Milgrom, Leviticus, 342-343）。しかしス

クラーは，ミルグロムの翻訳はレビ５：17-19で問題が生じるとしている。すなわち，
罪を犯した本人が気づかない場合や，罪が露見しない場合には，どのようにして
人は供犠を行うに至るかを説明できない（Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 36-39）。

　　以上のことを踏まえて，スクラーは，「罪の結果に苦しむ」（to suffer guilt’s 

consequences）が最も適切な訳であるとしている。罪によって生じた何らかの苦
しみが罪を犯した本人を苦しめ，罪を自覚させ，供犠へと掻き立てるのである。

22　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 42.

23　Ibid.

24　Ibid.

25　Ibid., 43.

26　Ibid.

27　Ibid.

28　Milgrom, Leviticus １-16, 1082.

(056)000110



29　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 48-79.

30　この文書は祭司文書ではなく，より古い「契約の書」（出 21-23章）に属する。
31　過失によって人を殺めた者が，血の復讐者の報復から逃れるために逃げ込む町
のこと。

32　逃れの町について言及している他の記述は以下の通りである。出 21：13；申
19：1-13；ヨシュ 20：1-9。

33　民 35：11，15，22-25。

34　民 35：16-21。

35　不法な流血は地を汚染するという考え。レビ 18：24-28参照。
36　スクラーは他にも，詩 49：８-９；箴６：20-35などについても考察を加えている。

Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 55-59参照。
37　出 13：11-16にも同様の記述がある。
38　koperの正確な訳に関するスクラーの詳細な記述に関しては以下を参照されたい。

Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 67-79.

39　大祭司のこと。
40　大祭司は民全体を代表して祭儀を執行するので，大祭司が過失を犯した場合は
民全体に罪責が負わされ，神の怒りを受ける可能性が生じる。よってここで言わ
れているのは，主として祭司が公務で行う祭儀執行上の過失のことであると思わ
れる。旧約聖書翻訳委員会訳『旧約聖書Ⅰ律法』岩波書店，2004年，315頁参照。

41　すなわち，最も重要な家畜。罪の重大さに比例している。
42　旧約聖書翻訳委員会訳『旧約聖書Ⅰ律法』，253頁。
43　至聖所と聖所を隔てる垂れ幕のこと。
44　会見の幕屋の聖所の中で，垂れ幕の手前に置かれる。出 30：１-６，37：25-28，

40：５，26参照。
45　すなわち，内臓を覆っている脂肪，内臓に付着するすべての脂肪， ２つの腎臓と
それに付着する腰のあたりの脂肪，および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉（レ
ビ４：８-９）。

46　通常の供犠であれば，全焼の供犠の場合でも，皮だけは祭司のものとなる。（レ
ビ７：８）祭司自身の贖罪の供犠の場合は例外的に皮も焼かなければいけない。

47　ここでも，祭司が肉を食べることが許されないのは共同体全体に関わる重大な
罪が問題になっており，また共同体全体に祭司が含まれるからであろう。旧約聖
書翻訳委員会訳『旧約聖書Ⅰ律法』，319頁参照。

000(057) ◉研究ノート　レビ記における「罪」と「赦し」109



48　レビ１：11に言及された，祭壇の北側にある犠牲の屠り場。
49　旧約聖書翻訳委員会訳『旧約聖書Ⅰ律法』，319頁。
50　レビ３：14-16参照。
51　すなわち，至聖所の内部。大祭司が垂れ幕の奥の至聖所に入ることが許される
のは年に１度，この儀式の時だけである。

52　通常の贖いの儀式では，この儀礼は垂れ幕に対して，その外側から行われる（レ
ビ４：６，17）。

53　中庭にある，焼き尽くす献げ物用の祭壇だと思われる。旧約聖書翻訳委員会訳『旧
約聖書Ⅰ律法』，379頁。

54　ここでは穢れを祓って祭壇に聖性を回復させる。
55　通常の贖罪の供犠は片手を押し付ける。
56　いわゆる「スケープゴート」の儀式。
57　ここでの罪の分類については，以下の文献を参考にした。山我哲雄『海の奇蹟
－モーセ五書論集－』，267-268頁。

58　幕屋の構造のまとめについては，以下の資料を参考にした。山我哲雄『海の奇
蹟－モーセ五書論集－』，256-259頁。

59　本論文では，「浄める」と記載しているが，新共同訳では「清める」とされてい
るので，引用においては「清める」とした。

60　本論文では，「穢れ」と記載しているが，新共同訳では「汚れ」とされているので，
引用においては「汚れ」とした。

61　山我哲雄『海の奇蹟－モーセ五書論集－』，273-274頁。
62　この解釈が全面的に当たっているとすれば，旧約聖書の贖罪の供犠は，十字架
にかけられたイエスに「世の罪を取り除く神の子羊」（ヨハ１：29）を見出した後
のキリスト教の贖罪論の原型をなしたことになる。山我哲雄『海の奇蹟－モーセ
五書論集－』，272頁参照。

63　同上，271-272頁。
64　同上，275-276頁。
65　同上，252-253頁。
66　例えば，民 30：6bでは，以下のように能動態で書かれている。父が彼女に禁じ
たのであるから，主は彼女を赦されるであろう。

67　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 82.

68　Ibid., 83.

(058)000108



69　Ibid., 84-86.

70　他にも，創 50：17；サム上 15：25；ヨブ 7：21などに使用されている。
71　Sklar, Sin, Impurity, Atonement, 89-92.

72　Ibid., 92.

73　Ibid., 92-99.

74　供犠を適切に実施しないと，結果として死を招く可能性がある。131頁参照。
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令
和
元
年
度　

大
学
院
文
学
研
究
科

❖
学
位
論
文
題
目
一
覧

博
士
学
位
論
文

●
日
本
文
化
専
攻
修
士
課
程

学
位
記
番
号

氏
　
　
名

　
博
　
士
　
論
　
文
　
題
　
目

博
（
文
） 

乙
第
七
号

牛
米　
　

努

近
代
日
本
の
課
税
と
徴
収

修
士
学
位
論
文

●
日
本
文
化
専
攻
修
士
課
程

氏
　
　
名

修
　
士
　
論
　
文
　
題
　
目

伊
藤　

翔
太

天
皇
説
話
と
天
皇
権
威
の
変
化　

―
前
世
説
話
を
中
心
と
し
て
―

山
﨑　

朔
夜

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
考
察

―
歌
徳
説
話
を
手
掛
か
り
に
―

孔　
　

継
金

戦
国
期
山
科
本
願
寺
寺
内
町
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い
て

田
澤
あ
す
美

介
護
分
野
に
お
け
る
外
国
人
人
材
の

日
本
語
能
力
記
述
に
つ
い
て

―
技
能
実
習
生
を
中
心
と
し
て
―

佐
野　

元
紀

平
安
期
の
鬼
の
特
質

―
『
今
昔
物
語
集
』
世
俗
部
と
仏
法
部
の
比
較
を
通
じ
て
―

新
田　

沙
織

神
仙
思
想
の
変
遷　

―
中
近
世
神
仙
思
想
の
意
義
―

●
英
米
文
化
専
攻
修
士
課
程

氏
　
　
名

修
　
士

　
論

　
文

　
題

　
目

辻
見　

祐
太

旧
約
聖
書
祭
司
文
書
に
お
け
る
贖
い
の
概
念

﹇
彙
報
﹈
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［彙報］令和元年度　大学院文学研究科学位論文題目一覧／講義題目

授
業
科
目

担
当
教
員

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ａ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｂ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｃ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ａ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｂ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｃ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ａ

田
中　

綾 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｂ

田
中　

綾 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｃ

田
中　

綾 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ａ

徳
永
良
次 
教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｂ

徳
永
良
次 
教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｃ

徳
永
良
次 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅴ
Ａ

大
谷
通
順 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅴ
Ｂ

大
谷
通
順 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅴ
Ｃ

大
谷
通
順 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅵ
Ａ

菅　

泰
雄 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅵ
Ｂ

菅　

泰
雄 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅵ
Ｃ

菅　

泰
雄 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅶ
Ａ

大
石
和
久 

教
授

授
業
科
目

担
当
教
員

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅶ
Ｂ

大
石
和
久 

教
授

日
本
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅶ
Ｃ

大
石
和
久 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ａ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｂ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｃ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ａ

郡
司　

淳 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｂ

郡
司　

淳 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｃ

郡
司　

淳 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ａ

手
塚　

薫 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｂ

手
塚　

薫 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｃ

手
塚　

薫 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ａ

須
田
一
弘 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｂ

須
田
一
弘 

教
授

日
本
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｃ

須
田
一
弘 

教
授

❖
授
業
科
目
及
び
担
当
者

●
日
本
文
化
専
攻
博
士
（
後
期
）
課
程

167



授
業
科
目

担
当
教
員

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ａ

田
中
洋
也 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｂ

田
中
洋
也 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｃ

田
中
洋
也 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ａ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｂ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｃ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ａ

上
野
誠
治 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｂ

上
野
誠
治 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｃ

上
野
誠
治 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ａ

佐
藤
貴
史 

教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｂ

佐
藤
貴
史 
教
授

欧
米
言
語
・
思
想
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｃ

佐
藤
貴
史 
教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ａ

柴
田　

崇 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｂ

柴
田　

崇 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅰ
Ｃ

柴
田　

崇 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ａ

大
森 

一
輝 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｂ

大
森 

一
輝 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅱ
Ｃ

大
森 

一
輝 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ａ

小
松
か
お
り 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｂ

小
松
か
お
り 

教
授

授
業
科
目

担
当
教
員

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅲ
Ｃ

小
松
か
お
り 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ａ

仲
松
優
子 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｂ

仲
松
優
子 

教
授

欧
米
歴
史
・
環
境
文
化
論
文
指
導
特
殊
演
習
Ⅳ
Ｃ

仲
松
優
子 

教
授

●
英
米
文
化
専
攻
博
士
（
後
期
）
課
程
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［彙報］令和元年度　大学院文学研究科学位論文題目一覧／講義題目

授
業
科
目

担
当
教
員

日
本
文
学
特
殊
講
義
Ⅱ

田
中　

綾 

教
授

日
本
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

田
中　

綾 

教
授

日
本
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

田
中　

綾 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
Ⅱ

大
谷
通
順 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

大
谷
通
順 

教
授

比
較
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

大
谷
通
順 

教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
Ⅰ

鈴
木
英
之 

准
教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

鈴
木
英
之 
准
教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

鈴
木
英
之 
准
教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
Ⅱ

大
石
和
久 

教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

大
石
和
久 

教
授

日
本
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

大
石
和
久 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅰ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

中
川
か
ず
子 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅱ

徳
永
良
次 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

徳
永
良
次 

教
授

授
業
科
目

担
当
教
員

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

徳
永
良
次 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅲ

菅　

泰
雄 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ａ

菅　

泰
雄 

教
授

日
本
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ｂ

菅　

泰
雄 

教
授

比
較
言
語
研
究
特
殊
講
義
ｊ
Ⅰ

寺
田
吉
孝 

教
授

比
較
言
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅰ
Ａ

寺
田
吉
孝 

教
授

比
較
言
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅰ
Ｂ

寺
田
吉
孝 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
Ⅰ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

追
塩
千
尋 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
Ⅱ

郡
司　

淳 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

郡
司　

淳 

教
授

日
本
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

郡
司　

淳 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
ｊ
Ⅰ

手
塚　

薫 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅰ
Ａ

手
塚　

薫 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅰ
Ｂ

手
塚　

薫 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
ｊ
Ⅱ

須
田
一
弘 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅱ
Ａ

須
田
一
弘 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｊ
Ⅱ
Ｂ

須
田
一
弘 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
ｊ
Ⅲ

中
村
英
重 

講
師

●
日
本
文
化
専
攻
修
士
課
程
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授
業
科
目

担
当
教
員

英
米
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ

渡
部
あ
さ
み 

准
教
授

英
米
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

渡
部
あ
さ
み 

准
教
授

英
米
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

渡
部
あ
さ
み 

准
教
授

英
米
文
学
特
殊
講
義
Ⅱ

森
川
慎
也 

准
教
授

英
米
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

森
川
慎
也 

准
教
授

英
米
文
学
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

森
川
慎
也 

准
教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅰ

上
野
誠
治 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

上
野
誠
治 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

上
野
誠
治 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅱ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

米
坂
ス
ザ
ン
ヌ 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅲ

田
中
洋
也 
教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ａ

田
中
洋
也 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ｂ

田
中
洋
也 

教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
Ⅳ

ブ
シ
ャ
ー
・
ジ
ェ
レ
ミ 

准
教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅳ
Ａ

ブ
シ
ャ
ー
・
ジ
ェ
レ
ミ 

准
教
授

英
語
研
究
特
殊
講
義
演
習
Ⅳ
Ｂ

ブ
シ
ャ
ー
・
ジ
ェ
レ
ミ 

准
教
授

欧
米
思
想
特
殊
講
義
Ⅰ

小
柳
敦
史 

准
教
授

欧
米
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

小
柳
敦
史 

准
教
授

授
業
科
目

担
当
教
員

欧
米
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

小
柳
敦
史 

准
教
授

欧
米
思
想
特
殊
講
義
Ⅱ

佐
藤
貴
史 

准
教
授

欧
米
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

佐
藤
貴
史 

准
教
授

欧
米
思
想
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

佐
藤
貴
史 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
Ⅰ

仲
丸
英
起 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ａ

仲
丸
英
起 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅰ
Ｂ

仲
丸
英
起 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
Ⅱ

大
森
一
輝 

教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ａ

大
森
一
輝 

教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅱ
Ｂ

大
森
一
輝 

教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
Ⅲ

仲
松
優
子 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ａ

仲
松
優
子 

准
教
授

欧
米
史
特
殊
講
義
演
習
Ⅲ
Ｂ

仲
松
優
子 

准
教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
ｅ
Ⅰ

小
松
か
お
り 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｅ
Ⅰ
Ａ

小
松
か
お
り 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｅ
Ⅰ
Ｂ

小
松
か
お
り 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
ｅ
Ⅱ

柴
田　

崇 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｅ
Ⅱ
Ａ

柴
田　

崇 

教
授

環
境
文
化
特
殊
講
義
演
習
ｅ
Ⅱ
Ｂ

柴
田　

崇 

教
授

●
英
米
文
化
専
攻
修
士
課
程
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◎
二
〇
二
〇
年
度
第
一
回
〔
全
体
ゼ
ミ
〕（
修
士
課
程
二
年
・
中
間

報
告
）

　

七
月
四
日
（
土
）
10
：
40
〜
11
：
40
、
本
学
21
番
教
室
に
て
開

催
さ
れ
た
。
修
士
課
程
二
年
に
在
学
す
る
二
名
の
院
生
が
次
の

題
目
で
論
文
の
構
想
と
そ
の
内
容
の
一
部
を
発
表
し
た
（
参
加

者
約
30
名
）

　

古
田
く
る
み
「
北
海
道
地
域
形
成
史
の
研
究　

―
士
族
の
動

向
を
中
心
と
し
て
―
」

　

真
島　

毅
「
天
皇
の
軍
隊
に
お
け
る
絶
対
服
従
の
論
理

　
　
　
　
　

―
二
・
二
六
事
件
を
事
例
と
し
て
―
」

◎
二
〇
二
〇
年
度
第
二
回
〔
全
体
ゼ
ミ
〕（
中
間
報
告
）

　

十
一
月
七
日
（
土
）
発
表
の
申
し
込
み
が
な
か
っ
た
た
め
中
止

◎
北
海
学
園
大
学
人
文
学
会
第
八
回
大
会

　

二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
日
（
木
）
14
：
30
〜
17
：
00

　
　

本
学
Ａ
Ｖ
４
番
教
室
に
て
、
人
文
学
会
第
八
回
大
会
を
開
催

し
た
。
今
年
度
は
、
二
〇
二
〇
年
に
着
任
さ
れ
た
四
名
の
先
生

方
の
内
、
谷
端
郷
先
生
と
岡
田
一
祐
先
生
に
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
成
果
に
つ
い
て
ご
発
表
い
た
だ
い
た
。

　
　

谷
端
先
生
は
、「
歴
史
災
害
研
究
へ
の
人
文
地
理
学
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
」
と
題
し
て
、
近
代
日
本
の
都
市
、
特
に
一
九
三
〇

年
代
の
京
都
市
・
大
阪
市
・
神
戸
市
に
お
け
る
水
害
被
災
に
関

す
る
ご
研
究
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
。
当
時
の
被
害
状
況
図
に

加
え
て
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
を
活
用
し
た
分
析
に

よ
り
被
害
状
況
を
地
図
化
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
解
説
さ
れ

た
。

　
　

岡
田
先
生
は
、「
平
仮
名
の
歴
史
か
ら
見
た
明
治
時
代
」
と
題

し
て
、
も
と
も
と
多
字
体
系
を
有
し
て
い
た
平
仮
名
が
明
治
時

代
に
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
統
一

か
ら
漏
れ
て
変
体
仮
名
に
な
っ
た
も
の
を
歴
史
資
料
や
草
稿
か

ら
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
あ
げ
て
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
明
治
の
平
仮

名
統
一
の
背
景
に
国
語
国
字
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
も
詳
し
く
解

説
さ
れ
た
。

　
　

両
先
生
の
発
表
に
対
し
て
参
加
者
か
ら
多
く
の
質
問
や
コ
メ

ン
ト
が
あ
り
、
教
員
同
士
の
有
意
義
な
研
究
交
流
の
場
と
な
っ
た
。

　
　

司
会
：
柴
田
崇
（
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
教
授
）

　
　

・
発
表

　
　
　

○
歴
史
災
害
研
究
へ
の
人
文
地
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　
　
　

谷
端
郷
（
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
講
師
）

　
　
　

○
平
仮
名
の
歴
史
か
ら
見
た
明
治
時
代

　
　
　
　

岡
田
一
祐
（
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
講
師
）

文
学
研
究
科
教
育
・
研
究
発
表
活
動
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◉
『
年
報
新
人
文
学
』
第
17
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
は
、
論
文
二
本
、
研
究
ノ
ー
ト
二
本
、
資
料
紹
介
一
本
を
収
め
て
い
ま
す
。
論
文
が

例
年
に
比
し
て
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
研
究
ノ
ー
ト
も
含
め
、
力
の
こ
も
っ
た
論
考
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
学
所
蔵
の
貴

重
書
の
カ
ラ
ー
画
像
も
掲
載
し
ま
し
た
。
執
筆
さ
れ
た
方
々
、厳
正
な
査
読
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◉
巻
頭
言
は
、
上
野
誠
治
研
究
科
長
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
断
想
」
と
し
て
、
最
近
の
情
勢
か
ら
掘
り
下
げ
、
歴
史
的
な
ペ
ス
ト
な
ど

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
そ
れ
を
言
語
学
的
に
捉
え
た
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
気
が
滅
入
る
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
に
見
れ
ば

必
ず
明
る
い
未
来
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
に
ち
の
問
題
と
し
て
も
、
研
究
テ
ー
マ
は
い
ず
こ
に
も
あ
り
得
る

と
い
う
ま
さ
に
人
文
学
的
な
巻
頭
言
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

◉
丸
島
歩
氏
に
は
着
任
早
々
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
文
を
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
女
性
声
優
の
演
技
音
声
に
あ
ら
わ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
現　

―
母
音
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
に
着
目
し
て
―
」
と
題
す
る
こ
の
論
文
は
、
ご
専
門
の
実
験
音
声
学
的
研
究
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
テ
レ
コ
に
お

い
て
、
同
一
の
女
性
が
男
性
役
と
女
性
役
を
使
い
分
け
る
際
の
、
母
音
に
お
け
る
違
い
を
テ
ー
マ
に
し
た
社
会
言
語
学
と
も
関
わ
る
研
究
で

す
。
日
本
で
は
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
か
ら
「
声
色
（
こ
わ
い
ろ
）」
と
い
う
一
種
の
モ
ノ
真
似
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
現
代
に
お
い
て

は
十
分
研
究
対
象
と
な
り
、
音
声
学
・
社
会
学
的
に
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
進
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

◉
岡
田
一
祐
氏
に
も
、
今
年
度
着
任
さ
れ
た
ば
か
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
明
治
前
期
鋳
造
活
字
の
平
仮
名
書
体
に
お
け
る
濁
音
表
示
と
仮
名
字

体
意
識
」
と
題
す
る
論
文
を
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
前
期
に
、
平
仮
名
の
濁
音
表
示
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ

に
付
随
す
る
仮
名
字
体
に
関
し
て
、
当
時
の
国
学
者
や
印
刷
の
変
化
（
木
版
か
ら
活
版
へ
）
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
期

の
文
字
・
表
記
の
分
野
は
ま
だ
ま
だ
未
解
明
の
こ
と
が
ら
が
多
く
、
岡
田
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
日
本
語
学
界
に
新
た
な
知
見
を
提
供
す
る
も

の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

◉
柴
田
崇
氏
に
は
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
心
理
学
の
接
点
：『
探
索
モ
デ
ル
』」
を
投
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
心
理

学
会
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
論
考
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
生
態
心
理
学
の
専
門
家
と
し
て
の
立
場
か

ら
両
学
問
領
域
の
接
点
と
な
る
「
探
索
」
モ
デ
ル
の
意
義
を
明
快
に
説
明
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
の
可
能
性
を
考
究
さ
れ

て
い
ま
す
。
両
分
野
を
専
門
と
し
な
い
読
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
内
容
も
大
変
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
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て
い
ま
す
。

◉
辻
見
祐
太
氏
か
ら
は
「
レ
ビ
記
に
お
け
る
「
罪
」
と
「
赦
し
」」
と
題
し
た
研
究
ノ
ー
ト
を
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
辻
見
氏
は
２
０
２
０

年
に
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
、
本
学
職
員
と
し
て
激
務
を
こ
な
し
な
が
ら
、
着
実
に
研
究
を
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
論
考
で
は
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
贖
い
に
関
す
る
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
問
題
提
起
さ
れ
、
旧
約
聖
書
中
の
レ
ビ
記
を
中
心
に
贖

罪
論
に
お
け
る
罪
と
赦
し
に
着
目
し
て
そ
の
内
容
を
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
研
究
を
進
め
ら
れ
、
ふ
た
た
び
本
誌
に
投
稿
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

◉
徳
永
良
次
（
編
集
委
員
）
は
、
本
学
所
蔵
の
宋
版
一
切
経
『
道
神
足
無
極
変
化
経
巻
第
四
』
一
帖
の
書
誌
解
説
と
影
印
を
掲
載
し
ま
し
た
。

こ
の
資
料
は
、
本
学
の
前
身
で
あ
る
北
海
中
学
校
初
代
校
長
、
浅
羽
靖
が
設
立
し
た
『
北
駕
文
庫
』
と
い
う
蔵
書
の
一
点
と
し
て
所
蔵
さ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。『
北
駕
文
庫
』
に
は
三
万
点
以
上
の
古
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
古
い
も
の
で
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
。

今
回
、『
新
人
文
学
』
と
し
て
は
始
め
て
カ
ラ
ー
で
の
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

（
徳
永
良
次
・
森
川
慎
也
）
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す
ま
い
て
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ら
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込
が
味
意
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は
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」
う
ろ
く
ふ
「
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い
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か
描
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紙
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す
で
名
有
に
と
つ
、
は
と
こ
た
べ
述
と
」
る
め
始
を
翔
飛
の
そ

。
す
ま
い
て
し
来
由
に
」
ウ
ロ
ク
フ
マ
シ
「
物
念
記
然
天
る
す
息
生
に
道
海
北
、
は
味
意
の
つ
一
う
も

の
こ
、
は
ち
た
人
の
ヌ
イ
ア
来
古
。
す
ま
り
あ
が
厳
威
る
せ
わ
思
を
人
哲
い
深
慮
思
は
に
情
表
の
そ
、
が

。
た
し
ま
き
て
し
視
聖
神
で
ん
呼
と
）
神
護
守
の
村
（
イ
ム
カ
ロ
コ
ン
タ
コ
を
鳥

。
す
で
の
も
る
す
と
ん
ら
た
場
の
翔
飛
る
な
い
大
、
く
べ
く
拓
り
き
を
平
地
の
問
学
き
し
新

令
和
二
（
二
〇
二
〇
）年
十
二
月
二
十
五
日
　
発
行

上
野
誠
治

徳
永
良
次
＋
森
川
慎
也



報
年

学
文
人
新

Annual Bulletin of the N
ew

 H
um

anities

令
和
二
年
十
二
月
発
行
　
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

﹈
号
七
十
第
﹇


